
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」

！
外
交
儀
礼
よ
り
見
た
天
皇
と
太
政
官
1

田

島

公

H本の律令国家の「賓礼」（田島）

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
日
本
の
律
令
国
家
の
権
力
構
成
や
外
交
権
の
所
在
を
検
討
す
る
一
素
材
と
し
て
、
　
「
賓
礼
」
の
あ
り
方
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。

そ
れ
は
、
唐
を
中
心
と
し
た
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
で
は
、
平
和
時
の
対
外
交
渉
と
し
て
「
賓
礼
」
が
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
　
「
賓
礼
」
の

あ
り
方
に
支
配
者
層
の
対
外
交
渉
へ
の
か
か
わ
り
方
や
各
国
間
の
対
外
関
係
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
基
調
と
な
っ
た
唐
の
外
交
儀

礼
や
国
書
に
つ
い
て
検
討
し
た
後
、
そ
れ
を
継
受
し
た
霞
本
の
律
令
国
家
が
行
っ
た
「
賓
礼
」
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
行
事
・
儀
式
か
を
示
し
た
。
そ

し
て
、
行
わ
れ
た
「
賓
礼
」
の
各
行
事
・
儀
式
を
そ
の
主
催
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
検
討
し
た
結
果
、
九
世
紀
初
め
迄
は
、
唐
の
制
度
に
准
駕
し
天
皇
が

そ
の
主
要
行
事
・
儀
式
を
主
体
的
に
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
九
世
紀
前
期
～
中
期
を
境
に
そ
れ
以
降
は
「
賓
礼
」
へ
の
天
皇
の
関
与
が
後
退
す
る
一

方
、
太
政
官
に
よ
る
代
行
・
関
与
の
増
大
が
顕
著
に
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
か
か
る
九
世
紀
に
お
け
る
傾
向
は
「
王
事
」
た
る
遣
出
の
あ
り
方
や
発

遣
・
帰
朝
の
儀
式
に
も
み
ら
れ
、
日
本
の
律
令
国
家
の
権
力
構
成
や
外
交
権
の
所
在
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
八
巻
三
号
　
一
九
八
五
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
天
皇
を
頂
点
と
し
て
太
政
官
を
国
政
の
中
枢
機
関
と
す
る
中
央
集
権
的
支
配
機
構
を
備
え
た
日
本
の
律
令
国
家
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀

初
め
に
成
立
し
、
少
－
と
も
＋
世
紀
初
め
ま
で
は
存
続
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
・
．
・
の
漫
事
ジ
ア
に
お
い
て
は
轡
動
乱
も
鎮
ま
－
、
㈹

唐
を
中
心
と
し
た
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
が
再
編
成
さ
れ
た
。
支
配
体
制
を
確
立
し
た
唐
・
新
羅
・
渤
海
に
日
本
を
加
え
た
四
国
の
間
で
は
、
　
3
5



「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
の
国
際
秩
序
や
国
際
ル
ー
ル
の
枠
内
で
、
、
支
配
者
層
に
独
占
さ
れ
た
比
較
的
穏
や
か
な
型
の
交
通
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は

九
世
紀
中
頃
か
ら
崩
れ
始
め
、
変
質
す
る
が
、
一
応
、
唐
・
新
羅
・
渤
海
が
滅
び
る
十
世
紀
初
め
ま
で
続
い
た
。

　
日
本
の
律
令
国
家
の
対
外
交
渉
に
つ
い
て
は
戦
前
か
ら
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
戦
後
で
は
一
九
六
二
年
頃
に
あ
い
つ
い
で
発
表
さ
れ
た
西
嶋

　
①
　
　
　
　
　
②

定
生
・
石
母
田
正
両
氏
の
研
究
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
律
令
国
家
の
対
外
交
渉
の
枠
組
を
考
え
る
上
で
大
変
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
れ
以
来
現
在
に
至
る
約
二
十
年
問
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
近
年
で
は
日
本
史
の
側
か
ら
の
研
究
は
一
時
に
比
べ
る
と
一
息
つ

い
た
感
も
あ
る
。
戦
前
か
ら
の
膨
大
な
研
究
蓄
積
の
も
と
、
基
礎
的
な
事
実
は
殆
ど
紹
介
・
整
理
さ
れ
、
新
し
い
研
究
や
議
論
の
余
地
は
最
早

存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
し
か
し
、
今
再
び
こ
の
約
二
十
年
間
の
研
究
動
向
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
国
際
関
係
に
お
け
る
「
礼
」
の
秩
序
が
強
調
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

意
外
な
こ
と
に
、
来
朝
す
る
使
者
に
対
し
て
日
本
の
律
令
国
家
が
行
う
恒
例
の
迎
接
・
外
交
儀
礼
の
実
態
や
そ
れ
ら
の
行
事
を
主
催
し
執
り
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
こ
と
の
意
義
が
研
究
対
象
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。

　
中
国
を
中
心
と
し
た
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
の
公
的
な
対
外
交
渉
に
お
い
て
、
外
交
儀
礼
は
「
賓
礼
」
と
呼
ば
れ
た
。
特
に
、
支
配
老
層
が
交

通
を
独
占
し
て
い
た
時
代
で
は
、
近
代
の
外
交
と
は
異
な
り
、
「
賓
礼
」
が
平
和
時
の
対
外
交
渉
で
大
変
重
要
な
地
位
を
占
め
、
時
と
し
て
「
賓

礼
」
の
中
に
支
配
者
層
の
対
外
交
渉
へ
の
か
か
わ
り
方
や
相
手
国
と
の
対
外
関
係
が
象
徴
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
か
か
る
意
味
を
有
す
る
外
交
儀
礼
、
　
「
賓
礼
」
を
検
討
材
料
に
取
り
あ
げ
る
。
ま
ず
、
継
受
し
た
唐
の
外
交
儀
礼
や
国
書
の
あ
り

方
を
示
し
た
後
、
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
と
は
一
体
何
か
を
検
討
す
る
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
各
儀
式
・
行
事
の
主
催
の
あ
り
方
に
注
目

し
、
そ
の
実
態
と
変
化
を
解
明
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
そ
れ
ら
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
の
律
令
国
家
の
権
力
構
成
や
外
交
権
の
所
在
を
続
る
問
題

に
も
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

①
西
嶋
定
生
「
六
人
世
紀
の
束
ア
ジ
ア
」
（
『
指
墨
歴
史
古
代
晶
一
　
　
六
二
年
目
「
県
古
代
に
お
け
る
国
際
蕪
に
つ
い
て
」
（
『
思
想
』
　
空
ハ
ニ
年

　
　
九
六
二
年
目
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月
号
）
・
「
天
皇
と
『
諸
蕃
』
」
（
『
法
学
志
林
』
穴
O
l
三
・
四
　
一
九
六
三
年
）
。

②
石
醤
正
否
代
史
概
説
L
（
『
灘
日
本
歴
史
原
始
及
び
古
代
己
一
九
　
③
研
究
史
姦
・
た
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
菊
池
菱
霜
露
－
研
究
史
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的
回
顧
と
展
望
ー
ー
」
　
（
唐
臼
癌
研
究
会
編
『
日
報
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』

　
一
九
七
九
年
）
が
あ
る
。

④
註
①
西
嶋
前
掲
論
文
。

⑤
　
外
交
儀
礼
（
賓
礼
）
の
主
な
研
究
と
し
て
は
、
鍋
田
一
「
古
代
の
賓
礼
を
め
ぐ

・
て
」
（
『
離
實
悪
果
文
化
史
論
叢
』
一
九
七
六
年
）
・
「
六
・
七
世
紀
の

『
賓
礼
』
に
関
す
る
覚
え
書
i
『
日
本
書
紀
』
の
記
載
に
つ
い
て
一
」
　
（
『
律

令
制
の
蕎
題
翻
蜜
離
轡
一
九
八
四
年
）
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
律
令
国

家
の
「
賓
礼
」
の
研
究
は
あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
い
。

第
開
章
　
唐
と
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」

第
一
節
　
唐
の
外
交
儀
礼
と
国
書

日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

　
中
国
を
中
心
と
し
た
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
の
外
交
で
は
、
秦
漢
帝
国
成
立
以
来
、
中
国
と
交
通
す
る
周
辺
諸
国
家
・
諸
民
族
は
中
国
の
天
子

の
徳
を
慕
っ
て
入
貢
し
た
も
の
と
丸
鋼
さ
れ
た
。
冊
封
さ
れ
た
外
蕃
や
「
愚
臣
の
皇
臣
」
と
し
て
入
朝
す
る
国
の
首
長
や
使
者
は
、
中
国
の
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

帝
に
臣
礼
を
と
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
国
家
間
で
取
り
交
さ
れ
る
国
書
に
は
漢
字
が
用
い
ら
れ
書

式
も
定
っ
て
お
り
、
首
長
・
使
者
に
対
す
る
迎
接
・
外
交
儀
礼
に
は
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
基
調
と
な
っ
て
い
た
の
が
中
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

伝
統
的
な
迎
接
の
あ
り
方
で
あ
り
、
　
「
礼
」
の
思
想
で
あ
っ
た
。
当
該
の
時
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、
唐
を
中
心
と
し
た
国
際
的
な
秩
序
・
中
国

の
伝
統
的
な
外
交
の
あ
り
方
に
規
制
さ
れ
、
影
響
を
う
け
て
、
各
国
の
支
配
者
層
の
間
で
交
通
が
行
わ
れ
た
。
日
本
の
律
令
国
家
も
唐
を
模
倣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
つ
つ
、
　
「
諸
島
」
や
「
夷
狭
」
に
対
し
て
小
帝
国
と
し
て
振
舞
お
う
と
し
た
。
従
っ
て
、
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
実
態
を
検
討
す

る
前
に
、
本
節
で
は
日
本
の
律
令
国
家
が
継
受
し
た
唐
の
外
交
儀
礼
や
国
書
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
来
朝
す
る
国
王
や
使
者
に
対
す
る
唐
の
外
交
儀
礼
に
つ
い
て
は
『
大
唐
開
元
礼
』
（
以
下
『
開
元
礼
』
と
略
す
）
に
規
定
が
あ
り
、
巻
七
九
・
八

　
　
　
　
　
⑤

○
に
は
「
賓
礼
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
項
目
ご
と
に
儀
式
の
内
容
を
簡
単
に
示
す
（
番
号
に
続
け
て
示
す
の
は
各
巻
頭
の
項
目
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

括
弧
内
に
示
し
た
の
は
各
儀
式
次
第
の
前
に
掲
げ
ら
れ
た
項
目
で
あ
る
）
。

　
　
O
　
蕃
國
主
來
朝
以
二
束
畠
一
迎
跨
、
　
（
蕃
主
來
朝
遣
レ
使
迎
勢
、
）
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⑦

　
O
の
迎
労
で
は
、
ま
ず
蕃
国
主
や
蕃
国
使
の
滞
在
す
る
常
磐
に
皇
帝
が
使
を
派
遣
し
て
束
吊
を
授
け
、
蕃
国
側
は
そ
の
使
に
「
土
物
」
を
も

っ
て
碧
い
る
。
次
に
鴻
霊
寺
の
官
人
が
蕃
国
主
（
使
）
を
「
迎
引
」
し
て
「
朝
堂
」
に
詣
で
る
と
、
　
「
舎
人
し
が
「
承
勅
」
し
て
「
隣
町
」
す

る
。
終
わ
る
と
蕃
国
主
（
使
）
は
客
館
に
戻
る
。

　
　
⇔
　
遣
レ
使
戒
二
三
主
見
日
ハ
（
皇
帝
遣
レ
使
戒
二
蕃
主
見
属
ハ
）

　
次
の
⇔
戒
見
日
は
、
皇
帝
が
盛
挙
に
使
を
派
遣
し
て
蕃
国
主
（
使
）
に
引
見
す
る
日
を
伝
え
る
儀
式
で
あ
る
。
以
上
の
e
・
⇔
の
儀
式
が
行

わ
れ
る
会
場
は
客
館
や
「
朝
堂
」
で
あ
り
、
そ
こ
へ
の
皇
帝
の
臨
御
は
な
く
、
派
遣
さ
れ
た
使
や
「
舎
人
」
に
よ
っ
て
皇
帝
の
命
が
伝
達
さ
れ

る
点
に
特
微
が
あ
る
。
　
「
賓
礼
」
全
体
の
行
事
の
中
で
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
儀
式
と
は
雷
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
◎

　
　
⇔
　
蕃
主
奉
晃
、
聯
麟
　
（
蕃
主
戦
見
、
瀞
麟
）
　
け
　
受
二
百
國
使
腰
銭
幣
ハ
（
皇
帝
受
二
曹
使
袈
及
幣
ハ
藤
里
繊
手
塑
）

　
㊨
奉
見
・
⇔
受
表
幣
で
は
、
蕃
國
主
・
諸
官
や
蕃
国
使
が
承
天
門
外
に
至
っ
た
後
に
皇
帝
が
臨
御
す
る
。
そ
し
て
㊨
の
場
合
は
皇
帝
が
蕃
国

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

主
を
労
問
す
る
。
㊨
の
場
舎
は
蕃
国
使
が
国
書
を
奉
じ
、
中
書
侍
郎
が
そ
れ
を
受
け
て
皇
帝
に
奏
上
す
る
。
同
時
に
献
物
も
貢
上
さ
れ
、
そ
の

後
、
蕃
国
使
に
対
し
て
問
答
や
慰
労
が
行
わ
れ
る
。

　
　
㈹
　
皇
帝
宴
二
蕃
國
主
ハ
（
皇
帝
宴
二
蕃
國
主
噛
）
　
鰐
　
皇
帝
宴
二
蕃
國
使
ハ
（
皇
帝
宴
二
審
國
使
ハ
）

　
　
　
ノ

　
⑳
・
画
の
宴
会
で
は
、
蕃
国
主
や
蕃
国
使
を
宮
城
内
に
招
き
、
皇
帝
が
臨
御
し
て
酒
食
の
も
て
な
し
を
行
う
が
、
特
に
⑳
の
場
合
は
こ
の
時

に
蕃
国
主
側
か
ら
献
物
の
貢
上
が
行
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
　
「
賓
礼
」
と
し
て
は
こ
の
他
に
帰
国
時
の
挨
拶
で
あ
る
奉
辞
が
あ
る
が
、
　
『
開
元
礼
』
で
は
㈲
早
言
は
⇔
奉
還
と
儀
式
次
第
が
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

じ
で
あ
る
た
め
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
　
『
開
元
礼
』
の
「
賓
礼
」
に
規
定
さ
れ
た
儀
式
を
略
述
し
た
が
、
儀
式
内
容
よ
り
み
る
と
⇔
～
㈲
の
儀
式
が
そ
の
中
で
も
主
要
な
儀

式
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
主
要
儀
式
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
皇
帝
が
自
ら
蕃
国
主
や
蕃
国
使
と
会
見
し
、
皇
帝
の
臨
御
の
も
と
に
国
書
や
献
物

の
進
上
と
受
納
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
儀
式
次
第
は
「
賓
礼
」
全
体
の
中
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
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日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

　
こ
れ
ら
に
加
え
、
　
『
開
元
礼
』
で
は
、
　
「
賓
礼
」
で
は
な
く
「
嘉
礼
」
に
含
ま
れ
る
が
、
元
日
・
冬
至
の
朝
会
に
蕃
国
主
（
使
）
が
参
加
す

　
⑭

る
儀
も
外
交
儀
礼
の
一
部
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
儀
に
参
列
し
た
蕃
国
主
（
使
）
は
、
唐
の
官
人
ら
に
交
じ
り
皇
帝
に
拝
賀
す
る
と

と
も
に
、
　
「
諸
蕃
貢
物
」
を
進
め
る
。
唐
の
周
辺
諸
国
家
・
諸
民
族
は
、
屡
々
こ
れ
ら
の
朝
会
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
入
朝
し
て
お
り
、
こ
の

儀
は
蕃
国
主
、
（
使
）
が
元
日
や
冬
至
を
挟
ん
で
都
に
滞
在
す
る
場
合
に
外
交
儀
礼
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
さ
て
、
以
上
の
外
交
儀
礼
の
う
ち
、
中
心
的
行
事
と
な
る
⇔
・
㊨
以
下
の
儀
式
に
皇
帝
が
臨
御
し
て
い
た
こ
と
は
『
開
元
礼
』
の
記
述
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

判
る
が
、
そ
れ
ら
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
会
場
の
規
定
や
そ
の
実
態
は
『
開
元
礼
』
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

　
『
大
唐
六
典
』
（
以
下
『
六
典
』
と
略
す
）
巻
七
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
宮
城
（
太
極
宮
）
に
関
し
て
、

　
　
若
三
元
正
冬
至
大
陳
設
、
燕
會
、
赦
過
重
罪
、
興
奮
布
新
、
受
二
萬
國
之
朝
貢
・
四
夷
之
賓
客
ハ
則
御
拝
承
天
門
一
以
聴
レ
政
、

　
　
　
蓋
古
之
外
朝
也
、

と
あ
る
。
ま
た
、
高
宗
以
降
の
王
宮
と
な
る
大
明
宮
で
は
、
同
じ
く
同
書
に
、

　
　
丹
鳳
門
内
正
殿
、
日
二
含
元
殿
ハ

　
　
（
中
略
）
今
元
正
冬
至
於
レ
此
聴
レ
朝
也
、

と
み
え
る
。

　
唐
長
安
城
の
太
極
宮
や
大
明
宮
の
構
造
は
第
1
図
の
如
く
で
あ
る
が
、
　
『
六
典
』
の
規
定
よ
り
、
　
「
受
二
萬
國
之
朝
貢
・
四
夷
之
賓
客
二
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

や
蕃
国
主
（
使
）
が
参
列
す
る
元
正
・
冬
至
の
朝
会
で
は
、
皇
帝
は
中
国
の
伝
統
的
都
城
構
造
で
あ
る
「
三
朝
」
制
の
う
ち
「
外
事
」
の
正
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
相
当
す
る
へ
承
天
門
・
％
含
元
殿
に
出
御
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
一
方
、
唐
代
の
外
交
儀
礼
の
実
態
を
、
　
『
冊
府
元
亀
』
外
一
部
を
中
心
に
、
そ
の
会
場
や
皇
帝
の
出
御
の
有
無
に
注
目
し
整
理
し
た
の
が
第

1
表
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
外
交
儀
礼
の
う
ち
中
心
的
な
行
事
で
あ
る
引
見
（
奉
見
・
受
蓑
幣
）
・
辞
見
（
母
語
）
・
受
朝
（
蕃
国
主
や
蕃
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日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

O　500m

　1｝
　　畳

　　t

　　吾

　　t

興安

（B）大明宮図

第1図　唐長安城太極宮と大明宮

麟劉騰正篇，詳平安の］

国
使
が
参
列
す
る
元
日
・
冬
至
の
朝
会
）
・
宴
会
は
、
大
体
、
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
ま
で
は
、
『
六
典
』
に
言
う
「
古
之
㈲
外
学
、
㈲
中
朝
、
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　

）
　
　

）
　
　

）
　

⑬
）
　
　
）
　
⑭

内
訳
」
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
飢
承
天
門
・
ら
隠
元
殿
、
域
太
極
殿
・
b
，
宣
政
殿
、
儀
両
古
殿
・
％
紫
震
殿
、
に
皇
帝
が
臨
御
し
て
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　

（
　

（
　

（
　

（
⑮
　
（
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
る
。
ま
た
、
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
か
ら
大
暦
十
三
年
（
七
七
八
）
ま
で
は
延
英
殿
を
中
心
に
、
そ
れ
、
以
降
含
量
二
年
（
八
四
二
）
ま
で
は
麟
徳
殿

を
中
心
に
、
皇
帝
が
臨
御
し
て
引
見
・
竪
襟
・
詩
意
・
宴
会
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
延
英
殿
・
見
徳
殿
は
第
1
図
1
㈲
の
如
く
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
宮
で
は
先
の
馬
量
感
殿
・
馬
宣
政
殿
・
％
紫
震
殿
の
三
殿
舎
よ
り
奥
に
あ
り
、
延
長
殿
・
麟
徳
殿
も
同
じ
く
言
わ
ば
「
皇
帝
の
空
間
」
に
属

　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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第
－
表

唐
代
に
お
け
る
外
交
儀
礼
の
会
場
と
行
寮

　
一
『
冊
府
元
亀
』
外
臣
部
を
中
心
と
し
て
…

暦西

年
号

唐院（鴻
寺・礼櫨
）興賓寺

中
書
雀
諸
　
門

舗
与
太
遷
爾
簸

（
蝿
醗
騰

大
　
明
　
宮

　
　
　
三
徳
殿

延
英
殿

　
　
　
（
三
殿
）

618

武
徳
1

1－O

〔褒・旧〕

619

　1t

　2

　　［1］

（長楽門）

　〔褒〕

642

貞
観
16

○
靭

　
　
〔

646

　’ノ

20

660

顕
慶
5

　A（則天門朝　堂）

〔資・書紀〕

○
同

　
　
〔

703

　1t

　3

　o
〔旧・会〕

08

i
龍
2

7

△
　
卵

　
　
　
〔

○
ω
麹

↑
　
〔

712

太
極
1

　　　0

（安福門）

　　〔和

暦西

年
号
鴻
櫨
寺
中
書
省
諸
　
門

劃
1大

一’　1

宣
政
殿

紫
震
押

明

慧…宮

延i
翻
会麟i

磯1

789

貞
元
5
團
〔
褒
〕

㎜
〃
・
翻
醒

791

　tt

　7

　　A
（延喜門）
　　〔旧〕

793

〃
9

　　△

k旧・会〕

794

　tt

10

　A
〔褒会〕

響
n
國
鯉

A
〔旧〕

801

　ノノ

17

△

〔後紀〕

　　o

〔後紀〕

8e2

　rt

18

△
㈱

鵬
元
和
3
閣
鷹

△
釦

　
　
〔

09

h
4

8

△
麹

　
　
〔
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756 752 736 734 733 730 727 724 719 717 714 713

至
徳
－

天
宝
1
1

〃
2
4

〃
2
2

〃
2
1

〃
1
8

〃
1
5

〃
1
2

〃
7

”
5

〃
2

開
季

　》

k盟・旧〕

φ
〔
朝
〕

　駒

k盟・旧〕

鱒
〔
褒
〕

　○
i丹鳳楼）
@〔【日〕

　○
i丹鳳楼）
@〔褒〕

　△

k続紀〕

○
（
朝
堂
）
〔
褒
〕

1←△

@　〔2｝

k朝・盟・会）

△
（
3
｝
〔
朝
〕

　○

k旧・会〕

△
〔
旧
〕

○
〔
褒
〕

○
優
〕

○
｛
4
｝
〔
褒
〕

　○

k互・旧〕

○
〔
褒
〕

　○

k盟会〕

○
〔
通
〕

822 821 820 819 818 816 814 813 812 811 810

〃
　
2

長
慶
1

〃
1
5

’ノ

P4
〃
1
3

〃
1
1

〃
9

〃
8

〃
7

’ノ

U 〃
5　團　命

@　　〔2）
k褒・和・会〕

翻
〔
褒
〕

魯
〔
褒
〕

▽
〔
通
〕

　働

k褒・会〕

幽
〔
旧
〕

▽
〔
褒
〕

　v
k通会〕

△
〔
会
〕

△
鯛

　
〔

○
働
麹

　
〔

A　O
〔褒・旧〕

④
麹

　
〔

＠A
〔会〕

△
劔
　
〔

A＠
〔褒〕

◎
ぜ

△
②
〔

　A
〔和・会〕

◎
ω　

麹
△
〔
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773 771 769 768 767 766 765 762 760 759 758

〃 〃 〃 〃 〃
大
暦

永
泰

宝
応

よ
兀 〃

乾
元

8 6 4 3 2 1 1 1 1 2 1

》　愚 ▽

〔盟褒〕 〔盟｝

愚 麟

〔通〕 〔通〕

△｛3〕

（右銀台門）
〔朝〕

△

〔朝・旧〕

△ △ △

〔通〕 〔旧〕 〔和〕

○ ○ ○ ノ △ ○ ○
｛4｝ （4）

〔褒〕 〔褒〕 （褒〕 （褒・旧〕 〔褒・旧〕 〔褒・旧〕

△ ○△ △
｛2｝ （2｝ ｛6）

〔朝〕 〔褒・旧・会〕 〔褒潮・1日〕

○ ○

〔褒〕 〔褒〕

843 842 841 840 839 838 837 834 833 832 828 827

〃 〃

含
岡 〃 〃 〃

開
成 ” 〃 〃 〃

太
和

3 2 1 5 4 3 2 8 7 6 2 1

國 幽

〔会〕 〔褒〕

◎

〔備〕

◎ △ △ △ △ △ ◎ △ ◎　△ △ ◎ ④ ④
〔2） 〔2｝12） （2｝ ｛31 ㈲

〔褒・会〕 〔褒〕 〔褒・会〕 〔褒・会〕 〔褒〕 〔褒〕 〔褒〕 〔褒｝ 〔褒〕 〔褒〕 〔褒〕
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774

　tr

　9

聡
〃
鰺

叙　
建
中
末

78窟　
貞
元
3

788

〃
　
4

》
劉
　
〔

　　　A

（銀台門）
　　〔朝〕

　　　v
（延平門）

〔盟会旧〕

　　　A

（延喜門）
　　〔和〕

論△
稠

　
〔

○
幽

　
　
〔

　A
　（3）

〔納・朝〕

△
㈱・
㈱△

㈹
AO
〔和・褒〕

846

〃
　
6

脚　
大
中
3

脚　
成
通
1

　A（延喜楼）

〔IR・会〕

△

〔褒〕

△
胸
　
〔

△
塑
　
〔

○
行
寮
・
儀
礼
略
号

例）（凡

○
出
典
略
号

『
手
下
元
亀
』

外
臣
部

そ
　
の
　
他

褒
蚕
異

盟
…
魍
、
誓

和
…
和
親

互

互
市

封1通

通
　
好

封
冊

納　朝

朝
貢

旧
…
旧
態
書

書
紀
…
日
本
書
紀

．
納
質

会
続
紀

議
会
要

…
続
日
本
紀

資
後
紀

資
治
通
鑑

日
本
後
紀

◇ ▽ □ ◎ ○ △
記
号

宜 会 弔 引 宴 引

慰 盟 慰 見 会 見 行
◎ ・ や o

宣 盟 辞 辞 察
示 誓 見 見

●

● ， 等 ・

儀
安 議 と 見

置 事 宴 ●

礼
会 受

朝

（黒塗の記号は，その会場に

皇帝が臨御しなかったと思わ
れる行築・儀礼）

そ
の
他

・
0
の
数
字
は
そ
の
行
事
・
儀

　
礼
が
行
わ
れ
た
頻
度
を
示
す

　
（
二
園
以
上
の
場
合
）
。

・
ト
の
記
号
は
、
太
極
宮
の
三

　
殿
舎
（
承
天
門
・
太
極
殿
・

　
両
罰
殿
）
の
最
後
の
使
用
例

　
を
示
す
。

す
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
上
元
元
年
以
降
も
外
交
儀
礼
の
会
場
や
主
催
の
面
に
お
い
て
そ
れ
以
前
と
根
本
的
な
相
違
は
な
く
、
皇
帝
の
臨
御

の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
た
点
に
は
変
化
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
皇
帝
が
臨
御
し
な
い
こ
と
が
確
実
に
判
る
外
交
儀
礼
を
み
る
と
、
　
「
古
平

三
朝
」
に
相
当
す
る
殿
舎
・
延
英
殿
・
麟
徳
殿
で
行
わ
れ
た
事
例
は
僅
少
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
中
書
省
や
王
宮
外
で
行
わ
れ
、
そ
れ
も
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
命
を
う
け
て
と
い
う
記
載
の
あ
る
場
合
が
多
い
。
以
上
の
検
討
よ
り
、
史
料
に
み
え
ず
唐
が
衰
退
し
て
ゆ
く
期
間
で
も
あ
る
磁
心
二
年
（
八
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⑱

六
一
）
以
降
の
傾
向
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
唐
朝
に
お
け
る
外
交
儀
礼
は
、
儀
式
の
規
定
・
実
態
の
両
面
か
ら
言
っ
て
、
そ
の
主
催
者
は

皇
帝
で
あ
り
、
主
要
儀
式
の
会
場
は
太
極
宮
や
大
明
宮
内
の
言
わ
ば
「
皇
帝
の
空
間
」
で
あ
る
と
看
敬
せ
よ
う
。

　
外
交
儀
礼
の
最
後
に
は
外
国
使
節
に
対
し
て
国
書
・
返
物
が
付
与
さ
れ
る
が
、
外
交
儀
礼
と
と
も
に
当
該
の
時
代
の
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
の

外
交
ル
ー
ル
の
一
つ
を
形
成
し
て
い
た
二
代
の
国
書
の
書
式
・
発
給
手
続
に
つ
い
て
次
に
検
討
す
る
。

　
唐
革
の
外
交
文
書
で
あ
る
国
書
の
書
式
・
発
給
手
続
等
が
規
定
さ
れ
て
い
た
唐
公
式
令
は
完
存
し
て
い
な
い
。
皇
帝
の
命
令
や
意
志
を
伝
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
制
勅
に
関
し
て
、
　
『
唐
事
拾
遺
』
に
み
え
る
唐
公
式
令
制
審
式
の
復
元
案
の
習
頭
の
文
言
は
「
門
下
、
云
々
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
　
『
文
苑

　
⑳

英
華
』
等
に
収
載
さ
れ
て
い
る
実
際
に
発
給
さ
れ
た
国
書
の
冒
頭
の
文
言
と
は
一
致
せ
ず
、
制
書
式
か
ら
は
外
国
に
対
し
て
出
さ
れ
た
国
書
の

書
式
・
発
給
手
続
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
唐
代
の
国
書
に
つ
い
て
の
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
本
代
の
国
際
文
書
の
冒
頭
の
文
言
は
「
皇
帝
敬
問
」
・
「
皇
帝
問
」
・
「
勅
」
の
三
種
に
限

　
⑳

ら
れ
、
相
手
国
の
表
記
に
は
、
相
手
の
誰
を
記
し
た
も
の
・
相
手
の
地
位
を
示
す
称
号
の
み
を
記
し
て
諜
を
記
さ
な
い
も
の
・
唐
の
粗
し
た
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

号
と
と
も
に
誰
を
記
し
た
も
の
、
の
三
種
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
外
国
に
宛
て
た
国
書
の
種
類
と
し
て
は
、
外
国
王
を
冊
立
す
る
冊
書
、
外
国

王
を
慰
撫
す
る
慰
労
落
書
、
皇
帝
の
意
志
を
外
国
王
な
ど
個
人
に
伝
え
る
論
事
勅
書
、
外
国
王
を
弔
う
弔
・
祭
文
書
、
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
「
珍
書
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
文
書
が
函
に
納
め
ら
れ
て
封
印
さ
れ
る
際
に
天
子
の
璽
印
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
て
「
璽
書
」
の
一
つ
で
あ
る
慰
労
制
書
の
復
元
さ
れ
た
書
式
・
発
給
手
続
に
は
門
下
省
は
関
与
し
て
い
な
い
と
言
う
。
ま
た
、
既
述
の
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

受
納
の
場
合
に
皇
帝
の
前
で
国
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
は
中
書
侍
郎
で
あ
る
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
唐
革
の
国
書
の
受
納
・
発
給
の
手
続
に

貴
族
層
の
牙
城
と
言
わ
れ
る
門
下
省
が
制
度
的
に
関
与
し
て
い
な
い
可
能
性
が
強
い
。

　
以
上
を
纒
め
る
と
、
唐
の
外
交
儀
礼
は
皇
帝
の
主
催
で
あ
り
、
そ
の
主
要
儀
式
は
皇
帝
の
臨
御
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
国
書
の
受
納
・

発
給
の
手
続
に
も
皇
帝
が
主
体
的
に
関
与
し
、
門
下
省
の
欄
軸
上
の
関
与
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

第
二
節
　
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
「
賓
礼
」

　
古
代
日
本
の
「
賓
礼
」
の
継
受
・
導
入
に
つ
い
て
は
、
　
『
江
都
野
葬
』
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
賓
礼
」
が
、
既
に
推
古
朝
で
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

用
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
伝
統
的
な
迎
接
方
式
で
あ
る
「
賓
礼
」
を
完
全
に
導
入
し
得
た
の
は
、
中
国
的
な
都
城
制

や
官
僚
制
が
整
備
さ
れ
た
律
令
国
家
の
完
成
以
降
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
中
国
の
律
令
法
や
「
礼
」
の
思
想
を
導
入
し
て
完
成
し
た
謡
本
の
律
令

国
家
の
外
交
儀
礼
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
本
節
で
は
、
ま
ず
、
日
本
の
律
令
国
家
や
支
配
者
層
が
如
何
な
る
儀
式
・
行
事
を
「
賓
礼
」
と
看

倣
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
（
以
下
『
続
紀
』
と
略
す
）
以
降
の
正
史
等
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
来
着
し
た
外
国
使
節
は
大
宰
府
や
沿
海
諸
国
で
「
安

置
・
供
給
」
さ
れ
、
入
京
を
許
さ
れ
る
と
迎
使
に
付
添
わ
れ
て
送
迎
さ
れ
る
。
入
京
に
際
し
て
は
郊
労
が
行
わ
れ
、
使
者
は
客
館
に
落
ち
着
く
。

客
館
で
の
慰
労
の
行
事
の
後
、
正
月
を
挟
ん
で
滞
在
す
る
と
、
元
日
朝
賀
の
儀
を
始
め
と
す
る
正
月
の
年
中
行
事
に
加
わ
る
。
そ
の
後
、
使
者

に
と
っ
て
最
も
重
要
な
任
務
で
あ
る
国
書
（
王
言
）
の
奏
上
や
信
物
（
調
物
）
の
塁
上
が
行
わ
れ
る
。
次
に
、
宴
会
が
催
さ
れ
て
酒
食
の
も
て

な
し
と
と
も
に
高
位
・
賜
赤
谷
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
帰
国
に
際
し
て
は
国
書
・
答
貰
物
が
使
者
に
付
与
さ
れ
、
使
者
は
そ
れ
を
持
っ
て
帰

路
に
つ
く
。
以
上
の
よ
う
な
手
厚
い
迎
接
の
過
程
・
行
事
を
日
本
の
律
令
国
家
と
そ
の
支
配
者
層
が
「
賓
礼
」
と
看
倣
し
て
い
た
こ
と
は
、
律

令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
も
と
と
な
っ
た
唐
礼
の
そ
れ
か
ら
想
定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
　
『
続
紀
』
に
み
え
る
「
賓
礼
」
の
用
例
か
ら
も
窺
え

る
。
以
下
、
　
「
賓
礼
」
の
各
行
事
が
判
る
よ
う
に
、
そ
の
用
例
と
関
連
記
事
を
煩
を
厭
わ
ず
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
日
）

　
　
ω
　
宝
亀
元
年
三
月
丁
卯
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
初
問
二
漸
露
盤
解
由
一
之
日
、
金
初
正
直
言
、
在
唐
大
使
藤
原
河
清
・
難
生
朝
二
尊
、
属
二
宿
衛
王
子
金
隠
居
縢
郷
ハ
附
レ
書
途
二
望
郷
親
噛
是
以
、
國
王
差
二

　
　
初
正
尊
噴
令
レ
迭
二
河
清
悪
書
ハ
又
因
一
一
使
次
h
便
貢
軍
営
毛
ハ
又
問
、
薪
羅
貢
レ
調
、
其
來
久
　
、
改
稔
ご
土
毛
ハ
其
義
安
在
、
墨
髭
、
便
以
二
附
貢
ハ
故
不
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
繕
レ
調
、
至
レ
是
、
遣
二
左
大
写
植
從
五
位
下
意
部
使
主
人
主
h
宣
昌
子
嚢
正
尊
一
日
、
前
王
上
巻
蹄
國
寧
日
、
所
レ
仰
之
政
、
曾
無
二
申
報
噛
今
亦
徒
持
二
私
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事
～
参
來
、
所
以
、
此
度
不
レ
預
二
賓
礼
噛
自
レ
今
以
後
、
宜
レ
如
二
前
塩
田
令
下
二
可
レ
申
レ
論
人
一
入
朝
上
者
、
待
レ
之
如
レ
常
、
冠
閉
経
二
此
状
一
町
二
汝
贈
爵
一
知
b

　
　
但
書
二
二
國
治
息
丼
在
唐
我
使
藤
原
朝
臣
河
清
群
書
ハ
嘉
工
其
勤
勢
叫
仰
二
大
宰
二
一
安
置
饗
賜
、
宜
レ
知
レ
之
、
賜
二
藩
王
緑
緬
廿
五
疋
・
締
一
百
絢
・
綿
二

　
　
百
五
十
屯
噛
大
使
金
初
正
已
下
各
有
レ
差
、
　
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
（
十
篇
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
日
）

　
前
年
の
十
一
月
丙
子
に
在
唐
大
使
藤
原
河
清
等
の
書
状
を
持
っ
て
来
朝
し
た
新
羅
使
は
、
十
二
月
癸
丑
に
来
朝
理
由
を
尋
問
さ
れ
る
。
そ
の

時
の
加
重
記
録
を
も
と
に
律
令
政
府
は
そ
の
処
遇
を
決
め
左
大
史
堅
部
人
主
を
大
宰
府
に
派
遣
し
て
そ
れ
を
新
羅
使
に
伝
え
た
。
示
さ
れ
た
内

容
は
、
新
羅
が
従
来
は
「
調
」
と
称
し
て
い
た
も
の
を
改
め
て
「
土
毛
」
と
称
し
、
　
「
私
事
」
に
事
寄
せ
て
来
朝
し
た
の
で
「
此
度
不
レ
預
二
賓

礼
こ
で
あ
り
、
新
羅
使
の
入
京
は
許
さ
ず
、
大
宰
府
よ
り
帰
国
さ
せ
る
。
但
し
「
進
二
唐
墨
子
息
井
在
唐
我
使
藤
原
朝
臣
河
清
覚
書
ハ
嘉
二
其

動
螢
こ
と
い
う
理
由
で
、
大
宰
府
で
の
「
安
置
」
の
他
に
、
通
例
で
は
宮
内
で
行
う
「
饗
賜
」
や
新
羅
王
や
大
使
以
下
の
使
人
へ
の
賜
禄
を

命
じ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
こ
こ
に
言
う
「
賓
礼
」
と
は
入
京
さ
せ
恒
例
の
迎
接
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
但
」
以
下
の
特
別
措
置
の
記
述
を

大
宰
府
か
ら
単
に
放
還
す
る
場
合
と
比
較
す
る
と
、
通
常
の
「
賓
礼
」
に
は
宮
司
で
の
宴
会
、
国
王
へ
の
答
厚
物
、
使
者
へ
の
重
禄
が
そ
の
一

部
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
八
目
）

　
　
②
宝
亀
三
年
二
月
己
卯
条

　
　
賜
二
塁
海
王
書
一
瓢
、
天
皇
敬
騒
乱
高
麗
國
王
ハ
（
中
略
）
今
日
一
一
落
書
ハ
頓
改
二
父
道
ハ
日
下
不
レ
単
二
官
品
姓
名
ハ
馬
尾
虚
陳
二
天
孫
三
号
ハ
難
度
二
王
意
一
量

　
　
有
レ
欝
乎
、
近
慮
二
事
勢
一
疑
似
二
錯
誤
ハ
故
仰
二
有
司
ハ
停
総
門
賓
樋
門
筆
使
人
性
幅
等
、
深
悔
二
前
面
哨
代
レ
王
申
謝
、
験
単
二
遠
來
開
運
二
其
俊
改
ハ
王
悉
二

　
　
此
意
ハ
永
念
二
良
馬
料
又
高
氏
墨
差
、
兵
乱
無
レ
休
、
爲
レ
假
二
朝
威
ハ
彼
稻
”
一
兄
弟
ハ
方
今
大
氏
曾
無
レ
事
、
故
妄
急
白
舅
甥
ハ
於
レ
禮
失
夷
、
後
歳
之
使
、

　
　
不
レ
可
二
更
然
ハ
墨
壷
改
レ
往
自
門
、
楚
乃
縫
二
二
無
窮
一
酌
、
春
景
漸
和
、
想
王
佳
也
、
今
昔
二
廻
使
噛
指
此
示
レ
懐
、
井
倉
レ
物
如
レ
別
、

　
　
　
　
　
（
二
十
九
日
）

　
こ
れ
は
国
境
辰
に
帰
国
の
途
に
つ
い
た
渤
海
使
に
授
け
ら
れ
た
国
書
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
渤
海
使
が
持
参
し
た
国
書
の
無
礼

な
記
述
や
書
式
の
不
備
を
理
由
に
「
仰
ご
有
司
「
十
二
其
賓
禮
こ
と
い
う
決
定
を
し
た
が
、
大
使
が
「
深
悔
二
前
餐
噛
代
レ
王
申
謝
」
し
た
の
で

「
衿
二
遠
來
一
翼
二
尉
俊
改
一
」
し
、
今
後
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
の
渤
海
使
へ
の
対
応
は
以
下
の
如
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（
二
十
七
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
日
）

く
で
あ
る
。
前
年
六
月
壬
午
に
渤
海
使
を
乗
せ
た
船
が
出
羽
国
賊
地
野
代
湊
に
着
い
た
の
で
「
於
二
常
陸
國
一
安
置
供
給
」
し
た
。
十
月
丙
寅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
一
日
）

は
大
使
以
下
四
十
人
を
「
令
レ
七
二
賀
正
一
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
使
者
の
一
行
は
十
二
月
癸
酉
に
入
京
し
た
。
正
月
壬
午
朔
に
は
天
皇
が
大
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
目
）

殿
に
出
御
し
朝
賀
を
受
け
る
が
、
渤
海
使
も
文
武
百
官
や
陸
奥
出
羽
の
蝦
夷
に
交
じ
り
「
依
レ
儀
拝
賀
」
す
る
。
甲
申
に
は
「
天
皇
臨
軒
」
の

も
と
に
「
貢
二
方
物
二
儀
が
行
わ
れ
、
渤
海
使
は
表
函
（
国
書
）
・
国
信
物
を
貢
上
し
、
そ
れ
ら
は
一
旦
は
受
納
さ
れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
（
十
六
日
）

ほ
ど
な
く
大
使
は
「
渤
海
王
表
無
礼
」
を
「
責
問
」
さ
れ
た
ら
し
く
、
丁
酉
に
は
遂
に
国
書
が
渤
海
使
に
返
却
さ
れ
た
。
予
定
さ
れ
て
い
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＋
九
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
五
目
）

し
い
宴
会
は
行
わ
れ
ず
、
三
日
後
の
庚
子
に
は
国
信
物
も
返
却
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
渤
海
使
側
は
、
丙
午
に
大
使
ら
が
「
改
コ
修
表
文
一
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
日
）

レ
三
智
謝
」
し
、
一
旦
は
返
却
さ
れ
た
国
書
が
漸
く
受
納
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
国
書
受
納
後
の
使
者
へ
の
宴
会
は
翌
二
月
癸
丑
に
「
朝
堂
」
で
行

わ
れ
た
。
こ
の
日
渤
海
使
は
、
酒
食
の
も
て
な
し
を
受
け
る
と
と
も
に
恒
例
の
授
位
・
雪
隠
を
受
け
て
、
国
王
へ
の
答
型
物
も
付
与
さ
れ
た
。

以
上
の
一
連
の
外
交
過
程
よ
り
、
付
与
さ
れ
た
国
書
に
み
え
る
「
仰
二
有
司
こ
て
停
止
し
た
「
賓
礼
」
に
は
、
国
書
・
業
物
の
受
納
、
宴
会
、

授
位
・
賜
禄
を
行
う
こ
と
、
返
礼
と
な
る
国
書
・
答
単
物
の
付
与
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
日
）

　
　
㈲
　
宝
亀
十
一
年
二
月
庚
戌
条

　
　
（
前
略
）
新
羅
使
還
レ
蕃
、
賜
二
璽
書
一
日
、
天
皇
敬
問
二
新
羅
國
王
国
（
中
略
）
王
自
盟
一
歳
粗
面
恒
守
二
海
服
ハ
上
レ
表
書
レ
調
、
其
來
爾
　
、
晒
者
魑
翻
違
三
三
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
積
レ
歳
不
レ
朝
、
難
レ
有
二
軽
使
ハ
而
無
二
表
奏
ハ
由
レ
遺
票
廉
還
日
、
漁
具
一
約
束
噛
熱
讃
來
時
、
軍
扇
二
論
告
噛
其
後
類
愚
論
不
二
操
行
噛
今
此
爾
薫
猫
陳
二
口

　
　
奏
円
理
涙
弓
懸
レ
例
從
レ
境
放
還
ハ
但
塗
一
三
狩
等
一
翼
、
事
既
望
レ
輕
、
故
修
二
賓
礼
一
霞
誉
二
來
意
ハ
王
寛
レ
察
レ
之
、
後
使
必
濱
レ
樹
下
費
二
表
函
一
以
レ
礼
進
退
卦

　
　
今
　
勅
二
筑
紫
府
及
鍬
馬
蝉
成
細
魚
レ
將
レ
表
叢
生
レ
令
レ
入
レ
境
、
宜
レ
知
レ
之
、
春
景
紹
和
、
想
王
佳
也
、
今
因
二
身
単
一
附
二
啓
信
物
ハ
遣
書
指
不
二
多
及
ハ

　
こ
の
新
羅
王
に
宛
て
た
「
璽
書
」
に
よ
る
と
、
今
回
の
新
羅
使
は
本
来
な
ら
ば
例
に
よ
っ
て
大
宰
府
か
ら
放
還
す
べ
き
で
あ
る
が
、
遣
唐
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九

官
海
上
三
狩
を
送
る
功
に
よ
り
「
修
二
賓
礼
こ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
外
交
過
程
は
、
ま
ず
、
来
朝
し
た
新
羅
使
に
対
し
、
前
年
十
月
乙

日
）巳

に
「
研
訓
問
來
朝
之
由
ハ
丼
四
二
表
郷
ハ
如
有
レ
表
者
、
准
二
渤
海
蕃
例
ハ
爲
レ
案
進
上
」
し
「
所
レ
有
治
息
、
騨
傳
奏
上
」
す
る
よ
う
に
大
宰
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
（
黙
日
）
⑳

忙
勅
が
下
さ
れ
る
。
同
月
癸
丑
に
は
唐
使
五
人
と
新
羅
使
一
行
の
入
京
が
許
さ
れ
る
。
そ
し
て
正
月
己
巳
に
天
皇
が
大
極
殿
に
出
御
し
受
朝
す
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（
五
目
〉

る
が
、
新
羅
使
は
唐
使
と
と
も
に
「
依
レ
儀
拝
賀
瞑
し
た
。
辛
未
に
は
「
獣
二
方
物
こ
儀
に
際
し
、
新
羅
使
は
「
新
羅
國
王
言
」
を
奏
し
た
。

　
　
　
　
　
（
七
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｛
ハ
日
［
）

　
　
（
五
日
）

こ
の
辛
未
と
癸
酉
に
は
新
羅
使
は
唐
使
と
と
も
に
宴
会
に
預
か
り
賜
禄
を
受
け
た
。
そ
の
間
の
壬
申
に
は
授
位
と
「
薄
色
井
零
し
．
の
賜
与
が
行

　
⑳
　
（
十
六
日
）

わ
れ
、
壬
午
に
は
「
射
及
踏
歌
」
に
新
羅
使
も
加
わ
っ
た
。

　
以
上
の
外
交
過
程
と
引
用
し
た
「
選
書
」
の
内
容
よ
り
、
こ
こ
に
言
う
「
賓
礼
」
と
は
「
從
レ
境
放
還
」
す
る
の
で
は
な
く
、
入
京
を
許
し
、

元
日
朝
賀
の
儀
な
ど
正
月
の
年
中
行
事
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
、
　
「
貢
二
調
物
一
」
儀
や
宴
会
を
行
い
、
授
位
・
賜
禄
の
他
に
国
書
・
答
強
物
を
使

者
に
付
与
す
る
こ
と
、
が
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
日
）

　
ま
た
、
　
『
続
紀
』
天
平
宝
字
四
年
九
月
襟
止
条
の
新
羅
使
金
貞
巻
に
告
げ
た
記
事
に
は
　
「
論
人
輕
微
不
レ
足
一
一
賓
待
噛
宜
三
從
レ
此
却
週
報
二
汝

本
国
ハ
以
下
朝
焼
之
人
・
忠
信
之
礼
・
傍
蕾
宇
高
・
明
野
之
言
、
四
縫
製
具
ハ
乃
宜
二
來
朝
二
と
み
え
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
処
分
か
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
賓
待
」
す
る
に
足
り
得
な
け
れ
ば
入
京
は
許
さ
れ
ず
、
　
「
從
レ
此
却
逼
」
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
今
後
そ
れ
に
叶
う
よ
う
に
と
示
さ
れ
た
四

条
件
（
専
対
黒
人
・
忠
信
之
礼
・
伍
旧
之
調
・
明
験
寝
言
）
か
ら
考
え
る
と
、
　
「
賓
待
」
の
具
体
的
な
行
事
は
既
述
の
ω
～
③
の
「
賓
礼
」
の

各
行
事
と
重
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
　
『
続
紀
』
に
み
え
る
「
賓
礼
」
の
用
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
賓
礼
」
の
各
行
事
・
儀
式
は
、
先
に
示

し
た
『
続
飯
』
以
降
の
正
史
等
の
迎
接
記
事
か
ら
窺
え
る
各
行
事
・
儀
式
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
先
の
想
定
が
正
し
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

　
日
本
の
律
令
国
家
で
は
、
　
『
令
集
解
』
職
員
令
治
部
省
玄
蕃
寮
条
の
明
法
家
の
説
に
み
え
る
よ
う
に
外
国
使
節
が
一
般
の
外
国
人
と
区
別
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
て
い
た
こ
と
は
唐
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
唐
で
は
来
朝
し
た
国
王
や
使
者
に
対
す
る
「
賓
礼
」
は
第
一
節
で
述
べ
た
如
く
皇
帝
が
主
催
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
唐
朝
の
外
交
権
の
所
在
の
一
端
が
象
徴
さ
れ
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
、
次
章
で
は
、

本
節
で
示
し
た
よ
う
な
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
各
行
事
に
天
皇
を
頂
点
と
す
る
支
配
者
層
が
如
何
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
に
注
目

し
な
が
ら
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
検
討
す
る
。

　
①
　
西
、
嶋
前
掲
「
六
－
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
古
代
中
国
の
外
交
に
お
け
る
伝
統
的
な
迎
接
の
あ
り
方
や
そ
れ
を
支
え
た
思
想
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日本の律令国家の「賓礼」（田島）

　
に
つ
い
て
は
、
小
柳
司
墨
太
「
支
那
古
代
の
外
交
及
び
国
際
法
」
（
『
東
洋
思
想
の

研
究
』
一
九
四
二
年
）
、
西
嶋
定
生
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
（
『
灘
世
界
歴
史

古
代
4
臨
　
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

③
石
母
田
前
掲
「
日
本
古
代
に
お
け
る
圏
際
意
識
に
つ
い
て
」
。

④
唐
、
瀟
山
稼
撰
『
大
唐
開
元
礼
』
は
、
開
元
二
十
年
（
七
三
二
）
に
完
成
し
た

　
が
、
頒
布
は
少
し
遅
れ
た
ら
し
い
。
唐
礼
に
は
「
貞
観
礼
」
．
「
顕
彰
礼
」
が
あ
り
、

　
そ
れ
ら
を
補
訂
・
修
訂
し
て
完
成
し
た
も
の
が
『
押
元
礼
』
で
あ
る
。
従
っ
て
、

　
臼
本
の
律
令
國
家
が
継
受
・
導
入
し
た
「
賓
礼
」
は
『
開
元
礼
』
の
規
定
と
ほ
ぼ

　
同
じ
で
あ
っ
た
と
君
敏
し
て
も
大
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑤
　
「
賓
礼
」
と
は
「
五
礼
（
吉
礼
・
賓
礼
・
軍
門
・
嘉
礼
・
凶
礼
）
」
の
一
つ
で
、

　
『
新
罫
書
』
礼
楽
志
に
は
「
賓
禮
、
以
降
三
四
夷
之
浜
匙
與
物
書
使
者
な
と
あ
る
。

⑥
　
’
印
の
な
い
番
号
は
蕃
国
主
へ
の
儀
式
、
’
印
の
付
い
た
番
号
は
蕃
国
使
へ
の

　
儀
式
で
あ
る
。
な
お
、
　
『
新
露
華
』
礼
楽
志
に
み
え
る
「
賓
礼
」
に
は
次
の
如
く

　
示
さ
れ
る
。

gpae㈱

⑦
蕃
国
使
の
場
合
は
「
無
二
束
畠
己

　
註
⑥
の
⇔
の

⑧
「
中
書
侍
郎
帥
ご
持
レ
癖
者
「
進
詣
ご
使
者
前
「

　
回
詣
二
西
階
ハ
侍
郎
取
レ
書
升
奏
、

　
属
「
受
二
藍
馬
於
庭
ご

⑨
⇔
の
割
註
参
照
。

　
は
『
開
元
礼
隠
に
は
見
え
な
い
が

尊
墨
主
霜
朝
、
選
一
倹
者
一
迎
勢
、
　
（
H
勢
禮
）

皇
帝
遣
レ
使
戒
二
蕃
主
見
呂
汽

蕃
主
雪
見
、
　
（
妊
見
禮
）

　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
0
　
◎

若
津
島
遣
レ
使
要
目
表
幣
「
其
螢
及
岩
見
産
道
ご
蕃
国
主
「

　
　
　
　
　
緋

宴
二
蕃
聖
主
及
其
丈
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
。
蕃
国
使
に
つ
い
て
は
⇔
の
割
註
や

　
　
「
若
」
以
下
を
参
照
。
な
お
⇔
の
蕃
国
使
の
場
合
も
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
面
、
侍
郎
受
レ
霧
置
二
於
案
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
レ
案
者
退
、
初
侍
郎
奏
レ
書
、
有
司
各
帥
二
其

　
　
　
　
　
　
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
註
⑳
も
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
な
お
、
㈲
奉
辞
に
対
応
す
る
蕃
国
使
の
辞
見
の
儀
礼
（
㈲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
『
冊
府
　
7
5
亀
口
外
臣
部
の
記
察
や
『
続
紀
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
日
）
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
（
二
十
ヨ
日
）

　
宝
亀
九
年
十
月
乙
未
条
・
同
年
十
一
月
乙
卯
条
よ
り
、
㈲
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

　
が
知
ら
れ
る
。

⑩
『
開
元
礼
駈
巻
九
七
嘉
礼
皇
帝
元
正
冬
至
受
二
璽
臣
朝
賀
鹸

⑪
　
『
開
元
礼
』
の
「
賓
礼
」
の
㊨
に
よ
れ
ば
「
前
一
日
、
尚
舎
密
御
整
コ
設
御
握

　
　
ミ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
於
太
極
殿
北
壁
「
南
向
、
」
と
あ
る
が
、
㊧
・
㈱
・
㈱
に
は
「
前
一
日
、
尚
舎
奉

　
御
忍
コ
設
御
握
於
所
レ
御
三
殿
北
壁
隣
南
向
、
」
と
あ
り
、
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、

　
㊧
～
㈱
に
は
当
日
に
「
所
司
」
が
蕃
国
主
ま
た
は
蕃
国
使
を
迎
引
し
「
至
二
承
天

　
門
外
ご
と
み
え
る
。

⑫
　
伊
藤
長
胤
（
東
涯
）
　
「
内
朝
外
蓋
並
三
朝
會
ノ
事
」
　
（
『
綱
導
通
』
　
享
保
九
年

　
〔
一
七
二
四
〕
自
序
　
寛
政
九
年
〔
一
七
九
七
〕
刊
）
、
岸
俊
男
「
難
波
宮
の
系

　
譜
」
（
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
一
七
　
一
九
七
七
年
）
・
『
畑
鞭
郵
日
本

　
の
古
代
宮
都
騙
　
（
一
九
八
一
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬
唾
太
極
殿
・
坊
宣
政
殿
は
史
料
に
は
屡
々
「
前
殿
」
と
み
え
る
。
註
⑫
伊
藤
前

　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
掲
論
考
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭
史
料
に
「
内
殿
」
と
み
え
る
殿
舎
も
害
虫
儀
殿
・
勉
紫
藍
殿
を
指
す
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
た
。

⑮
宴
会
の
場
含
、
紫
震
殿
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
期
間
は
延
英
殿
が
引
見
等

　
に
用
い
ら
れ
、
含
元
殿
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

⑯
　
麟
徳
殿
は
前
・
中
・
後
の
三
殿
か
ら
な
っ
て
い
た
た
め
史
料
に
は
腰
々
コ
ニ
殿
」

　
と
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
五
六
年
）
　
（
正
月
）

⑰
　
例
え
ば
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
一
　
外
臣
都
　
盟
誓
　
粛
宗
元
論
難
寅
月
条
に

　
は
「
吐
蕃
使
來
朝
請
レ
和
、
棄
民
宰
相
一
難
ご
中
書
一
宴
設
、
」
（
『
旧
唐
山
臨
巻
一
九
六

　
上
半
雷
声
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
）
と
あ
る
。

⑱
第
1
裏
の
垂
々
三
年
（
八
四
三
）
、
同
六
年
（
八
四
六
）
に
は
宣
政
殿
（
会
昌

　
三
年
は
「
前
殿
」
）
が
、
威
通
元
年
（
八
六
〇
）
に
は
紫
廣
殿
が
再
び
現
わ
れ
る
。

　
ま
た
細
面
二
年
（
八
六
一
）
以
降
は
史
料
も
少
な
く
、
黄
巣
の
乱
が
ま
も
な
く
起
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こ
る
な
ど
国
内
は
混
乱
を
極
め
、
　
「
賓
礼
」
は
以
前
の
如
く
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い

　
な
い
ら
し
い
。

⑲
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
臨
（
一
九
一
二
三
年
）
。

⑳
『
文
苑
英
華
』
巻
四
六
八
翰
林
制
詔
四
九
蕃
澄
三
～
巻
四
七
一
翰
林
鋼

　
詔
五
二
　
蕃
欝
四
。

⑳
　
金
子
修
一
「
唐
代
の
国
際
文
書
形
式
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
三
一
一
〇

　
一
九
七
四
年
）
。
な
お
、
中
村
裕
一
「
唐
代
の
勅
に
就
い
て
」
∩
胃
（
『
武
庫
川
激
育
』

　
一
三
1
　
　
一
九
八
○
年
）
に
よ
れ
ば
、
前
二
者
は
慰
労
捌
書
、
後
一
山
は
論
事

　
勅
書
の
冒
頭
の
書
式
に
根
当
し
よ
う
。

＠
山
畢
雄
百
唐
・
羅
・
渤
間
の
国
書
に
つ
い
て
」
（
『
煙
硝
除
町
本
考

　
古
学
・
古
代
史
論
集
』
　
一
九
七
四
年
）
。

⑳
中
村
塗
「
唐
代
の
璽
書
に
就
い
て
」
㈱
・
㈲
（
『
姻
鄭
馴
紀
要
馨
憲
篇
』

　
二
八
・
二
九
　
一
九
八
一
・
一
九
八
二
年
）
。

⑳
　
註
㊧
中
村
前
掲
論
文
参
照
。

⑳
　
『
唐
律
疏
議
』
巻
二
五
　
偽
造
皇
帝
宝
条
に
よ
れ
ば
、
「
八
費
」
の
う
ち
、
「
天

　
子
行
塞
・
「
天
子
之
賓
」
・
「
天
子
信
蜜
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
　
「
報
旧
套
国
一
書
」
・

　
「
慰
コ
勢
蕃
国
一
得
」
・
「
徴
コ
召
蕃
国
兵
馬
こ
書
が
封
印
さ
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
た

　
（
『
六
典
』
巻
入
　
符
宝
郎
条
も
ほ
ぼ
同
じ
）
。
璽
印
に
つ
い
て
は
、
註
②
西
嶋
前

　
掲
論
文
、
註
⑱
中
村
前
掲
論
文
参
照
。
な
お
、
唐
初
ま
で
は
皇
帝
以
下
特
定
身
分

　
の
印
章
を
「
璽
」
と
称
す
る
の
が
正
式
名
称
で
あ
っ
た
が
、
則
天
武
后
の
時
に

　
「
璽
」
は
「
賓
」
と
改
称
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
再
び
改
称
さ
れ
る
が
、
開
元
六
年

　
（
七
一
八
）
頃
に
再
び
「
璽
」
は
「
賓
」
と
な
り
、
以
後
定
着
す
る
。

⑳
　
註
⑳
中
村
前
掲
論
文
参
照
。
こ
れ
以
前
に
も
中
村
氏
は
「
敦
燈
・
吐
魯
蕃
出
土
唐

　
代
告
身
四
種
と
制
書
に
つ
い
て
」
（
『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
一
〇
　
　
九
七
六

　
年
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
註
⑧
参
照
。
ま
た
『
穴
典
』
巻
九
　
中
書
省
中
書
侍
郎
条
に
は
、
そ
の
職
掌
の

　
一
つ
と
し
て
「
凡
四
夷
來
朝
臨
軒
、
則
受
二
其
表
疏
ハ
升
二
子
西
寺
一
郭
奏
レ
之
、
若

獣
二
蟄
幣
ハ
則
受
レ
之
以
授
纂
於
所
司
ご
と
あ
る
。

⑱
　
内
藤
乾
吉
「
唐
の
三
省
」
　
（
『
中
国
法
制
史
考
証
臨
　
一
九
六
三
年
）
。

⑳
瀧
川
政
次
郎
置
都
集
礼
と
呆
の
儀
礼
」
（
晶
舗
蟹
籍
論
集
』

　
六
一
二
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
日
）

⑳
『
続
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
二
月
癸
丑
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
日
）

⑳
　
　
『
続
紀
』
天
平
宝
字
四
年
九
月
癸
卯
条
。

⑫
　
来
朝
し
た
外
国
使
節
が
入
京
ま
た
は
そ
の
決
定
を
待
つ
間
は
、
通
例
、

　
・
「
安
置
供
給
」
・
「
（
安
訓
置
土
塵
扁
）
依
レ
例
供
給
」

（386）

｝
九
　
5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
安
嚴
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
い
ず
れ
か
で
表
わ
さ
れ
る
。

　
一
方
、
外
国
使
節
へ
の
「
饗
」
は
主
に
宮
都
に
お
け
る
宴
会
を
示
す
の
に
用
い
ら

　
れ
て
お
り
（
第
3
蓑
参
照
）
、
「
供
給
」
と
「
饗
（
賜
饗
）
」
と
は
議
題
さ
れ
る
。

　
使
者
に
対
す
る
来
着
地
で
の
「
饗
」
と
は
使
者
を
入
京
さ
せ
な
い
た
め
本
来
な
ら

　
ば
宮
都
で
行
う
べ
き
宴
会
が
行
え
な
い
時
に
、
か
わ
り
に
そ
れ
に
准
じ
た
形
で
行

　
つ
た
宴
会
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
来
着
地
で
の
「
饗
」
の
例
は
『
続
紀
隔

　
　
　
　
　
　
（
二
十
四
日
）

　
天
平
十
年
六
月
辛
酉
条
に
み
え
る
（
古
く
は
『
日
本
書
紀
』
の
天
武
紀
以
降
に
屡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
日
）

　
々
み
え
る
）
。
な
お
宝
亀
十
年
九
月
庚
簾
舞
の
「
給
饗
」
に
つ
い
て
は
註
＠
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
日
）

　
　
『
続
紀
』
宝
亀
三
年
正
月
丁
酉
条
。

⑭
国
書
の
他
に
国
信
物
も
受
納
さ
れ
た
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
日
）

⑳
　
　
『
佛
秘
紀
隔
一
八
平
勝
エ
玉
四
年
六
月
壬
昏
昏
。

⑳
註
⑳
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
日
）
　
　
　
　
　
　
（
四
日
）

⑳
『
続
紀
』
天
平
宝
字
七
年
二
月
癸
図
柄
・
宝
亀
元
年
三
月
目
卯
条
・
三
五
年
三

　
　
（
四
日
）

　
月
癸
卯
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

⑱
　
入
京
が
許
さ
れ
た
後
も
十
一
月
巴
巳
に
大
宰
府
へ
勅
旨
少
輔
内
蔵
老
成
が
派
遣

　
さ
れ
て
新
羅
使
の
入
朝
理
由
を
尋
問
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
百
）

⑳
　
元
日
は
雨
の
た
め
朝
賀
は
己
巳
に
延
期
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
日
）

⑳
三
位
は
通
例
、
宴
会
で
行
わ
れ
る
が
、
唐
使
が
～
緒
で
あ
っ
た
た
め
に
壬
申
に

　
行
わ
れ
た
ら
し
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
日
）

＠
　
　
『
続
紀
』
宝
亀
十
年
九
月
庚
辰
条
に
、

　
勅
、
渤
海
及
鐵
利
三
百
五
十
九
人
、
慕
レ
化
入
朝
、
在
二
出
羽
動
植
宜
三
依
レ
例
供
コ

　
給
之
ハ
但
來
使
軽
微
、
不
レ
足
レ
爲
レ
賓
、
今
欲
二
遣
レ
使
給
レ
饗
自
レ
彼
放
置
「
（
後

　
略
）

　
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
「
賓
」
で
な
い
と
入
京
を
許
さ
れ
ず
、
現
地
よ
り
放
還
さ

　
れ
た
こ
と
が
判
る
。
但
し
、
こ
こ
に
言
う
「
給
饗
」
と
は
「
慕
化
」
に
対
す
る
饗

応
で
あ
り
、
ま
た
正
使
で
も
な
い
の
で
、
　
「
賓
礼
」
と
し
て
の
「
饗
」
と
は
雷
え

　
な
い
。

＠
　
森
克
己
『
臼
宋
貿
易
の
研
究
』
　
（
一
九
四
八
年
）
。

第
二
章
　
B
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
と
そ
の
変
化

　
日
本
は
そ
の
地
理
的
条
件
の
た
め
、
新
羅
使
や
唐
使
は
大
宰
府
に
、
渤
海
使
は
日
本
海
沿
海
諸
国
に
来
着
し
た
。
前
章
第
二
節
で
示
し
た
よ

う
に
「
賓
礼
」
の
第
一
条
件
は
、
来
着
地
か
ら
放
還
せ
ず
に
入
京
を
許
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
入
京
の
決
定
の
鄭
重
や
来
着
地

に
お
け
る
外
交
に
関
す
る
権
限
・
職
掌
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
都
城
を
中
心
と
し
た
「
賓
礼
」
の
各
行
事
・
儀
式

を
入
京
し
て
か
ら
の
外
交
過
程
の
順
を
追
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

第
一
節
　
郊
労
・
慰
労
・
労
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
逓
送
・
供
給
」
を
受
け
な
が
ら
京
に
向

　
日
本
に
来
着
し
た
外
国
使
節
は
、
入
京
を
許
さ
れ
る
と
迎
使
に
付
添
わ
れ
、
途
中
、
諸
国
郡
司
の

か
う
。
入
京
に
際
し
て
よ
り
客
館
に
安
置
さ
れ
て
宮
内
で
の
諸
儀
式
に
臨
む
迄
の
間
、
様
々
な
儀
式
・
行
事
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ま
ず
、
入
京
す
る
使
者
へ
の
郊
労
は
、
八
世
紀
、
平
城
京
が
都
で
あ
っ
た
時
は
将
軍
に
率
い
ら
れ
た
騎
兵
が
用
い
ら
れ
、
平
城
京
の
羅
城
門

　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

外
で
行
わ
れ
た
。
一
方
、
九
世
紀
の
場
合
は
、
平
安
京
の
あ
る
山
城
国
に
入
っ
て
ま
も
な
く
の
地
点
で
行
わ
れ
た
。
　
『
延
喜
式
』
太
政
官
蕃
客

入
朝
条
に
は
「
郊
労
使
」
が
一
人
定
め
ら
れ
て
お
り
、
郊
労
の
儀
を
司
っ
た
。
こ
の
問
、
実
際
の
郊
労
使
に
は
、
第
2
表
の
如
く
五
位
ク
ラ
ス

の
宮
人
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
官
は
、
承
和
九
年
の
場
合
は
式
部
少
輔
で
あ
る
が
、
嘉
祥
二
年
以
降
の
三
例
は
近
衛
少
将
で
あ
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ミ

た
、
養
老
職
員
令
中
務
省
条
の
中
務
卿
の
職
掌
の
一
つ
に
「
下
問
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
義
解
は
「
謂
、
労
者
郊
労
也
」
と
注
釈
し
て
い
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第
2
表
　
郊
労
使
・
慰
労
使
・
労
問
使

番号
西暦
日本
年号

－
蹴

承和
9年

2

849

嘉　祥
2　年

…

3

872

貞観
14年

　
　
塁

　
榔
4　

　
元
7
4／28 5／15 4／28 3／27 月／日

　右

@近
ｭ衛ｫ

　鉦

U
？
麟

式
部
少
輔

本
官

正
五
下

瑳
上

隻
下

瑳
下

位
階

平
正
範

藤
原
山
陰

良
場
宗
貞

藤
原
諸
士

氏
名

郊
労
使腿には郊山

ﾙ主領労階にか客。野

?
れ
使
客
細
る
鴻
ら
徒
で
。

置鴻しと労山
ｷ縢渤共。科る館海に領村。に使丁客で

@安を京使郊

　ら労つ労
@しもた問
@い行が使　　。つ’で

@　た郊あ一

供館郊山
汲ﾉ労崎
ｷ安。付る置鴻近。・騰で 行

事
4／29 3／28 月／日

奢
慰

右
球
史

右
大
獄

位
階

正
六
上

正
六
上

労氏
　
名

蕃
良
下
図

家
原
高
郷

獣行
　
　
業

太
政
官
が
鴻

糠
館
に
派
遣

し
、
使
者
を

慰
労
。
渤
海

使
は
中
台
省

牒
を
上
る
。

鴻
瞬
館
に
派

遣
さ
れ
、
客

徒
を
慰
労
。

官蝉

脱

使

3／29

侍
　
　
従
正
五
下
藤
原
春
里

28

ｶ
近
衛

4／

@
　
少
将

5／175／1

従
五
下
良
轡
察
拳

蟹
馬
頭
正
五
下
在
原
業
平

右
兵
衛
佐
従
五
上
上
　
　
元

行
鴻
鵬
館
に
派

遣
さ
れ
宣
撫
。

、
鴻
耀
館
に
派

遣
さ
れ
、
使

者
を
慰
労
・

安
置
し
宣
命
。

時
服
の
賜
与

は
3
0
日
。

鴻
櫨
館
で
渤

海
便
を
労
即

し
、
時
服
を

賜
う
。

鴻
臆
館
に
派

遣
さ
れ
、
客

徒
を
労
闇
。

出
典

押
後
紀

’ノ

三
　
実

tt

54　（388）

る
。
こ
れ
ら
郊
労
に
か
か
わ
る
官
人
の
本
官
に
注
目
す
る
と
、
外
国
使
節
へ
の
郊
労
は
天
皇
権
力
と
か
か
わ
る
儀
式
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
難
山
の
儀
を
終
え
る
と
、
使
者
は
領
酒
飲
に
導
か
れ
て
京
内
の
客
館
（
鴻
櫨
館
）
に
安
置
さ
れ
た
。
宮
内
で
の
儀
式
に
臨
む
迄
の
間
、
滞
在

す
る
客
畳
に
使
を
遣
わ
し
て
使
者
を
慰
即
す
る
儀
式
が
あ
っ
た
。
八
世
紀
の
場
合
は
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
九
世
紀
、
特
に
承
和
九
年

以
降
は
第
2
蓑
に
示
し
た
如
く
、
　
『
延
喜
式
』
太
政
官
蕃
客
入
朝
条
に
規
定
さ
れ
た
「
慰
労
使
」
と
「
労
問
使
」
に
相
当
す
る
使
が
鴻
臆
館
に



日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

別
々
に
派
遣
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
慰
労
」
と
「
労
問
」
と
い
う
異
っ
た
儀
式
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
派
遣
さ
れ
た
使
の
本
官
を

み
る
と
、
　
「
慰
労
使
扁
は
全
て
右
大
史
で
太
政
官
と
強
く
か
か
わ
る
官
職
、
一
方
、
　
「
労
問
使
」
は
侍
従
・
左
近
衛
少
将
・
右
馬
頭
・
右
兵
衛

佐
と
い
っ
た
天
皇
と
か
か
わ
り
が
強
い
官
職
で
あ
る
と
い
う
両
翼
の
本
宮
の
違
い
に
気
付
く
。
使
が
行
っ
た
内
容
は
、
「
労
問
使
」
は
「
宝
庫
」

・
「
宣
命
」
な
ど
で
あ
り
天
皇
の
慰
労
の
詔
勅
が
伝
達
さ
れ
る
点
に
お
い
て
既
述
し
た
『
開
元
礼
』
の
「
賓
礼
」
の
0
迎
労
や
ω
戒
見
日
で
二

言
に
派
遣
さ
れ
た
使
の
行
事
と
共
通
す
る
。
一
方
、
　
「
慰
労
使
」
は
国
書
に
准
じ
る
國
際
文
書
と
し
て
の
渤
海
国
中
台
省
の
牒
の
受
納
を
行
っ

　
　
⑥

て
い
る
。
こ
れ
は
第
五
節
で
詳
述
す
る
如
く
、
九
世
紀
に
中
台
省
牒
が
定
期
的
に
齎
ら
さ
れ
、
そ
の
返
牒
を
太
政
官
が
送
っ
た
こ
と
に
関
連
す

る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
八
世
紀
の
史
料
が
乏
し
い
た
め
に
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
変
化
と
は
一
概
に
言
い
か
ね
る
が
、
承
和
九
年
以
降
「
賓
礼
」
の
一
行
事
と
し

て
太
政
官
と
の
か
か
わ
り
の
強
い
使
（
「
慰
労
使
」
）
が
鴻
櫨
館
に
派
遣
さ
れ
、
天
皇
の
慰
労
の
詔
勅
を
伝
え
て
使
者
を
「
労
問
」
す
る
使
（
「
下

問
使
」
）
と
は
別
の
行
事
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
傾
向
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
二
節
　
元
礒
朝
賀
の
儀
と
「
蕃
客
」

　
外
国
か
ら
の
使
者
は
宮
内
に
参
進
し
て
国
書
・
端
物
を
献
上
す
る
儀
式
に
臨
む
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
正
月
以
前
に
入
京
し
た
場
合
は
元

日
朝
賀
の
儀
に
参
加
し
、
そ
の
二
・
三
日
後
に
国
書
・
愚
物
を
進
め
た
。
本
節
で
は
外
国
使
節
が
参
加
し
た
元
日
朝
賀
の
儀
の
あ
り
方
と
そ
の

変
化
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
蕃
客
」
が
加
わ
る
元
B
朝
賀
の
儀
は
、
唐
礼
を
模
倣
し
て
、
東
海
の
「
小
帝
国
」
と
し
て
の
日
本
の
律
令
国
家
の
地
位
を
維
持
す
る
と
と

も
に
、
支
配
者
層
の
国
際
意
識
（
日
本
版
の
「
中
華
思
想
」
）
を
満
足
さ
せ
る
の
に
不
可
欠
な
儀
式
で
あ
り
、
「
賓
礼
」
の
一
行
事
と
し
て
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

割
も
果
し
た
。
元
日
朝
賀
の
儀
は
律
令
国
家
の
最
も
重
要
な
儀
式
で
あ
る
「
大
儀
」
で
あ
っ
た
の
で
、
議
政
官
以
下
の
官
人
が
居
並
ぶ
中
に

「
蕃
夷
」
の
使
者
が
参
列
し
、
大
極
殿
に
出
御
す
る
天
皇
に
拝
賀
す
る
こ
と
は
、
支
配
者
層
に
と
っ
て
律
令
国
家
や
王
権
を
外
部
に
対
し
て
位

55　（389）
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番号26912

1416

欄AAEED2C
l

備
考

参
列
し
た
使

者
は

「
蕃

夷
使

者
」

と
あ

る
が

，

「
蕃
」
使
は

新
羅

使
の

こ
と

と
思

わ
れ

る
。

元
日

朝
賀
の
儀
に
薪
羅
使
の
参
列
は
見
え
な
い

が
，

C
1
の
記
泰
（
1／

16）
よ
り
み
て
，
参
列
し

た
が
記
載

さ
れ

な
か

っ
た

可
能

性
も

あ
る

。

第
二
章
註
⑰
参
照
。

新
羅

が
国

名
を
王
城
國
と
改
め
た
た
め
，
使
者

を
放
還
す

る
。

な
お

新
羅

使
は

2
117

に
入

京
。

こ
の
日
「

賜
酒

肴
」

と
あ

る
。

天
皇

が
出

郷
し
た
場
所
は
閤
凹
と
思
わ
れ
る
。

番号（16）202
2

23

欄D
2ClBCl

備
考

こ
の

後
，

帰
國

に
際

し
て

僧
部

卿
蕪

大
宰

帥
藤

原
翼
楯
が
宴
｛
淺
を
も
う
け
て
い
る
偉
続
編
』
天

平
kll謹

蔓
2年

3月
12日

条
参
照
）
o

こ
の

日
宴

会
の

記
載

は
な

い
が

使
春

へ
の

授
位

・
賜

禄
が

行
わ

れ
て

い
る

の
で

便
宜

的
に

こ
の

欄
に

示
す

。

天
皇

が
出

御
し

て
唐

使
と

会
っ

た
と

思
わ

れ
る

こ
と
は
，
第
二
章
第
三
簾
参
照
。

こ
の
日
授
位
は
行
わ
れ
ず
，
ff　

1／
6に

行
わ
れ

た
。
115の

宴
会
に
は
新
羅
使
の
他
に
唐
客
も

カ
ilわ

っ
た
た
め
，
溺
の
日
に
授
位
が
行
わ
れ
た

と
思

わ
れ

る
。

番号25262フ

欄BCエBBDl

儂
考

12127と
は

前
年

延
暦

玉
7年

12月
27日

を
示

す

（
9類

史
』
193・

『
紀
略
の
。

登
楽
院
が
未
完
成
の
た
め
，
大
極
殿

の
前
の

龍
尾
道
上
に
造
っ
た
儀
殿
に
天
皇
が

出
御
し

た
。

前
年
大
同
4年

10月
1日

に
「
二
方
物

，
王
啓

日
，
云
云
，
」
（
置
紀
略
壽
）
と
あ
る
。

前
年

弘
仁

元
年

9月
29日

に
「

山
方

物
、
其

ヨ
三

啓
云
t］

（
『
後
紀
』
）
と
あ
る
。

行
嘉

の
担

当
春

と
し

て
，

坂
上

田
村

麻
黒

の
他

に
，

中
納

言
藤

原
葛

野
麻

呂
・

参
議

菅
野

真
道

（忘。っ）トの
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一
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望
臼
「
勇
凝
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叫
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懸
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司
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懸
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猷
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鐸
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叫
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鐸
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伴
C
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ひ
。

恥
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．
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榊
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塑
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恥
）
b
悼
？
博
O
～
も
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一
『
滋
海
』
・
『
諮
暴
』
「
留
・
ミ
・
悼
。
。
碗
黙
諾
』
　
（
ま
㊦
］
W
購
『
遡
海
』
・
『
諮
転
層
）
讐
め
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し
。
⑦
『
誰
畏
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層
な
。
㌣
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。
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9
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黙
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暴
』
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暴
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』
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噸
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尊
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。

　
　
　
　
　
　
　
⑨

置
付
け
る
際
に
、
実
際
面
で
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

薩
摩
・
大
隅
か
ら
こ
の
儀
に
参
列
す
る
た
め
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

元
日
朝
賀
の
儀
に
参
加
す
る
蝦
夷
や
隼
人
は
、
陸
奥
・
出
羽
や

そ
し
て
、
第
3
表
の
如
く
、
文
武
二
年
を
初
見
と
し
て
奈
良
時

代
前
期
ま
で
の
新
羅
使
は
元
日
朝
賀
の
儀
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
来
朝
し
て
お
り
、
ま
た
渤
海
使
も
弘
仁
十
三
年
ま
で
は
、
入
京
し
た
十
六
回

の
う
ち
十
二
回
も
元
日
朝
賀
の
儀
に
加
わ
っ
て
い
る
。
か
か
る
傾
向
は
、
日
本
の
律
令
国
家
が
九
世
紀
初
め
ま
で
、
外
国
使
節
に
対
し
原
則
と

し
て
元
日
朝
賀
の
儀
に
参
加
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
た
め
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
第
3
表
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
弘
仁
十
三
年
を
最
後
に
外
国
使
節
が
参
加
し
た
元
日
朝
賀
の
儀
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
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⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
注
目
す
べ
き
変
化
で
あ
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
弘
仁
末
年
以
降
、
元
日
朝
賀
の
儀
も
外
国
使
節
の
来
朝
・
入
京
も
行
わ
れ
、
共
に
十
世
紀
初

め
ま
で
続
く
。
特
に
外
国
使
節
は
九
世
紀
以
降
に
入
京
し
た
正
使
は
渤
海
使
が
唯
一
と
な
る
が
、
弘
仁
末
年
以
降
の
十
五
回
の
来
朝
の
う
ち
第

3
表
の
如
く
八
回
は
確
実
に
入
京
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
側
は
弘
仁
十
三
年
を
最
後
に
一
度
も
元
日
朝
賀
の
儀
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
入
京

さ
せ
て
い
な
い
。
渤
海
使
は
九
世
紀
に
な
り
「
商
旅
」
の
性
格
を
強
め
、
遣
使
の
性
格
が
変
化
す
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
次
第
に
「
朝
貢
」
形
式

に
反
発
し
来
朝
し
な
く
な
る
新
羅
使
と
は
異
な
り
、
弘
仁
末
年
以
降
も
渤
海
使
に
対
し
て
日
本
側
は
以
前
と
同
様
の
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
、

渤
海
側
も
そ
れ
に
応
じ
た
筈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
律
令
国
家
は
か
か
る
要
請
を
せ
ず
、
元
日
朝
賀
の
儀
に
外
国
使
節
－
結

果
的
に
は
渤
海
使
－
が
参
加
す
る
こ
と
に
拘
泥
し
な
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
に
と
っ
て
一
つ
の
変
化
と
言
え
よ
う
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
対
外
的
な
要
因
を
始
め
、
色
々
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
元
日
朝
賀
の
儀
に
お
い
て
、
大
臣
ら
議
政
官
以
下
の
臣
下
が
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ぶ
中
で
、
天
皇
が
「
蕃
夷
」
の
使
着
か
ら
も
朝
賀
を
受
け
る
儀
式
次
第
に
は
、
律
令
国
家
の
外
交
権
の
所
在
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
と
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
る
の
で
、
こ
の
変
化
を
「
賓
礼
」
全
体
の
中
で
考
え
て
ゆ
く
視
角
が
必
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
と
大
陸
の
諸
国
と
は
海
を
隔
て
て
い
た
た
め
、
元
B
朝
賀
の
儀
に
外
国
使
節
が
参
加
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た
頃
で
も
来
朝
の
時
期
が
ず
れ
て
し
ま
う
と
行
わ
れ
ず
、
弘
仁
十
三
年
以
前
に
も
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
屡
々
あ
っ
た
。
一
方
、
「
賓
礼
」

で
不
可
欠
な
儀
式
は
国
書
・
信
物
の
受
納
を
行
う
儀
式
で
あ
っ
た
。
次
節
で
は
こ
の
儀
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。

第
三
節
　
　
「
受
二
諸
蕃
使
表
及
信
物
一
」
儀

　
後
に
『
弘
仁
式
』
や
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
、
　
「
受
二
諸
賢
使
表
及
信
楽
一
」
儀
と
呼
ば
れ
た
儀
式
は
、
史
料
に
は
様
々
な
表
現
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
使
者
に
よ
る
国
書
ま
た
は
華
言
の
奏
上
と
信
望
ま
た
は
調
物
の
献
上
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
受
納
で
あ

　
⑮つ

た
。
儀
場
に
つ
い
て
は
、
　
『
弘
仁
式
』
式
部
省
に
、

　
　
受
二
諸
蕃
使
表
及
信
物
一

59　（393）



　
　
其
日
式
部
設
二
使
者
版
位
於
龍
尾
溢
南
岳
罵
言
酬
一
遽
實
位
於
客
前
鴨
諸
衛
立
レ
侯
、
各
有
二
常
体
ハ
漿
官
五
位
以
上
及
六
位
以
下
左
右
分
入
、
使
者
服
二
其
國

　
　
服
一
入
如
二
常
儀
ハ
麟
墾

と
規
定
さ
れ
、
平
安
宮
の
場
合
、
天
皇
が
出
御
す
る
大
極
殿
の
南
方
に
あ
る
龍
尾
道
の
前
の
「
南
遽
」
に
使
者
の
版
位
と
信
物
を
置
く
「
握
手

　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

位
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
養
老
宮
衛
令
元
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
元
日
・
朔
日
」
の
儀
と
並
ん
で
雲
隠
を
立
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

儀
で
あ
り
、
　
『
延
喜
式
』
に
示
さ
れ
る
如
く
、
　
「
元
日
・
即
位
」
の
儀
と
と
も
に
律
令
国
家
の
最
も
重
要
な
儀
式
で
あ
る
「
大
儀
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
本
来
、
こ
の
儀
は
『
続
紀
』
等
の
記
事
や
実
益
を
立
て
る
儀
・
「
大
儀
」
の
性
格
か
ら
言
っ
て
、
勿
論
、
天
皇
が
出
御
し
て
行
わ
れ
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

通
例
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
養
老
職
員
令
中
務
省
条
の
中
務
卿
の
職
掌
で
あ
る
「
受
コ
納
上
表
二
よ
り
考
え
て
、
上
表
文
と
看
敬
さ
れ
て
い

た
国
書
は
、
事
前
に
太
政
官
を
通
す
の
で
は
な
く
、
外
国
使
節
か
ら
中
務
の
手
を
経
て
直
接
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
太
政
官
を
通
さ
ず
、
臨
御
し
た
天
皇
が
直
接
国
書
を
受
納
す
る
と
い
う
儀
式
次
第
は
、
こ
の
儀
式
の
主
催
者
を
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、

日
本
の
律
令
国
家
の
外
交
権
の
所
在
の
一
端
を
象
微
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
か
か
る
儀
式
次
第
が
行

わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
言
及
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　
国
書
・
嘗
物
受
納
の
儀
は
、
第
3
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
律
令
国
家
の
成
立
期
か
ら
公
的
な
外
交
が
途
絶
す
る
と
言
わ
れ
る
時
期
ま
で
の

全
期
問
に
亙
り
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
末
～
九
世
紀
初
め
を
境
に
、
そ
の
儀
式
次
第
や
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
中
で
こ
の
儀
が

占
め
る
位
置
に
変
化
が
生
じ
て
き
た
ら
し
い
。
即
ち
、
第
3
表
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
延
暦
年
問
ま
で
の
こ
の
儀
は
殆
ど
正
史
に
記
載
さ
れ
、

奏
上
さ
れ
た
国
書
や
曲
言
の
内
容
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
同
四
年
か
ら
弘
仁
十
二
年
ま
で
『
日
本
後
紀
』
（
以
下
『
後
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

紀
』
と
略
す
）
や
そ
の
逸
文
に
、
　
「
遣
レ
使
鰍
二
方
物
二
云
々
と
み
え
る
五
例
の
記
事
は
、
他
の
京
内
で
の
「
賓
礼
」
の
行
事
か
ら
考
え
る
と
、

使
者
が
来
朝
し
た
日
に
掛
け
て
あ
り
、
実
際
に
国
書
・
信
物
の
献
上
が
行
わ
れ
た
日
の
記
事
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
　
「
大
儀
」
で
あ
る
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

式
が
正
史
に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
は
通
例
で
は
考
え
難
く
、
行
わ
れ
な
が
ら
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
儀
の
意
義
の
低
下
を
予
想

さ
せ
る
。
そ
れ
以
降
、
『
全
日
本
後
議
』
（
以
下
『
続
後
議
』
と
略
す
）
や
『
日
本
三
代
実
録
』
（
以
下
『
三
実
』
と
略
す
）
で
も
、
外
国
使
節
が
齎
ら
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し
た
国
書
が
引
用
さ
れ
る
日
は
、
実
際
に
国
書
・
奇
物
受
納
の
儀
が
行
わ
れ
た
日
で
は
な
く
、
来
着
地
で
国
書
を
開
封
し
そ
れ
を
写
し
た
案
が

京
進
さ
れ
た
日
で
あ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。
大
同
年
間
以
降
に
み
え
る
か
か
る
事
実
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
宝
亀
三
年
以
降
に
来
着
地
で

国
書
の
開
封
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
　
『
後
穂
』
で
は
大
同
年
間
以
降
、
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
実
際
の
国
書
・
信
物
受
納
の
儀
は
、
　
『
面
立
紀
』
以
降
に
再
び
史
料
に
現

わ
れ
る
。
だ
が
、
承
和
九
年
以
降
に
宮
内
で
行
わ
れ
た
例
を
み
る
と
、
こ
の
儀
に
天
皇
が
臨
御
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
み
え
な
い
こ
と

に
気
付
く
。
以
下
、
煩
を
厭
わ
ず
そ
の
記
事
を
年
代
順
に
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
日
）

①
　
　
『
続
後
紀
』
承
和
九
年
四
月
丙
寅
条

渤
海
國
使
賀
幅
延
尊
於
二
八
省
院
ハ
献
二
啓
函
信
物
尊
噛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
日
）

②
　
　
『
続
後
紀
』
嘉
詳
二
年
五
月
乙
卯
条

渤
海
國
入
観
使
大
使
王
文
矩
等
講
二
八
省
院
ハ
献
二
國
王
啓
函
井
信
物
等
ハ

③
『
三
実
』
元
慶
七
年
五
月
二
日
丁
卯
条

大
使
斐
顛
等
於
二
朝
堂
糊
奉
レ
進
二
王
啓
上
信
物
ハ
親
王
已
下
五
位
巴
上
及
百
寮
初
位
巳
上
蟹
玉
、
四
位
已
下
未
レ
得
二
解
由
一
翼
亦
預
焉
、
所
司
受
二
啓
信
物
ハ

奉
レ
進
二
内
裏
ハ

④
『
貞
信
公
記
抄
』
延
喜
八
年
五
月
十
日
庚
長
条

激
海
使
進
二
啓
信
物
等
ハ

⑤
　
　
『
日
本
紀
略
』
延
喜
二
十
年
五
月
十
一
日
壬
申
条

渤
海
大
使
斐
膠
於
二
八
省
院
噛
　
甦
二
啓
井
信
物
等
噛

⑤
　
　
『
扶
桑
略
記
』
同
日
条

此
日
、
渤
海
使
人
斐
琢
等
於
二
八
省
院
ハ
進
二
王
啓
井
面
物
ハ
巳
四
刻
、
親
王
以
下
滲
議
以
上
、
向
二
八
省
慮
ハ
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⑨
　
　
『
貞
僑
公
記
抄
』
同
鴇
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
大
臣
藤
原
忠
平
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
執
力
〕

　
　
進
一
　
啓
信
物
ハ
外
記
取
レ
函
遙
、
大
臣
即
令
レ
開
レ
函
、
乍
加
論
理
奏
聞
、
御
詰
了
返
給
、
令
レ
二
二
外
記
解
物
噴
從
二
敷
政
門
前
噛
群
口
請
田
二
黒
内
藏
寮
ハ

　
こ
れ
ら
の
記
事
で
は
、
そ
の
儀
場
に
つ
い
て
「
八
省
院
」
や
「
朝
堂
」
と
記
述
す
る
の
み
で
、
天
皇
の
、
「
臨
御
」
や
「
御
｝
大
極
殿
こ
と
い

う
記
載
は
全
く
見
え
な
い
。
同
じ
承
和
九
年
以
降
、
こ
の
儀
の
次
に
行
わ
れ
た
使
者
に
鮒
す
る
宴
会
（
「
賜
宴
」
）
に
は
天
皇
が
臨
御
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
比
較
す
る
と
対
照
的
で
あ
る
。
特
に
、
③
は
親
王
以
下
初
位
以
上
の
殆
ど
の
官
人
が
「
朝
堂
」
に
会
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
天
皇
の
出
御
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
「
所
司
受
二
啓
信
物
田
々
レ
進
二
内
裏
こ
と
あ
る
こ
と
は
、
天
皇
が
大
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　

殿
に
出
御
し
て
こ
の
儀
式
に
臨
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
⑤
で
は
、
　
「
八
省
院
」
（
⑤
・
⑤
参
照
）
で
の

行
事
は
右
大
臣
藤
原
忠
平
が
執
り
行
い
、
外
記
に
命
じ
て
国
書
を
開
か
せ
、
開
か
れ
た
園
書
は
天
皇
に
「
奏
聞
」
さ
れ
「
御
覧
」
を
経
て
「
返

給
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
虫
損
に
よ
る
欠
字
部
分
を
含
み
文
意
が
や
や
不
明
確
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
抄
録
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一

見
、
天
皇
が
大
極
殿
に
居
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
国
書
と
セ
ッ
ト
に
な
る
信
物
は
「
八
省
院
」
で
受
納
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
後
、
内
裏
の
宜
陽
殿
の
北
に
あ
る
敷
政
門
の
前
よ
り
内
蔵
寮
に
収
納
さ
れ
る
記
述
よ
り
考
え
る
と
、
③
と
同
様
に
国
書
と
信
書
は
内
裏
に
居

た
天
皇
に
奉
進
さ
れ
、
こ
の
時
、
天
皇
は
大
極
殿
に
居
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
予
想
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
、
次
に
示
す
『
延
喜
式
』
左
右
衛
門
府
の
規
定
が
あ
る
。
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榔
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節
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日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

　
こ
の
規
定
よ
り
、
　
「
大
儀
」
で
あ
っ
た
「
受
二
蕃
國
使
表
こ
儀
は
天
皇
が
臨
御
し
な
い
と
「
小
儀
」
に
准
じ
る
儀
式
内
容
に
格
下
げ
さ
れ
た

こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
か
か
る
規
定
が
あ
る
こ
と
自
体
、
天
皇
が
律
令
国
家
の
「
大
儀
」
た
る
こ
の
儀
に
臨
御
し
な
か
っ
た
こ
と
が
屡
々
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
天
皇
の
臨
御
が
な
く
と
も
こ
の
儀
を
行
い
得
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
先
の
推
測
を
裏
付
け
る
。

　
で
は
、
国
書
・
謡
物
受
納
の
儀
に
天
皇
が
出
御
し
な
く
な
る
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
確
実
に
天
皇
の
出
御
が
判
る
最
後
の
例
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

て
『
山
事
』
宝
亀
三
年
正
月
甲
極
意
に
「
天
皇
臨
軒
、
渤
海
國
使
（
中
略
）
萱
画
幅
等
貢
二
方
物
詮
と
あ
る
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
宝
亀
十

　
　
　
（
三
日
）

年
五
月
癸
卯
条
に
は
、

　
　
唐
使
孫
野
馳
・
秦
慧
期
等
朝
見
、
上
二
唐
朝
書
一
下
貢
二
習
物
ハ
詔
日
、
唐
使
上
書
、
験
徳
レ
之
、
唯
客
興
野
來
、
蝦
コ
辛
行
路
一
筆
レ
離
訓
休
於
館
ハ
尋
欲
二
相

　
　
見
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
「
朝
見
」
と
は
使
者
が
天
皇
と
会
っ
た
こ
と
を
示
す
表
現
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
は
唐
使
・
新
羅
使
に
対
し
て
来
着
地
で
の
国
書
の
開
封
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
恐
ら
く
こ
の
日
の
儀
式
で
初
め
て
国
書
が
開
封
さ
れ
た
筈
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
、
「
唐
使
上
書
、
了
見
レ
之
」
と
の
記
述
は
天
皇
が
こ
の
儀
に
出
御
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
以
上
よ
り
、
ほ
ぼ
宝
亀
末
年
ま
で

は
、
通
例
、
天
皇
は
国
書
・
信
物
受
納
の
儀
に
出
御
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
平
安
時
代
で
は
、
既
述
の
如
く
、
天
皇
が
国
書
・
管
物
受
納
の
儀
に
出
御
す
る
の
が
建
前
で
あ
り
な
が
ら
、
承
和
九
年
以
降
は
実
際

に
は
繊
御
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
間
の
『
後
紀
』
の
時
代
で
あ
る
が
、
　
『
後
戸
』
の
散
逸
と
、
平
安
宮
内
で
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
筈
の
実
際
の
国
書
・
信
物
受
納
の
儀
を
記
載
し
な
い
と
い
う
『
後
引
』
の
編
纂
方
針
の
た
め
明
確
に
断
言
し
難
い
。
し
か
し
、
　
『
日
本
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
目
）

略
』
弘
仁
十
一
年
二
月
甲
戌
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
力
）

　
　
詔
日
、
云
々
、
其
国
大
小
諸
神
事
及
季
冬
黒
目
幣
諸
陵
ハ
則
用
二
畠
衣
ハ
（
元
脱
ヵ
）
正
誤
レ
朝
、
乱
用
二
金
蔵
十
二
章
「
朔
日
受
レ
朝
、
日
聴
レ
政
、
受
二
蕃
國

　
　
使
表
幣
｝
及
大
小
諸
會
、
則
用
二
黄
櫨
染
衣
ハ
（
後
略
）

　
諸
々
の
儀
式
で
の
天
皇
の
服
制
の
う
ち
「
受
二
言
國
使
表
幣
こ
儀
の
服
制
も
こ
と
さ
ら
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
前
後
の
時
点
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第
4
表
　
　
「
受
註
密
使
表
及
直
物
」
儀
に
お
け
る
使
者
の
奏
上
と
そ
れ
に
対
す
る
報
詔

（表ﾅ
。
印
は
同
文
、
△
印
は
ほ
ぼ
同
意
の
箇
所
を
意
味
す
る
。
コ
4
の
宝
亀
八
年
の
場
合
は
文
体
が
漢
文
体
と
宣
命
体
で
異
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
た
め
対
応
す
る
部
分
を
獅
彗
の
よ
う
に
示
し
た
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

番
号

（1）（2］（3］［4］

年
・
月
・
日

（『

ｱ
　
紀
』
）

切
語
勝
宝
四
年

　
（
十
四
日
）

六
月
己
丑
野

天
茶
宝
字
三
年

　
（
一
…
百
）

正
月
庚
午
条

天
奉
宝
字
四
年

　
　
（
五
日
）

正
月
丁
卯
条

宝
亀
八
年
四
月

（
二
十
二
日
）

癸
卯
条

㈲
　
使
者
の
奏
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ほ
　
　
　

奏
日
、
新
羅
國
曲
言
二
日
本
照
臨
天
皇
朝
露
ハ
新
羅
國
者
、

む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

始
レ
自
邸
遽
朝
ハ
世
々
不
レ
絶
、
舟
識
並
蓮
、
革
製
頴
國
家
（
今

欲
目
國
王
親
來
朝
貢
コ
進
御
調
噛
三
顧
念
、
　
一
日
元
レ
主
、
國

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ

政
弛
乱
、
是
以
、
遣
二
王
子
韓
阿
塗
泰
廉
一
代
レ
王
爲
レ
首
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

攣
二
使
下
三
百
七
十
籐
人
一
入
朝
、
兼
令
レ
貢
二
種
々
御
調
門
謹

以
申
聞
、

　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

奏
日
、
高
麗
國
王
大
軍
空
言
、
承
聞
、
在
二
於
日
本
一
照
コ
臨

　
　
　
ム
ム
ム
　
む
　
む
む
　
　
　
　
　
　

む
　
む
　
む
む

八
方
一
聖
明
皇
帝
、
登
コ
遽
天
宮
ハ
罐
號
感
激
、
不
レ
能
二
黙
止
ハ

　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

琵
琶
、
差
二
二
國
將
軍
器
承
慶
・
十
徳
將
軍
講
師
師
等
ハ
藤
下

　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　

喪
二
表
文
井
常
貢
物
一
入
朝
b

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
ム
　
　
　
ム
　
　
む
　
む
　
む
　
む

奏
日
、
國
王
大
患
茂
言
、
爲
レ
献
一
一
日
本
朝
遣
唐
大
使
特
進
蕪

　
　
　
む
　
む
　
ム
　
ム
　
　
む
　
む
　
ム
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

秘
書
監
藤
原
朝
臣
河
清
上
表
井
恒
貢
物
噛
　
差
出
輔
國
大
島
軍

　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

高
南
申
等
噛
充
レ
使
入
朝
、

近
日
、
渤
海
國
王
、
始
レ
自
二
遠
世
一
供
奉
不
レ
絶
、
又
臥
使
萱

萬
幅
風
解
、
愚
論
、
聖
皇
儲
臨
二
天
下
（
不
レ
勝
一
一
野
立
ハ
登

時
遣
ご
獄
可
大
夫
司
墨
譜
令
開
國
男
史
都
蒙
一
入
覇
、
井
戴
劃

㈲
　
そ
れ
に
対
す
る
報
詔

　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

詔
影
面
、
新
羅
國
始
レ
自
二
遠
朝
（
世
々
不
レ
絶
、
供
コ
奉
國

む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
ロ

家
ハ
今
迄
漣
二
冊
子
泰
廉
’
入
朝
、
兼
貢
ゴ
御
調
ハ
王
之
勤
誠
、

険
有
レ
嘉
焉
、
自
レ
今
長
遠
、
當
レ
加
二
撫
存
ハ

　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
ム
　
ム
　
　
む
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
む

詔
日
、
高
麗
國
王
蝦
蟹
三
山
朝
電
訓
遽
天
宮
噛
不
レ
能
二
獣
止
「

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

使
二
揚
承
慶
等
張
慰
（
聞
レ
之
感
痛
、
永
葉
池
深
、
但
歳
月
既

改
、
海
内
從
レ
吉
、
故
片
下
以
二
其
礼
一
相
待
上
也
、
又
不
レ
忘
ニ

　
　
　
ム
　
　
ム
　
ム
　
　

奮
心
「
遣
レ
使
來
貢
、
勤
誠
之
至
、
深
有
二
嘉
禽
ハ

　
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

詔
日
、
遣
唐
大
使
藤
原
河
清
久
不
二
來
蹄
ハ
所
二
畿
念
一
也
、

　
　
　
ム
　
　
む
　
む
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
ム
　
　
　
む
　
　

而
高
麗
王
差
口
南
申
一
令
下
職
二
河
清
表
文
一
入
朝
酒
下
之
欺
誠
、

實
有
レ
嘉
焉
、

詔
日
、
覗
瀞
止
大
八
洲
國
所
知
漬
天
皇
大
命
彫
塗
詔
大
命
乎
聞

食
止
宣
、
－
遠
天
皇
御
世
態
々
年
緒
不
レ
落
間
当
事
無
久
仕
奉
來

・
毒
茸
行
瓢
美
津
晶
受
轟
轟
・
楽
蹴
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日本の律令国家の「賓礼」　（田島）

（5］

宝
亀
十
一
年

　
（
五
日
）

正
月
辛
未
条

荷
國
信
叫
拝
奉
二
　
天
閾
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
む

奏
日
、
新
羅
國
誓
言
、
夫
新
羅
者
、
開
帳
以
降
、
仰
頼
二
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ム
　
　
　
む
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
ム
　
　
む
　
む

朝
世
々
天
皇
恩
化
ハ
不
レ
乾
二
舟
糧
ハ
貢
コ
奉
御
調
一
年
紀
久
夷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

然
近
代
以
來
、
境
内
粁
憲
、
不
レ
獲
二
入
朝
ハ
所
以
謹
遣
二
薩

　
　
　
ム
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
　
　
む
　
ロ
　
　
ロ
　
む
　
　
　
む
　
ム

凄
金
蘭
蒙
・
加
島
金
巖
等
船
脚
二
十
調
一
兼
賀
二
元
正
ハ
又
訪
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
ム
　
　
　
ム

得
遣
唐
剣
官
海
上
三
吟
等
臨
幸
レ
使
進
レ
之
、
又
五
二
常
例
「

貼
進
町
費
語
生
ハ

辱
難
緻
敷
穣
所
聞
行
漬
、
故
是
以
今
毛
今
毛
遠
長
久
奉
久
恵
賜
比

安
賜
齢
、
彼
國
乃
王
嚇
語
螂
認
　
天
皇
大
命
乎
聞
食
止
宣
、

参
議
左
大
弁
正
四
管
下
大
口
薬
祢
伯
麻
呂
宣
　
レ
勅
日
、
　
知

む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
ム
　
　
　
む
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
む
　
む

新
羅
國
、
影
藤
軍
書
量
目
供
コ
奉
國
家
ハ
其
來
寿
星
、
而
泰
廉

等
懸
國
之
後
、
不
レ
修
二
常
盤
ハ
馬
事
禿
禮
、
所
以
頃
年
返
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ム
　
　
　
　
ム
　
む
　
む

却
彼
使
ハ
不
レ
加
二
接
遇
照
雨
今
回
時
、
遣
レ
使
修
レ
貢
廉
賀
凱

む
む
　
む
ム
ム
　
　
む
ロ
む
　
む
ム
む
　
ム

元
正
噛
又
捜
コ
求
海
上
三
導
燈
ハ
随
二
來
使
一
邊
來
、
此
之
勤

勢
、
朕
有
レ
嘉
焉
、
自
レ
今
以
後
、
如
・
是
供
奉
、
厚
加
二
恩

遇
叫
待
以
二
常
禮
ハ
宜
下
以
二
蚊
状
一
語
申
汝
國
王
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
は
天
皇
の
臨
御
が
現
実
の
問
題
と
し
て
か
な
り
意
識
さ
れ
て
お
り
、
儀
式
の
意
義
の
低
下
は
あ
る
に
し
て
も
、
一
応
、
弘
仁
年
間
頃
ま
で
は

天
皇
が
国
書
・
信
物
受
納
の
儀
に
出
御
し
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
と
考
え
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
国
書
・
信
物
受
納
の
儀
に
関
し
て
、
そ
の
儀
の
意
義
や
「
賓
礼
」
全
体
の
中
に
占
め
る
地
位
の
低
下
、
ま
た
、
天
皇
の
不
出

御
と
い
っ
た
儀
式
次
第
の
変
化
は
、
九
世
紀
前
半
頃
ま
で
に
顕
著
と
な
る
が
、
か
か
る
変
化
の
制
度
上
の
要
因
を
何
拠
に
求
め
た
ら
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
国
書
・
煙
害
受
納
の
儀
で
は
一
体
何
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
「
賓
礼
」
全
体
の
中
で
如
何
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た

の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　
結
論
を
先
に
示
す
と
、
恐
ら
く
、
宝
亀
三
年
以
降
、
国
書
の
開
封
が
来
着
地
で
行
わ
れ
、
奏
上
の
内
容
が
事
前
に
判
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
国
書
は
、
第
一
章
第
二
節
の
②
に
関
連
し
て
説
明
し
た
宝
亀
三
年
の
渤
海
使
の
国
書
・
劇
物
を
一
旦
返
却
し
国
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
⑯

を
改
修
さ
せ
た
事
件
を
境
に
来
着
地
で
開
封
さ
れ
始
め
る
。
石
井
正
敏
氏
に
よ
れ
ば
、
宝
亀
四
年
六
月
ま
で
に
は
日
本
海
沿
海
諸
国
で
（
対
渤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
日
）

海
鼠
）
、
同
十
年
十
月
乙
巳
か
ら
は
大
宰
府
で
（
紺
新
羅
使
）
、
国
書
の
開
封
と
そ
の
案
の
京
進
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。
国
書
の
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（
九
臼
）

開
封
に
つ
い
て
の
権
限
・
職
掌
の
具
体
的
な
内
容
は
『
続
紀
』
宝
亀
十
年
十
月
乙
巳
条
に
詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
国
書
の
開
封
が
来

着
地
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
後
に
分
け
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
大
宰
府
や
日
本
海
沿
海
諸
国
で
国
書
の
開
封
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
頃
の
国
書
・
習
物
受
納
の
儀
の
実
態
が
判
る
『
続
紀
』
の
記
事
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
艮
）
〕

ち
、
第
4
表
に
示
し
た
如
く
、
㈹
使
者
の
奏
上
、
⑧
そ
れ
に
対
す
る
報
詔
、
の
双
方
が
比
較
で
き
る
記
事
（
1
天
平
勝
宝
四
年
六
月
己
丑
、
2
天
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

ノ
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）
　
〕
　
　
　
　
　
　
（
五
日
）

宝
字
三
年
正
月
庚
午
、
3
同
四
年
正
月
丁
卯
条
）
を
検
討
す
る
と
、
㈲
で
は
㈲
の
内
容
の
要
点
を
前
半
部
分
に
引
用
し
、
後
半
部
分
で
は
た
だ
簡
単

　
　
　
　
　
　
　
　
〔

に
来
朝
に
対
す
る
慰
労
の
言
葉
を
述
べ
る
に
す
ぎ
ず
、
日
本
側
の
新
し
い
外
交
方
針
の
宣
告
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
事
実

を
先
述
の
宝
亀
三
年
の
渤
海
使
の
国
書
受
納
を
続
る
ト
ラ
ブ
ル
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
　
国
書
の
開
封
が
来
着
地
で
行
わ
れ
る
以
前
は
、
国
書

（
艶
言
）
の
奏
上
が
行
わ
れ
る
儀
場
で
初
め
て
そ
の
内
容
が
判
っ
た
た
め
、
即
座
に
奏
上
の
内
容
の
細
部
に
ま
で
わ
た
る
検
討
や
対
応
が
容
易

に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
来
、
こ
の
儀
で
重
要
な
こ
と
は
、
天
皇
が
臨
御
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
の
他
に
、
儀
場
で
初
め
て
国

書
（
綿
雪
）
の
奏
上
の
内
容
が
判
る
点
に
あ
っ
た
。
国
書
の
開
封
が
来
着
地
で
行
わ
れ
る
以
前
で
は
、
国
書
・
野
物
受
納
の
儀
は
「
緊
迫
し
た

場
」
で
あ
り
、
も
し
平
場
で
明
ら
か
に
無
礼
な
内
容
や
書
式
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
そ
れ
を
受
け
ず
、
ま
た
一
旦
受
納
さ
れ
た

と
し
て
も
、
そ
の
後
、
無
礼
な
点
や
不
備
が
見
つ
か
る
と
返
却
さ
れ
「
賓
礼
」
は
停
止
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
国
書
の
開
封
が
来
着
地
で
行
わ
れ
、
そ
の
案
が
京
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
奏
上
の
内
容
が
事
前
に
判
る
た
め
、
三
審
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
二
日
）

に
変
化
が
生
じ
て
く
る
。
第
4
表
の
如
く
、
渤
海
使
が
「
方
物
」
を
貢
上
し
国
書
を
奏
上
し
た
4
宝
亀
八
年
四
月
弔
詩
条
に
よ
る
と
、
㈲
使
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

の
奏
上
と
㈲
そ
れ
に
対
す
る
報
詔
の
関
係
は
、
⑧
で
は
ま
ず
㈹
の
内
容
を
宣
命
の
中
に
巧
み
に
折
り
込
ん
で
か
ら
最
後
に
日
本
側
の
友
好
方
針

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
日
）

を
国
王
に
伝
え
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
新
羅
使
の
場
合
で
ば
、
5
宝
亀
十
一
年
正
月
辛
未
条
に
「
方
物
」
を
献
上
し
偽
言
の
奏
上
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

行
わ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
㈲
と
㈲
と
を
比
較
す
る
と
、
㈲
で
は
、
従
来
の
よ
う
に
㈹
の
内
容
を
一
部
引
用
し
慰
労
の
言
葉
も
あ
る
も
の
の
、

過
去
の
使
者
の
無
礼
に
言
及
し
そ
れ
に
関
す
る
戒
告
や
「
自
レ
今
以
後
」
以
下
の
瞬
本
側
の
外
交
方
針
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
新
羅
使
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

対
す
る
天
平
勝
宝
四
年
の
場
合
、
過
去
の
例
へ
の
言
及
や
外
交
方
針
の
宣
告
は
宴
会
で
行
わ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
律
令
政
府
は
、
4
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
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コ

国
書
の
案
を
事
前
に
見
て
お
り
、
5
の
場
合
、
新
羅
使
は
国
書
を
持
参
し
て
い
な
い
が
、
国
書
の
事
前
開
封
に
准
じ
て
奏
上
す
る
王
国
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

を
入
京
の
前
に
知
り
得
て
い
た
た
め
、
か
か
る
宜
告
を
行
え
た
と
思
わ
れ
る
。
国
書
が
来
着
地
で
開
封
さ
れ
て
そ
の
案
が
京
進
さ
れ
る
前
は
国

書
・
三
物
受
納
の
儀
で
初
め
て
奏
上
の
内
容
が
判
明
し
た
た
め
儀
場
や
受
納
後
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
で
は
こ
の
儀
の

前
に
対
応
が
決
定
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
論
述
が
や
や
多
岐
に
亙
っ
た
た
め
、
国
書
・
儒
物
受
納
の
儀
に
つ
い
て
纒
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
本
来
、
奏
上
さ
れ
る
国
書
（
雑
言
）

の
内
容
は
、
使
者
を
「
賓
礼
」
に
処
遇
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
る
重
要
事
項
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
儀
以
前
に
は
奏
上
の
内
容
は
判
ら
ず
、
儀
場

で
漸
く
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
儀
式
は
天
皇
の
臨
御
の
も
と
に
行
わ
れ
て
お
り
、
国
書
は
上
表
文
と
営
営
さ
れ
て
い
た
の
で
、
太
政

官
は
、
制
度
上
、
そ
の
受
納
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
奈
良
時
代
末
期
以
降
、
来
着
地
で
国
書
の
開
封
が
行
わ
れ
事
前
に
そ
の
内

容
が
判
る
よ
う
に
な
る
と
、
使
者
の
入
京
を
許
す
こ
と
が
国
書
・
要
物
を
受
納
し
「
賓
礼
」
で
処
遇
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
に
伴
い
、
薄
型
で
初
め
て
奏
上
の
内
容
が
判
る
と
い
う
こ
の
儀
式
の
本
来
持
っ
て
い
た
重
要
性
が
失
わ
れ
る
。
奏
上
の
内
容
が
判
り
そ
の
受

納
も
事
前
に
決
定
し
て
い
る
と
、
天
皇
が
出
御
し
な
く
と
も
、
太
政
官
の
代
行
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
便
法
が
通
例
と
な
る
。
以
上

の
変
化
は
、
翠
黛
的
に
は
、
従
来
は
関
与
し
得
な
か
っ
た
国
書
の
受
納
に
太
政
官
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
天
皇
が
律
令
国
家
の
「
大
儀
」

の
う
ち
外
交
に
か
か
わ
る
重
要
な
儀
式
を
主
催
す
る
機
会
を
、
結
果
的
に
一
つ
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
君
敬
せ
よ
う
。

第
四
節
宴
会
1
「
賜
宴
」
と
「
賜
饗
」
1

　
無
事
に
国
書
・
逸
物
が
受
納
さ
れ
る
と
、
使
者
に
対
し
て
宴
会
が
催
さ
れ
、
特
に
正
月
の
場
合
は
節
会
に
参
加
さ
せ
て
酒
食
の
も
て
な
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薗

行
っ
た
。
こ
の
宴
会
は
養
老
玉
吟
令
元
日
条
に
み
え
る
よ
う
に
儀
侯
を
立
て
る
儀
で
あ
り
、
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
律
令
国
家
の
「
中
儀
」
で
、

天
皇
の
主
催
す
る
重
要
な
儀
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
酒
食
の
も
て
な
し
の
他
に
準
位
・
賜
禄
が
行
わ
れ
、
天
皇
の
徳
の
高
さ
を
使
者

に
み
せ
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
律
令
国
家
の
威
信
が
高
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
日
本
側
の
外
交
方
針
の
伝
達
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
重
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要
な
外
交
交
渉
の
場
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
宴
会
は
、
八
世
紀
初
め
か
ら
十
世
紀
初
め
ま
で
、
日
本
の
律
令
国
家
が
公
的
な
外
交
関
係
を
も
っ
た
期
間
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、

第
3
表
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
弘
仁
二
年
を
境
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。

　
即
ち
、
八
世
紀
初
め
か
ら
八
世
紀
末
の
延
暦
十
八
年
ま
で
は
、
宮
内
で
の
宴
会
は
、
正
月
以
外
の
場
合
、
一
回
で
、
そ
の
会
場
は
「
朝
堂
」

が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
時
に
天
皇
は
出
御
し
て
お
り
、
授
位
と
国
王
や
大
使
以
下
の
使
者
へ
の
「
賓
礼
」
の
一
要
素
と
し
て
の
前
馬
が
同
時

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
日
）

に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
続
紀
』
天
平
四
年
五
月
壬
戌
条
・
天
平
勝
宝
四
年
六
月
壬
辰
条
の
よ
う
に
目
本
側
の
外
交
方
針
の
宣
告
も
行

　
　
　
　
⑳

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
正
月
の
場
合
、
宮
内
で
の
宴
会
は
一
回
だ
け
の
時
も
あ
る
が
、
二
回
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
正
月
の
節
会

に
参
加
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
授
位
や
国
王
・
大
使
以
下
へ
の
「
賓
礼
」
と
し
て
の
賜
禄
が
あ
っ
た
日
が
本
来
の
使
者

へ
の
宴
会
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
八
世
紀
で
は
使
者
へ
の
宴
会
は
基
本
的
に
は
一
回
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
他
に

八
世
紀
に
お
い
て
は
第
3
表
の
如
く
、
執
政
大
臣
ク
ラ
ス
の
人
物
が
宮
外
の
私
宅
で
使
者
に
対
し
て
宴
会
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
公
的
な

宴
会
と
は
言
い
難
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
マ

　
一
方
、
第
3
表
で
弘
仁
二
年
以
降
の
宴
会
を
み
る
と
、
宮
内
で
は
ほ
ぼ
三
回
行
わ
れ
て
い
る
が
、
八
世
紀
の
場
合
と
同
様
の
視
点
か
ら
み
て
、

爵
位
や
「
賓
礼
」
と
し
て
の
雨
蛙
が
行
わ
れ
て
い
な
い
正
月
十
六
日
や
五
月
五
日
の
節
会
を
除
く
と
、
基
本
的
に
は
二
回
の
宴
会
が
行
わ
れ
た

と
言
え
よ
う
。
こ
の
二
回
の
宴
会
を
制
度
面
か
ら
見
る
と
、
　
『
延
喜
式
』
太
政
宮
蕃
客
入
朝
条
に
宴
会
に
か
か
わ
る
使
と
し
て
「
宜
衝
重
・
供

食
馨
二
人
、
羅
幾
」
・
み
や
『
本
朝
掌
文
奮
録
』
所
収
の
『
弘
仁
讐
・
『
延
毒
式
』
の
項
目
に
は
、
港
「
渤
畿
使
進
二

王
啓
三
物
儀
」
の
次
に
「
賜
二
渤
響
饗
蟻
三
二
号
碁
聖
儀
」
が
み
え
編
こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
・
九
世
紀
に
は
こ
の
二
つ
の
宴
会

が
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
実
態
面
で
は
、
第
3
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
宴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
に
は
次
の
よ
う
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。
最
初
の
宴
会
は
正
史
で
は
「
宴
」
・
「
賜
宴
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
会
場
は
豊
楽
院
で

あ
り
、
殆
ど
の
場
舎
、
天
皇
が
豊
楽
殿
に
出
御
し
て
い
る
記
載
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
酒
食
の
も
て
な
し
の
他
に
、
立
位
や
朝
服
の
賜
与
が
行
わ
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れ
た
。
賜
禄
が
行
わ
れ
た
記
載
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
　
『
延
喜
式
』
大
蔵
省
賜
蕃
客
例
言
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
「
賓
礼
」
の
一
要
素
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
国
王
や
大
使
以
下
の
使
者
へ
の
賜
禄
で
は
な
く
、
一
般
の
宴
会
に
つ
き
も
の
の
賜
禄
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
後
に
帰
国
親
近
か
に
行
わ
れ
た

二
度
目
の
宴
会
は
、
史
料
に
は
「
饗
」
・
「
賜
饗
」
と
表
記
さ
れ
、
こ
の
時
に
天
皇
の
出
御
は
な
く
、
太
政
官
の
議
政
官
を
中
心
に
臣
下
の
み
が

出
席
し
て
使
者
へ
の
酒
食
の
も
て
な
し
が
行
わ
れ
た
。
　
そ
し
て
、
　
こ
の
宴
会
の
宣
命
に
「
國
ホ
撃
退
夕
日
近
久
在
ホ
依
紙
奈
二
王
庫
隷
賜
些
井
底

（
大
使
名
省
略
）
蕩
禦
・
物
事
・
諺
響
且
喝
と
あ
・
よ
う
に
、
国
王
や
大
使
以
下
へ
の
聡
慧
」
と
し
て
の
賜
禄
も
行
わ
れ
た
・

　
こ
の
よ
う
に
、
恐
ら
く
、
八
世
紀
に
執
政
大
臣
ら
が
宮
外
の
私
宅
で
行
っ
て
い
た
使
者
へ
の
宴
会
の
存
在
を
背
景
に
、
九
世
紀
以
降
、
朝
集

堂
と
は
言
え
朝
堂
院
の
一
郭
で
太
政
官
の
議
政
官
を
中
心
に
催
さ
れ
る
宴
会
（
「
賜
饗
」
）
も
、
天
皇
の
主
催
す
る
宴
会
（
「
賜
宴
」
）
と
並
び
律

令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
一
行
事
と
し
て
定
着
し
た
と
言
え
る
。

第
五
節
　
国
書
－
慰
労
詔
書
と
太
政
官
牒
1

日本の律令国家の「賓礼」　（賑島）

　
宴
会
も
滞
り
な
く
終
わ
る
と
、
京
内
で
の
最
後
の
行
事
と
し
て
国
書
を
使
者
に
授
与
し
た
と
い
う
記
事
が
正
史
等
に
散
見
す
る
。
既
述
し
た

よ
う
に
、
返
礼
と
し
て
国
書
を
使
者
に
授
与
す
る
こ
と
も
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
一
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
の
儀
式
は
鴻
櫨
館
に
使
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

派
遣
し
て
授
与
す
る
例
が
『
続
後
干
』
等
に
み
え
る
程
度
で
、
八
世
紀
に
お
け
る
儀
式
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
国
書
の
授
与
の
場
合
は
そ
の

儀
式
次
第
に
意
味
が
あ
っ
た
と
言
う
よ
り
も
、
国
書
の
内
容
が
正
史
等
に
屡
々
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
書
式
・
発
給
手
続
こ
そ
重
要
な
意

味
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
本
節
で
は
こ
の
点
を
申
心
に
考
察
す
る
。

　
使
者
が
帰
国
す
る
際
に
授
与
さ
れ
た
国
書
は
律
令
国
家
が
公
的
な
外
交
を
行
っ
た
期
間
を
通
し
て
発
給
さ
れ
続
け
る
が
、
こ
こ
で
も
九
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
な
っ
て
変
化
が
み
ら
れ
る
。
第
3
表
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
八
世
紀
初
め
か
ら
天
長
三
年
ま
で
は
、
使
者
に
授
与
し
た
外
交
文
書
と
し
て
は
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

皇
の
国
書
が
唯
一
で
、
そ
れ
も
外
国
王
に
宛
て
た
慰
労
詔
書
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
承
和
九
年
か
ら
は
、
そ
れ
以
外
に
、
太
政
官
が

渤
海
の
中
台
省
に
宛
て
た
太
政
官
牒
も
一
緒
に
出
さ
れ
て
い
る
。
太
政
官
牒
は
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
国
家
間
の
外
交
意
志
伝
達
の
上
で
、
慰
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労
詔
書
と
同
じ
か
或
は
そ
れ
に
准
じ
る
国
際
文
書
と
し
て
の

機
能
を
果
し
て
い
る
。
ま
た
、
使
者
を
入
京
さ
せ
ず
、
渤
海

王
の
国
書
は
受
納
し
な
い
が
、
中
台
省
牒
は
受
理
し
て
太
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

官
牒
の
み
を
送
っ
た
事
例
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

二
通
の
国
際
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
寸
寸
紀
』

以
後
の
正
史
等
の
国
書
授
与
記
事
以
外
に
、
　
『
延
喜
式
』
太

政
官
蕃
客
入
朝
条
に
「
賜
勅
書
使
・
賜
太
政
官
牒
使
各
二
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

一
働
一
目
輸
蝿
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

　
で
は
、
か
か
る
二
通
の
国
際
文
書
の
発
給
と
い
う
変
化
を

ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
国

書
に
関
連
し
て
問
題
に
さ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、

『
令
集
解
』
公
式
令
詔
書
式
条
の
「
化
外
人
」
に
詔
を
告
げ

る
際
に
用
い
る
天
皇
の
称
号
の
規
定
や
明
法
家
の
解
釈
で
あ

る
。
し
か
し
、
養
老
公
式
令
の
詔
書
式
に
規
定
さ
れ
た
「
明

神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
」
・
「
明
神
御
宇
天
皇
詔
旨
」
と
い
う

表
現
が
冒
頭
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
国
内
で
外
国
使
節
に
詔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
告
げ
る
場
合
で
あ
り
、
対
外
的
に
は
さ
ほ
ど
音
心
証
を
な
さ

な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
公
式
令
詔
書
七
条
に
よ
る
外
国

便
節
へ
の
詔
の
文
言
や
発
給
手
続
と
実
際
に
授
与
さ
れ
た
酒

薬
5
蓑
　
国
書
の
習
頭
の
二
尉
式

番号A　e　o 2　1113 1211111019i81716151414

酪
呆
年
号
脂

国
書
の
表
現

国
書
の
冒
頭
の
欝
式
　
　
繊
　
　
典
〔

鵬
慶
雲
・
年
聰
二
二
其
王
勅
書
一
日

天
皇
敬
問
雌
新
羅
王
H
　
　
続

紀

tt

　tt

　3

年

11／3

賜
・
一
新
羅
国
王
勅
書
一
日
　
天
皇
敬
問
二
三
羅
国
王
一

11

罵
神
亀
・
年
三
賜
二
璽
日
一
日

勅
（
亡
つ
た
新
羅
重
臣

金
順
当
の
死
を
悼
む
）

〃
）

753 728

〃
5
年
媚賜
一
連
王
璽
書
一
日

置
皇
敬
無
二
渤
海
無
電
一

11

縣
・
年
砺

賜
二
薄
書
一
日

天
皇
三
間
二
渤
海
国
王
一

tt

㎜
舞
・
年
蘇
州
工
高
麗
詔
書
一
碍

天
皇
敬
問
二
高
麗
国
王
一

It

麗
竃
・
年
撚
二
二
渤
海
玉
書
一
云

天
皇
敬
問
二
高
麗
国
王
一

ノノ

辮
　
〃
8
年
鋼
賜
南
海
王
書
脅

天
皇
敬
問
二
渤
海
国
王
一

tt

拗
　
〃
輩
痂
賜
・
璽
書
白

天
皇
敬
問
一
一
新
羅
国
王
一

tt

㎜
〃
輩
姉
賜
・
其
壷
誓

天
皇
敬
問
二
渤
海
国
王
一
　
後

歯

脚
　
弘
仁
－
年
姻
賜
・
国
王
長
日

云
云
（
『
後
山
』
数
学
、

喝
紀
略
葡
に
よ
っ
た
た
　
工

め
抄
録
）

略

帽
〃
・
年
職
賜
・
董
書
白

天
皇
嘉
言
謡
渤
海
国
王
一
　
後

紀
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国
王
宛
て
の
国
書
の
そ
れ
と
が
区
別
さ
れ
ず
に
混
然
と
考
え

ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
正
史
に
引
用
さ
れ
る
天
皇
が
外
国
王
に
宛
て
た
国
書
の
冒

頭
の
書
式
は
第
5
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
全
て
　
「
天
皇
敬

目
玉
（
国
名
）
王
一
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
延
喜
式
』
申
務
省

に
み
え
る
慰
労
詔
書
式
と
同
じ
で
あ
り
、
一
般
に
こ
の
冒
頭

の
文
言
を
用
い
た
書
式
の
も
の
が
実
際
の
国
書
と
さ
れ
て
い

る
。
　
『
延
喜
式
』
か
ら
慰
労
詔
書
の
書
式
を
示
す
こ
と
に
す

る
が
、
通
常
の
詔
書
式
も
そ
の
前
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

比
較
の
た
め
に
両
者
を
示
す
。

詔
書
式

詔
云
云
主
者
施
行
、

　
　
　
　
　
　
　
年

月
御
盤
日

　
中
務
卿
旧
臣
姓
名
宣

　
中
務
大
輔
位
臣
姓
名
奉

　
中
務
少
輔
位
臣
姓
名
行

慰
勢
詔
書
式

天
皇
敬
問
云
云
軟
欝
幽
亦
隷
聾
鰍
燗
↓

　
　
　
　
　
　
　
年
　
月
御
甕
日

26 25　1　24　1　23　1　22　1　21　1　2e　1　19　1　18　1　17　1　16　1　15

816 815

〃
6
年
腰
賜
・
欝

一
二
笛
渤
華

n

〃
7
年
　
囎
　
賜
二
渤
海
王
書
一
日

［
董
篇
渤
海
王
二
墾
九
四

樋
1
μ
障
画
堕
漸
璽
書
一
日

躍
〃
華
吻
賜
・
竪
書
・
・
　
天
皇
敬
閏
一
誰
三

笠
劉
．
冷

川
嘉
祥
・
年
算
黎
昌

㎜
貞
観
・
年
吻
賜
・
渤
瀦
焉
菖
・

872

　n

14

年

5／25

勅
書
田

脇
元
慶
・
年
臓
付
二
勅
書
一

州
寛
平
・
年
棚

遣
ゴ
渤
海
一
勅
書

鵬
延
喜
・
年
鵬
給
・
醤

天
皇
敬
問
二
渤
海
国
王
胴

天
皇
敬
問
二
渤
海
国
王
H

天
皇
敬
問
二
渤
海
国
手

天
皇
敬
問
二
渤
海
国
王
一

天
皇
敬
問
雌
渤
海
国
王
一

類
史
一
九
四

類
史
｝
九
四

紀
　
　
　
口

蓋
後
　
紀

〃

三

軸

三
　
　
　
実

菅
家
文
草

三

実

紀

略

扶
桑
略
記
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中
務
卿
位
臣
姓
名
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
務
大
輔
位
臣
姓
名
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
務
少
輔
位
臣
姓
名
行

　
詔
書
・
慰
労
詔
書
の
書
式
の
規
定
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
務
省
式
の
た
め
中
務
省
に
か
か
わ
る
部
分
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
従
っ
て
通
常
の
詔
書
式
で
は
、
こ
の
後
、
養
老
公
式
令
詔
書
式
条
に
み
え
る
よ
う
に
、
太
政
大
臣
・
左
右
大
臣
・
大
納
言
の
署
名
、

そ
の
次
に
「
詔
書
如
レ
右
、
講
奉
　
レ
詔
、
付
レ
外
施
行
、
謹
言
、
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
年
月
日
が
書
か
れ
て
最
後
に
天
皇
が
「
可
」
と
書
き

入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
詔
書
の
発
給
手
続
は
同
じ
公
式
令
詔
書
式
条
に
「
右
御
霊
日
者
、
留
二
中
務
省
一
業
レ
案
、
別
爲
二
一

通
一
印
署
、
邊
二
太
政
官
ハ
大
納
言
覆
奏
、
甕
レ
可
詑
、
留
為
レ
案
、
更
爲
二
一
通
ハ
誰
詑
施
行
、
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
通
常
の
詔
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

発
給
手
続
を
弘
め
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
ま
ず
、
天
皇
の
意
を
う
け
て
内
記
が
起
草
し
た
も
の
に
天
皇
が
年
月
β
を
書
き
入
れ
る
。
そ
れ

は
中
務
に
留
め
て
案
と
し
て
別
に
一
通
を
写
し
、
中
務
の
卿
・
大
少
輔
が
署
名
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
宜
」
・
「
奉
」
・
「
行
」
と
書
い
て
太
政
官
に
送

る
。
太
政
官
で
は
太
政
大
臣
以
下
が
自
署
を
加
え
、
大
納
言
が
覆
奏
す
る
と
天
皇
が
「
可
」
と
書
く
。
以
上
の
正
文
は
太
政
官
に
留
め
、
更
に

一
通
写
し
て
こ
れ
を
施
行
す
る
。
か
か
る
複
雑
な
詔
書
発
給
手
続
の
う
ち
、
太
政
大
臣
以
下
の
署
名
や
大
納
言
の
覆
輪
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
天
皇
と
太
政
官
の
関
係
や
日
本
の
律
令
国
家
が
専
制
国
家
か
貴
族
制
国
家
か
、
と
い
っ
た
国
家
の
権
力
構
造
や
性
格
を
論
じ
る
際
に
屡
々

取
り
上
げ
ら
れ
る
問
題
で
も
あ
⑱
も
し
・
慰
労
詔
書
の
発
給
手
続
も
響
の
難
業
旧
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
署
と
・
日
本
の
律
令
国
家
の

外
交
権
を
続
る
太
政
官
の
関
与
が
当
初
か
ら
比
較
的
強
か
っ
た
と
い
う
解
釈
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
先
に
示
し
た
『
延
喜
式
』
中
務
省
の
詔
書
式
や
慰
労
詔
書
式
の
次
に
続
く
規
定
よ
り
、
慰
労
詔
書
は
通
常
の
詔
書
と
発
給
手
続
が

異
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
凡
季
馨
藩
、
使
三
内
賢
三
省
頸
霧
雨
入
忌
門
謹
就
・
版
位
廓
奉
・
勲
執
・
詔
書
筥
一
退
出
、
難
論
篤
三
郵
黙
豊
強
馨
ハ
霧
錬

　
こ
の
規
定
は
前
条
の
詔
書
式
・
慰
労
詔
書
式
の
規
定
を
う
け
る
も
の
で
、
通
常
の
詔
書
の
発
給
手
続
は
先
の
公
式
令
詔
書
式
条
の
そ
れ
と
同
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じ
く
、
内
裏
か
ら
中
務
省
に
齋
ら
さ
れ
た
詔
書
は
「
別
言
網
一
一
通
ハ
印
署
邊
二
太
政
官
ご
と
い
う
手
続
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
慰
労
詔

書
の
場
合
は
、
割
注
に
「
不
レ
二
二
此
限
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
太
政
官
へ
の
送
付
・
太
政
大
臣
以
下
の
署
名
・
大
納
言
の
覆
奏
と
い
っ
た
太
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

官
が
関
与
す
る
手
続
が
行
わ
れ
ず
、
詔
書
式
と
し
て
は
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
『
延
喜
式
』
の
規
定
は
金
岡
本
の
簸
頭
標
目
に
よ
る
と
『
弘
仁
式
』
に
も
存
在
し
た
ら
し
く
、
既
述
の
如
く
『
鎧
鼠
』
に
引
用
さ

れ
た
外
国
王
宛
の
国
書
は
全
て
「
天
皇
敬
問
」
で
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
延
喜
式
』
の
慰
労
詔
書
式
の
冒
頭
の
書
式
と
一
致
す
る
。
従
っ

て
、
こ
れ
ら
の
書
式
・
発
給
手
続
は
少
く
と
も
『
弘
仁
式
』
ま
で
遡
り
、
恐
ら
く
は
八
世
紀
初
め
か
ら
、
太
政
官
は
、
制
度
上
、
慰
労
詔
書
式

で
書
か
れ
る
国
書
の
発
給
手
続
に
関
与
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ

　
ま
た
、
「
不
レ
在
二
此
限
こ
と
さ
れ
、
中
務
か
ら
太
政
官
に
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
慰
労
詔
書
が
使
者
に
授
与
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
は
、

『
延
喜
式
』
の
内
記
・
主
鈴
式
に
次
の
規
定
が
あ
る
。

　
　
　
内
記
式

　
　
凡
賜
溺
海
答
蜜
日
、
内
記
從
レ
使
赴
二
子
客
館
ハ

　
　
凡
三
二
渤
海
國
一
勅
需
鹸
、
騰
上
書
二
封
字
ハ
幽
上
頭
書
二
中
務
省
三
字
ハ

　
　
　
主
鈴
式

　
　
凡
轟
丼
慧
函
、
及
郵
渤
海
野
勅
書
、
太
政
官
牒
者
、
主
鋳
・
之
、
男
面
裾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
て

　
つ
ま
り
、
慰
労
詔
書
の
本
文
は
中
務
の
内
記
と
主
鈴
が
別
紙
に
包
み
、
恐
ら
く
は
そ
の
表
に
、
渤
海
王
に
宛
て
る
場
合
な
ら
「
日
本
國
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

敬
問
渤
海
三
王
書
」
な
ど
と
書
か
れ
、
函
に
入
れ
ら
れ
た
。
面
上
は
臓
で
封
印
さ
れ
、
そ
の
上
に
「
封
」
、
ま
た
函
の
上
方
に
「
中
務
省
」
と

書
か
れ
る
。
封
印
の
終
わ
っ
た
慰
労
詔
書
は
、
　
「
賜
勅
書
使
」
と
と
も
に
内
記
が
鴻
縢
館
に
赴
い
て
、
使
者
に
授
け
ら
れ
る
。
慰
労
詔
書
が
授
・

与
さ
れ
・
ま
で
の
最
後
の
過
程
で
も
霧
の
官
人
藻
幽
与
し
て
い
・
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
こ
の
よ
う
に
、
恐
ら
く
は
八
世
紀
初
め
よ
り
、
慰
労
詔
書
は
、
制
度
上
、
天
皇
と
中
務
だ
け
で
発
給
で
き
た
ら
し
い
。
か
つ
て
石
母
田
氏
は
　
7
3



第
6
表
　
国
際
文
書
と
し
て
の
牒
を
用
い
た
外
交

1

759

番号
西　暦

2A3456789101112

764778804828836842tt845849859861

旧
本
年
号

舞
・
年〃

8
年

宝
亀
9
年

延
暦
2
3
年

天
長
5
年

承
湘
3
年

〃
9
年

〃
9
年

〃
1
2
年

嘉
祥
2
年

貞
観
1
年

〃
3
年

外
国
か
ら
日
本
へ
の
牒

10／181月／日

日
本
か
ら
外
国
へ
の
牒

7／19
10／23

11／132
2

／
／
1
9
ρ

12／31／103／612／53／145／105／21

発
　
　
給
　
　
蓑
現

出
　
先
頃

　
　
　
　
舟

発
　
　
給
　
　
表
現
　
　
宛
　
　
先

出
典

翌日

渠i

牒

（
太
政
官
力
）

続
紀

（
新
羅
）

執
事
省

牒

大
宰
府
　
　
1
9
　
大
宰
府

（
乾
政
理
）
　
7
／
　
　
（
乾
政
官
）

報
牒
　
　
執
購
省

Il

（
唐
）
　
　
　
　
牒
　
　
　
在
唐
中
の

中
書
門
下
　
　
（
勅
牒
）
　
遣
唐
使

〃
）

鵬
太
政
官

牒
　
　

（
執
事
省
力
）
　
後
　
紀

中
台
省

＊
牒

（
太
政
官
）

三
代
格
天

日
史
充
四

紀
略

執
事
省

牒
　
　
太
政
官

＠／13

太
政
官

牒
　
　
執
事
離

日
後
紀

新
羅
の
閻

丈

牒
　
　
筑
前
国

tr

中
台
省

＊
牒

太
政
官
　
鯉
壁
土

露
白
墨
　
　
中
台
省

n

（
新
羅
）

康
州

諜

tt

中
台
省

＊
牒
　
　
太
政
官

職
姦
官

＊
牒
　
　
中
台
省

tr

中
台
省

＊
牒

（
太
警
）
伽

太
政
官
　
　
　
寧
送
牒
　
　
中
台
省

三
実

中
台
省

＊
牒

（
太
警
）
謝

太
政
官
　
　
　
＊
思
慮
　
　
中
台
省

tt
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13

870

　tt

　12
年

11／13

新
羅
国

牒
（
大
宰
少
峨
）

14

肥
〃
葦
鵬
中
皿

＊
牒
　
　
太
政
官

5／25

太
政
官

〃

＊
牒
　
　
中
台
省

tr

一15

W73

〃
1
5
年
7／8

渤
海
国

牒
書

唐

〃
一

16

解
元
慶
・
年
遡

中
台
省

＊
牒
　
　
太
政
官

171819　2022 21

883

tt

7

年

晒
仁
和
・
年
吻

執
事
省

牒

蹴
寛
平
・
年
吻

中
台
省

＊
牒

894

rt

6

年

908

延
喜
　8

年

脚
　
〃
・
・
年
脚

（
中
台
省
）
　
＊
牒
状

　23

901

－vX23

延
喜
年
間

日
本
国

太
政
官

（
太
政
官
）

6／185／126／29225／ユ55／ユ8

太
政
官

太
政
宮

太
政
官

（
太
政
大
臣
）

太
政
官

太
政
官

太
政
官

大
宰
府

＊
牒

（
中
台
省
）
　
　
都
落
文
集

＊
牒

（
中
台
省
）
　
　
三
　
実

n

＊
賜
牒
　
　
（
中
台
省
）

　　本紀

　　朝

　　文略

ヨ粋

　
　
　
在
唐
僧

牒　
　
　
中
理

魏
諄
）

＊
官
牒
　
　
（
中
台
省
）
　
　
扶
桑
略
記

＊
返
牒
　
（
中
台
省
）
　
紀
略

返
牒
　
　
新
羅
国

本
朝
文
粋

　
　
三

。
＊
印
は
、
国
書
（
慰
労
詔
書
・
王
啓
）
に
准
じ
る
国
際
文
書
と
し
て
の
膿
を
示
す
。

。
3
は
唐
國
内
で
遣
唐
葭
本
使
の
入
京
に
関
し
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
2
0
は
在
々
僧
中
瑠
に
太
政
官

が
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
に
他
の
例
と
は
性
格
を
や
や
異
に
す
る
。

・
6
の
月
・
田
欄
で
⑤
ぱ
閏
五
月
を
示
す
。

。
1
5
は
漂
着
し
た
遣
唐
渤
海
使
が
齎
ら
し
た
も
の
で
証
本
に
宛
て
た
も
の
で
は
な
い
が
参
考
と
し
て
掲
げ
た
。

・
牒
に
よ
る
外
交
の
早
い
例
は
、
　
『
善
隣
国
宝
記
』
巻
上
所
引
「
海
外
国
記
」
天
智
天
皇
三
年
条
に
み
え
る

が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
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⑭

日
本
の
律
令
国
家
の
外
交
権
が
天
皇
権
力
に
所
在
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
の
事
実
は
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
事
例
と
言
え
よ
う
。

　
か
か
る
慰
労
詔
書
の
発
給
手
続
に
関
す
る
事
実
を
も
と
に
、
本
節
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
承
和
九
年
か
ら
国
家
間
の
外
交
意
志
伝
達
に
お
い
て

天
皇
の
慰
労
詔
書
と
と
も
に
太
政
官
牒
が
並
ん
で
発
給
さ
れ
続
け
る
と
い
う
変
化
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
憶
測
さ
れ
る
。
即
ち
一
太
政
官

は
、
制
度
的
に
慰
労
詔
書
の
発
給
手
続
に
関
与
で
き
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と
は
別
に
、
慰
労
詔
書
に
准
じ
る
国
際
文
書
と
し
て
の
太
政

　
　
　
　
　
　
＠

官
牒
を
発
給
し
、
外
交
へ
の
か
か
わ
り
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
6
表
の
如
く
、
牒
を
用
い
た
外
交
は
奈
良
時
代
後
半
か
ら
見
え
、
主
に
新
羅
執
事
省
や
渤
海
中
台
省
と
日
本
の
太
政
官
の
問
で
行
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
延
暦
年
間
以
前
の
牒
は
、
　
「
賓
礼
」
と
し
て
使
者
に
授
与
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
臨
時
に
単
独
で
発
給
さ
れ
、
国
王
が
国
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
宛
て
た
国
書
と
と
も
に
き
ま
っ
て
齎
ら
さ
れ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
長
四
年
十
二
月
に
来
朝
し
た
渤
海
使
を
初
見
と
し
て
、

以
後
ず
っ
と
渤
海
使
は
王
啓
（
国
書
）
と
と
も
に
中
台
省
牒
を
齋
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
承
和
九
年
か
ら
日
本
の
律
令
国
家
も
天
皇
が

発
給
す
る
慰
労
詔
書
と
と
も
に
そ
れ
に
准
じ
る
国
際
文
書
と
し
て
の
太
政
官
牒
を
「
賓
礼
」
の
一
行
事
と
し
て
授
与
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

従
来
は
付
加
的
な
存
在
で
あ
っ
た
太
政
官
牒
は
、
遅
く
と
も
九
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
慰
労
詔
書
に
准
じ
た
国
際
文
書
の
地
位
に
昇
格
し
、
国
家

意
志
伝
達
の
扁
翼
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
国
書
の
発
給
面
に
お
い
て
も
変
化
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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①
　
　
『
延
喜
式
』
太
政
宜
蕃
客
入
朝
条
・
治
部
省
蕃
客
入
朝
条
参
照
。

②
　
『
令
集
解
』
賦
役
令
車
牛
人
力
条
・
儀
制
令
五
行
条
に
引
か
れ
る
明
法
家
の
説
、

　
『
令
義
解
』
軍
防
令
堆
紅
出
入
条
．
雑
令
蕃
使
往
還
条
、
　
『
延
喜
式
』
玄
蕃
寮
諸

　
蕃
人
条
、
等
参
照
。

③
『
令
義
解
』
軍
費
令
節
刀
条
で
は
、
「
凡
大
将
出
征
、
皆
授
二
節
刀
「
（
中
略
）

　
凱
旋
幻
日
、
奏
遣
レ
使
郊
勢
、
」
に
注
釈
し
て
、
　
「
郊
王
者
、
桜
唇
日
レ
郊
、
賓
至

　
迎
コ
勢
之
於
郊
ハ
是
也
、
」
と
あ
る
。
ま
た
『
令
抄
隔
（
『
群
書
類
従
』
六
所
収
）
軍

　
防
令
に
、

　
郊
勢
、
左
傳
日
、
入
有
二
郊
勢
門
注
云
、
賓
至
迎
胡
勢
之
翼
端
一
也
、
古
記
云
、

　
　
邑
外
京
外
、
唯
遠
近
臨
レ
時
定
耳
、

　
と
み
え
る
。
郊
労
の
儀
は
、
外
国
使
節
に
対
し
て
行
う
他
に
、
節
刀
を
う
け
天
豊

　
大
権
の
｝
最
た
る
軍
纂
大
権
や
刑
罰
権
を
委
譲
さ
れ
た
将
軍
が
凱
旋
す
る
日
、
勅

　
使
を
派
遣
し
て
将
軍
ら
を
迎
労
す
る
儀
で
も
あ
っ
た
。
大
使
も
節
刀
等
に
象
徴
さ

　
れ
る
よ
う
に
、
一
般
に
、
國
王
か
ら
使
節
｝
行
に
対
す
る
刑
罰
権
を
委
ね
ら
れ
て

　
お
り
、
郊
労
の
儀
は
職
権
と
密
接
に
か
か
わ
る
儀
式
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
六
日
）

④
　
『
続
紀
』
和
銅
七
年
十
二
月
己
卯
条
・
宝
亀
十
年
四
月
庚
子
条
参
照
。
な
お
、

　
こ
の
時
の
儀
式
に
つ
い
て
は
、
瀧
用
政
次
郎
「
羅
城
．
羅
城
門
を
中
心
と
し
た
我

　
が
国
都
城
制
の
研
…
究
」
　
（
『
京
制
並
都
城
制
の
研
究
』
　
一
九
六
七
年
）
参
照
。
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⑤
山
崎
（
「
河
霧
」
）
付
近
（
・
霧
紀
暴
究
年
三
恥
麗
額
や
山
科
（
『
三

　
実
』
貞
観
十
四
年
五
月
十
五
B
甲
申
条
・
元
慶
七
年
四
月
廿
八
日
甲
子
条
）
で
行

　
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
八
日
）

⑥
。
続
後
高
。
承
和
九
選
黎
峯

　
　
『
続
紀
』
宝
亀
八
年
四
月
辛
卯
条
に
「
太
政
官
遣
レ
使
慰
」
問
史
都
蒙
等
ご
と

⑦　
あ
り
、
太
政
宮
は
使
を
遣
わ
し
、
前
日
に
入
京
し
た
渤
海
使
を
「
慰
問
」
し
て
い

　
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
で
は
太
政
官
が
客
館
に
使
を
派
遣
し
た
こ
と
が
明
確
に
判

　
る
例
は
こ
れ
の
み
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
『
延
喜
式
』
に
言
う
「
慰
勢
使
」
と

　
「
勢
間
使
」
の
違
い
が
あ
っ
た
か
否
か
は
定
め
難
い
。

⑧
　
　
『
延
穫
式
』
左
右
近
衛
府
．
左
右
衛
門
府
・
左
右
兵
衛
府
の
そ
れ
ぞ
れ
の
大
儀

条
参
照
。
な
お
、
左
右
衛
門
府
式
大
儀
条
は
第
三
節
に
引
用
し
た
。

⑨
石
母
田
前
掲
「
天
皇
と
『
諸
蕃
』
」
に
は
、
B
本
の
律
令
国
家
の
支
配
者
贋
が

律
令
国
家
や
王
権
を
唐
・
朝
鮮
半
島
諸
国
・
日
本
列
島
辺
境
諸
種
族
に
対
し
、
法

　
制
的
に
ど
の
よ
う
に
位
罹
付
け
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
工
藤
雅
樹
「
古
代
評
家
と
蝦
夷
」
（
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
一
二
一
九
八
二
年
）
。

⑪
鍋
田
前
掲
「
古
代
の
賓
礼
を
め
ぐ
っ
て
」
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑫
元
日
朝
賀
の
儀
に
つ
い
て
は
、
倉
林
正
次
『
饗
宴
の
研
究
儀
礼
網
煽
（
一
九
六

葦
）
、
所
功
覇
賀
儀
委
の
成
立
」
（
『
鵬
霧
嘆
讐
本
古
代
史
論
苑
』

　
一
九
八
三
年
）
参
照
。
元
日
朝
賀
の
儀
は
延
穫
年
間
よ
り
小
朝
揮
が
公
的
儀
式
と

　
認
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
次
第
に
衰
退
し
て
行
く
。

⑬
そ
の
う
ち
列
立
の
次
第
に
つ
い
て
は
井
上
充
失
『
日
本
建
築
の
空
間
咄
（
｝
九

　
六
九
年
）
参
照
。

⑭
　
な
お
、
こ
の
元
日
朝
賀
の
儀
…
を
姶
㎝
め
国
書
・
僻
一
物
受
納
の
儀
や
使
者
へ
の
宴
ム
本

　
は
平
城
宮
で
は
大
極
殿
－
朝
覚
を
用
い
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
平
安
宮
で
は
天

　
皇
が
出
御
す
る
大
極
殿
院
の
大
極
殿
閤
門
が
撤
去
さ
れ
寵
尾
道
に
変
わ
る
。
か
か

る
儀
揚
の
変
化
は
大
極
殿
一
朝
堂
を
用
い
た
「
賓
礼
」
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

　
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
平
城
宮
で
は
天
皇
が
大
極
殿
墓
門
に
出
御
し
て
行
わ

　
れ
て
い
た
外
國
使
節
へ
の
宴
会
は
、
平
安
宮
で
は
豊
楽
院
と
朝
集
堂
で
劉
々
の
日

　
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
第
四
簸
参
照
）
。
ま
た
、
九
世
紀
前
半
か
ら
は
「
蕃

　
客
」
参
潴
の
元
日
朝
賀
は
行
わ
れ
ず
、
国
書
・
僧
物
受
納
の
儀
に
天
皇
が
出
御
し

　
な
く
な
る
（
第
三
節
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
九
世
紀
に
な
り
次
第
に
大
極
殿
－
朝

　
堂
で
は
、
天
皇
の
出
御
の
あ
る
「
賓
礼
」
は
行
わ
れ
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
私

　
は
、
大
極
殿
閤
門
が
撤
去
さ
れ
る
以
前
は
、
元
臼
朝
賀
の
儀
に
「
蕃
客
」
が
参
加

　
す
る
場
合
、
　
『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
に
お
け
る
武
官
の
列
立
位
置
の
通
常
時
と

　
の
相
違
か
ら
考
え
て
、
天
皇
は
大
極
殿
閤
門
に
出
御
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は

　
な
い
か
と
想
定
し
て
い
る
。
岸
俊
男
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
平
城
宮
の
大
極
殿
閤

　
門
は
、
構
造
上
、
唐
長
安
城
の
太
極
宮
で
は
中
国
の
伝
統
的
都
城
構
造
の
う
ち

　
「
外
朝
」
に
あ
た
る
承
天
門
に
対
応
し
、
実
際
に
も
「
外
朝
」
の
機
能
を
果
し
た

　
と
い
わ
れ
る
（
岸
前
掲
「
難
波
宮
の
系
譜
」
）
。
第
一
章
第
…
節
で
述
べ
た
よ
う
に

　
「
外
朝
」
の
機
能
に
は
外
交
面
、
特
に
「
賓
礼
」
の
機
能
も
含
ま
れ
て
い
た
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
註
1
＞

　
か
る
機
能
を
果
し
て
い
た
大
極
殿
闇
門
が
撤
去
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の
律
令
国

　
家
の
外
交
権
の
所
在
を
考
え
る
上
で
も
注
臼
さ
れ
る
。

⑮
新
羅
使
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
書
を
齎
さ
ず
、
当
言
の
口
奏
が
行
わ
れ
る
隠
も

　
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
こ
の
儀
を
国
書
・
信
物
受
納
の
儀
と
称
す
る
こ

　
と
に
す
る
。

⑯
　

『
開
元
礼
』
の
冒
「
受
売
蕃
國
隠
里
及
幣
幽
」
偽
…
に
お
い
て
も
典
儀
が
　
「
庭
實

　
位
」
を
「
使
者
位
」
の
前
に
設
け
て
お
り
、
唐
墨
に
狩
倉
し
て
い
る
。

⑰
『
令
集
解
』
宮
衛
令
元
岡
条
に
、

　
　
凡
元
日
朔
日
、
（
注
略
）
若
有
闘
一
聚
集
ハ
（
注
略
）
及
蕃
客
宴
會
僻
見
、
皆
立
二
儀

　
　
　
　
（
前
略
）
古
記
云
、
蕃
客
宴
會
二
見
、
左
大
臣
以

　
　
侯
噛

　
　
　
　
上
任
授
、
黒
黒
立
レ
鹸
、
売
昌
舞
鉦
鼓
一
也
、
（
後
略
）

　
と
あ
る
。
古
記
よ
り
蕃
客
の
宴
会
・
辞
見
に
つ
い
て
は
大
宝
令
ま
で
遡
る
こ
と
が

　
判
る
。

⑯
註
⑧
参
照
。

⑲
第
3
袈
参
照
。
『
続
紀
』
で
は
必
ず
し
も
天
皇
臨
御
の
記
載
は
な
く
、
そ
の
記
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（
五
目
）

　
載
の
あ
る
初
見
は
神
亀
三
年
六
月
辛
亥
条
で
あ
る
。

⑳
　
　
『
令
集
解
』
職
員
令
中
務
省
条
の
中
務
卿
の
職
掌
の
一
つ
「
受
副
納
上
表
こ
に

　
つ
い
て
、
義
解
は
「
謂
、
凡
上
落
渚
、
不
レ
由
二
太
政
官
ハ
章
疏
二
中
務
省
噛
々
受

　
　
　
　
（
天
皇
）

　
取
奏
讃
進
至
奪
一
也
、
」
と
あ
り
、
上
表
文
は
太
政
官
を
経
ず
、
中
務
を
経
由
し
て

　
天
皇
に
奏
進
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。
な
お
明
法
家
の
解
釈
に
は
上
表
も
や
は
り
太

　
政
官
に
提
出
さ
れ
、
太
政
宮
が
中
務
を
召
し
て
奏
聞
さ
せ
た
と
い
う
説
（
跡
記
）

　
も
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
の
念
頭
に
あ
る
の
は
恐
ら
く
宮
人
の
上
表
で
あ
り
、
唐
で

　
は
中
書
侍
郎
が
使
者
か
ら
癬
雷
を
取
り
次
い
で
皇
帝
に
奏
上
し
て
い
る
の
で
（
第

　
一
章
第
一
節
と
第
一
章
の
識
⑧
・
⑳
参
照
）
、
国
書
の
受
納
手
続
に
涌
し
て
は
義

　
解
の
解
熱
（
穴
記
も
同
じ
）
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
第
3
表
の
弘
仁
元
年
～
十
三
年
・
の
備
考
欄
…
（
2
6
～
3
0
）
参
照
。

＠
　
弘
仁
元
年
～
二
年
、
五
年
～
六
年
で
は
闘
謝
す
る
都
分
は
『
後
紀
』
が
存
在
す

　
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
書
・
儒
物
受
納
の
儀
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
そ

　
れ
は
『
後
刷
』
の
散
逸
の
た
め
で
は
な
く
、
『
後
紀
』
の
編
纂
方
針
と
言
え
よ
う
。

　
か
か
る
編
纂
方
針
の
背
景
に
は
「
大
儀
」
た
る
こ
の
儀
の
意
義
の
低
下
を
予
想
さ

　
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
R
岬
）

㊥
　
　
『
続
後
紀
』
承
和
九
年
三
月
辛
丑
条
．
蕪
祥
二
年
三
月
戊
辰
条
、
　
『
豊
実
』
貞

　
観
元
年
五
月
十
日
乙
丑
条
・
貞
観
十
四
年
五
月
十
八
日
丁
亥
条
・
元
慶
元
年
四
月

置
十
八
日
己
丑
条
参
照
。
但
し
、
貞
観
十
四
年
の
場
合
は
鴻
古
習
で
の
検
領
記
事
で

　
あ
る
。

⑭
　
　
『
大
日
本
史
料
』
一
篇
五
巻
に
引
用
さ
れ
る
記
禦
で
は
こ
の
簡
所
を
「
令
」
と

　
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
用
い
た
大
日
本
古
記
録
本
の
『
貞
信
公
記
』
の
こ

　
の
条
の
底
本
で
あ
る
天
理
図
函
館
所
蔵
（
九
条
家
蘭
蔵
）
古
写
本
の
写
真
複
製

　
（
『
貞
信
公
御
記
抄
・
九
条
殿
御
記
』
　
一
九
八
○
年
）
で
該
当
箇
所
の
墨
形
を
前

　
後
の
「
令
」
の
字
形
と
比
べ
る
限
り
、
こ
の
部
分
を
「
令
」
と
読
む
に
は
慎
重
に

　
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

㊥
　
第
3
表
参
照
。
な
お
、
延
喜
八
年
の
場
ム
ロ
は
天
皇
出
御
』
の
記
載
は
な
い
が
、
こ

　
れ
は
出
典
が
『
貞
信
公
記
抄
』
で
あ
る
た
め
抄
録
の
際
に
出
御
の
記
載
が
省
略
さ

　
れ
た
と
考
え
た
い
。

⑳
　
信
物
は
朝
堂
院
↓
内
裏
↓
内
蔵
寮
と
運
ば
れ
た
。
天
皇
は
、
国
書
は
大
極
殿
で
、

　
信
物
は
内
裏
に
戻
っ
て
か
ら
児
た
と
考
え
る
よ
り
、
内
裏
へ
願
書
と
蒸
物
が
一
緒

　
に
運
ば
れ
、
恐
ら
く
は
紫
震
殿
で
天
皇
の
「
御
覧
」
を
経
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
収
納

　
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
平
安
宮
の
朝
堂
院
・
敷
政
門
・
内

　
蔵
寮
の
位
置
に
つ
い
て
は
次
頁
の
図
を
参
照
。

㊧
　
こ
の
他
、
　
『
延
喜
式
』
隼
人
司
大
儀
条
に
、

　
　
凡
元
日
即
位
及
蕃
客
入
朝
等
儀
、
官
人
三
入
、
史
生
二
人
率
ご
大
悪
二
人
、
番

　
　
上
隼
入
廿
人
、
今
來
隼
人
廿
人
、
白
丁
隼
人
一
百
光
二
人
「
分
賦
二
鷹
天
門
外

　
　
之
碧
薩
鞭
羅
鱗
不
（
後
略
）

　
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
書
落
・
僑
物
受
納
の
儀
に
天
皇
が
臨
御
し
な
い
こ
と
が
あ

　
り
得
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑱
　
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
五
（
一
九
五
七
年
）
の
「
朝
見
」
の
項
に
は

　
「
臣
下
が
参
内
し
て
天
子
に
拝
謁
す
る
こ
と
、
海
員
、
新
羅
、
拝
謁
」
と
あ
る
。

⑳
大
宰
府
で
の
国
欝
の
開
封
は
、
新
羅
使
に
紺
し
て
は
「
渤
海
蕃
例
」
に
准
じ
て

　
　
　
　
　
　
（
九
日
）

　
宝
亀
十
年
十
月
置
巳
の
勅
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
賭
、
唐
使
に
対
し
て
も
同

　
様
の
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し

　
て
い
る
時
点
（
宝
亀
十
年
五
月
）
も
含
め
こ
の
勅
が
だ
さ
れ
る
前
に
は
、
唐
使
・

　
新
羅
使
に
対
し
て
大
宰
府
で
の
国
君
の
閉
封
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

⑳
　
な
お
、
こ
の
条
に
つ
い
て
佐
藤
武
敏
氏
は
『
長
安
　
古
代
中
国
と
臼
本
』
　
（
一

　
九
七
四
年
）
で
「
こ
の
日
は
天
皇
と
の
会
見
が
な
」
い
と
鰐
釈
さ
れ
て
い
る
が
、

　
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
、
入
京
し
た
唐
使
に
関
し
て
、

　
菓
田
寛
薯
、
栗
田
勤
輯
『
七
里
先
生
雑
著
』
　
（
一
九
〇
一
年
）
電
燈
「
石
上
宅
嗣

　
補
伝
」
　
（
一
八
八
七
年
十
二
月
九
日
稿
）
所
収
の
大
沢
清
臣
所
蔵
壬
生
官
務
家
文

　
書
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
時
の
儀
式
に
闘
連
す
る
部
分
の
み

　
を
引
用
す
る
（
但
し
、
括
弧
内
の
註
記
と
波
線
は
筆
者
）
。

78 （412）



（田島）日本の律令国家の「賓礼」

匡］筆荒［1劃
　　　　まにぢ　　ヌいハ

醜響璽霜

・鴫　　　　　　　　　　　㌣
a@　　　　＝＝璽．「　　　　翼【9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●穫 ｛

●　　・

聡霧酬　　　o
登　　貞韻殿 淑景牝含

㍗　・　　　ξ嬬
@’・，噛累口

華
殿
　
｝
F蓑

・
6

凝選留目、：置葦費｝

鷲．常寧殿
・…

寛
耀
殿
麗
景
殿

．
可
馨

　　o．看

ｺ湯通害
難。1

弘
徽
殿

葵

で
凄

昭賜害「冒召乳

1　2

浮煙z

@湯
ﾋ簸
R　4

ｩ台
赶ﾕ　　臥

n
真
　
　
　
蔚
5
　
6
宕
無
舜
名
　
　
〔
三
喚
門
　
コ
門
　
呉
臨
　
　
　
，
鳴
7
他
明
日
義
門
門
9
　
田
票
内
礼
響

飛昏曾1啄ぞ・

@爆。　等1
・璽≡転 　o㌔

d一

蚤
鷲
　
　
毒
　
　
ぐ
　
　
塁
3
　
　
二
二
　
　
　
　
二
馬
　
　
　
馳
・
一
　
三
三
三
二

　　引轟，
@・乳7　　．

W巴1

後
涼
殿

　　　‘＝
魔ﾆ　　　　葦。べ

@　’㌔・島

R　清　汽・マ腫

@漂ξ　殿　・’一
｛二涛殿聾　綬 温

明
殿

農　盒・昏鴨川　’｝’●1’聾

蓉

帯　舗邑i　殿【哩　・

　　　　　7¥善藷 ε紫震殿1。
普e君♂笈羅疇ユ門

　　　義
@　　2日

蝟蛛

y口2
g　　一f二　無

?｛二c
填
門
■
暢

　　人
@　醗　　欝
@　罠　殿

P㌻胃所　　L三L＿國」　　，，　　弱

fとτ「跡｝　　「舞瞳

安
橿
殿

級門　　　　　　騨門

@　　f燥』師
@　　，　　　　●

甚要… 噤A磯　　　　　誓　　濫降

麻
興
殿
’
，
し
＝
．
・

　朱E鍾口！ミ潅　r調r喫’書

　『

~
政
曝
話
二
『

蓼
門

叢　　　　＾鯛門　　　　　　　　　　‘し

削　　　　□
●　　　　●

囗D1．門

昏
1
壷
尊
ζ
哩　Lk］三

　　②　内裏内部と敷敷門の位置関係　　　　　　　①　朝堂院・内裏・内蔵寮の位澱関係

［⑦・②とも，京都市編r京都の歴史1　平安の新京』（1970年）より引用，一一部加筆改変］

　
　
維
賓
継
十
年
歳
次
二
己
未
ハ
四
月
珊
日
唐
國
使
孫
興
進
等
入
レ
京
、
五
月
三
日
將

　
　
　
　
　
（
式
部
卿
藤
原
是
公
p
・
）
　
　
　
　
　
　
　
（
石
上
宅
嗣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
）
（
日
本
）

　
　
レ
開
院
願
望
ハ
二
二
レ
勅
撲
二
朝
儀
鮪
師
有
二
大
納
言
石
上
卿
一
言
彌
、
彼
大
此
小
、

　
　
須
レ
用
二
藩
國
之
儀
ハ
識
量
日
、
　
（
中
略
）
今
畏
二
海
外
一
介
使
「
欲
レ
降
二
萬
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
槽
聖
天
子
之
號
h
是
大
不
忠
不
孝
之
言
也
、
時
人
皆
服
二
雑
言
之
有
7
理
、
然
遂

　
　
降
二
御
座
h
引
跡
痛
哉
、
　
（
後
略
）

　
右
の
記
述
よ
り
、
　
こ
の
日
の
「
朝
儀
」
で
は
「
藩
國
之
儀
」
を
用
い
、
天
皇
は

　
「
降
二
御
座
一
」
と
い
う
。
こ
の
記
述
を
信
頼
す
る
限
り
、
天
皇
は
国
書
・
見
物
の

　
受
納
に
立
ち
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
　
こ
こ
で
唐
使
に
対
し
て
用
い
た
「
藩
國
之

　
儀
」
は
、
　
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
『
開
元
礼
』
巻
一
二
九
　
嘉
礼
に
み
え
る
「
皇

　
帝
遣
レ
使
詣
レ
蕃
宣
勢
田
儀
が
想
定
で
き
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
命
を
う
け
た
使
者
が

　
外
国
の
王
宮
で
皇
帝
の
「
詔
書
」
を
外
国
王
に
授
与
す
る
儀
式
で
あ
る
。
「
詔
書
」

　
の
伝
達
に
際
し
、
皇
帝
の
使
者
が
南
面
す
る
の
に
対
し
、
外
国
王
は
使
者
の
前
に

　
進
ん
で
北
面
し
て
「
詔
書
」
を
受
け
と
る
規
定
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
通
常
、

　
使
者
に
対
し
て
北
側
に
い
て
南
面
し
て
い
る
外
圏
王
は
「
詔
磐
」
を
受
け
と
る
際

　
に
は
王
座
を
下
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
同
様
の
儀

　
礼
が
、
唐
代
で
は
南
詔
で
、
重
代
で
は
高
麗
で
行
わ
れ
て
い
た
と
言
う
。
と
こ
ろ

　
で
、
こ
の
文
書
の
移
在
に
つ
い
て
は
、
竹
内
理
三
他
編
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』

　
巻
一
（
一
九
五
七
年
）
の
「
石
上
宅
嗣
」
の
項
に
『
栗
里
先
生
雑
著
』
に
収
載
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
管
見
で
は
現
在
の
所
在
は
不
明

　
で
あ
り
、
ま
た
、
文
章
に
や
や
問
題
点
も
あ
る
。
紙
幡
の
都
合
上
、
全
内
容
の
紹

　
介
、
伝
来
・
真
偽
の
検
討
な
ど
に
つ
い
て
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
も
含

　
め
こ
の
文
書
の
再
検
討
は
後
日
を
期
す
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
、
か
か
る
注
目
す

　
べ
き
記
述
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

⑳
　
註
⑫
参
照
。

⑳
　
門
表
」
は
新
訂
増
補
園
細
大
田
本
の
『
日
本
紀
州
』
で
は
「
奉
」
と
し
、
こ
の

　
前
後
を
「
受
ご
蕃
國
使
h
奉
幣
二
大
小
諸
會
」
と
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

　
底
本
と
な
っ
た
宮
内
庁
魯
陵
部
所
蔵
の
久
週
宮
本
（
函
架
番
号
五
五
三
－
六
）
を
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実
見
し
た
と
こ
ろ
、
　
「
奉
」
で
は
な
く
「
表
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
　
『
蘭
元
礼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む

　
に
は
⇔
「
受
該
蕃
國
使
表
及
幣
一
」
儀
が
あ
り
、
　
「
幣
」
に
は
天
子
に
奉
る
礼
物
と

　
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
、
　
こ
こ
は
「
奉
幣
」
で
は
な
く
、
　
「
表
（
1
1
国
書
）
」
と

　
「
幣
（
腱
信
物
）
」
と
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
な
お
、
閲
覧
を
許
さ
れ
た
宮
内
庁

　
露
陵
部
、
御
指
導
と
御
助
雷
い
た
だ
い
た
米
田
雄
介
属
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。

⑳
　
こ
の
日
の
詔
で
規
定
さ
れ
た
諸
儀
式
に
用
い
る
天
皇
の
衣
服
を
示
す
と
左
表
の

　
如
く
で
あ
る
。
　
「
褒
蝿
十
二
章
」
を
着
用
す
る
と
規
定
さ
れ
た
「
元
正
当
朝
」
の

　
儀
と
同
じ
「
火
儀
」
で
あ
る
国
書
・
当
物
受
納
の
儀
は
、
こ
の
詔
の
規
定
で
は
天

　
皇
の
服
制
上
、
　
「
中
儀
」
・
「
小
儀
」
に
相
当
す
る
儀
式
と
同
じ
衣
服
に
規
定
さ
れ

　
た
。
こ
れ
は
、
国
書
・
二
物
受
納
の
儀
の
地
位
の
低
下
を
窺
わ
せ
る
。

　
　
褒
　
弘
仁
十
一
年
・
二
月
甲
戌
の
詔
の
内
容

署
用
す
る
衣
服衣

嚢
冤
十
二
章

黄
櫨
染
衣

儀

式

大
小
諸
神
事

季
冬
奉
コ
幣
諸
陵
一

一
元
正
受
朝

朔
日
受
朝
・
同
聴
政

受
二
蕃
国
使
表
幣
一

大
小
諸
会

備
考
（
『
延
喜
式
』
の
分
類
＊
）

｝
鯉
関
係
纂

大

儀

小

儀

一
蚕
妖
懲
犠
鳴
。
、
）

…
三
儀
ふ
儀

　
　
　
＊
『
延
喜
式
』
の
分
類
は
、
一
応
、
八
世
紀
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

⑭
石
井
正
敏
「
大
宰
府
の
外
交
面
に
お
け
る
機
能
」
（
『
法
政
史
学
』
一
ご
一
　
一
九

　
七
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
十
四
日
）

⑯
　
　
『
門
下
個
祀
』
宝
亀
四
年
六
月
四
戊
辰
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
日
）

⑳
　
『
守
山
』
天
平
勝
宝
四
年
六
月
遅
調
理
。

⑰
　
註
⑰
参
照
。

⑳
　
『
延
喜
式
』
左
右
近
衛
府
・
左
右
衛
門
府
・
左
右
兵
衛
府
の
中
儀
条
参
照
。
左

　
右
衛
門
府
釜
中
儀
条
は
第
三
節
に
引
用
し
た
。

⑳
宴
会
の
会
場
や
天
皇
の
出
御
に
つ
い
て
は
第
3
表
参
照
。
天
皇
の
出
御
の
記
述

　
が
な
い
例
は
、
会
場
の
表
記
を
使
者
の
い
る
「
朝
堂
」
を
中
心
に
記
述
し
た
た
め

　
で
、
通
例
、
天
皇
は
大
極
殿
閤
門
に
出
御
し
て
い
た
と
考
え
る
（
井
上
前
掲
『
日

　
本
建
築
の
空
間
』
、
岸
前
掲
「
難
波
宮
の
系
譜
」
参
照
）
。

⑩
　
国
王
や
使
者
へ
の
　
「
賓
礼
」
と
し
て
の
賜
餐
と
は
、
　
『
延
喜
良
馬
大
蔵
省
に

　
「
賜
凱
蕃
客
一
例
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
賜
禄
で
あ
る
。
国
王
へ
の
賜
禄
は

　
「
答
都
響
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
節
会
に
拝
顔
し
た
時
に
与
え
ら
れ
る
賜
禄
と
は
異

　
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
日
）

⑪
　
例
え
ば
、
天
平
四
年
五
月
の
場
合
、
庚
・
甲
条
に

（
薪
羅
使
）
　
一
金
長
孫
等
拝
レ
朝
、
遙
二
種
々
財
物
、
井
魏
鵡
一
口
（
中
略
）
螺
二
璽
傍
謝

　
　
請
來
朝
年
期
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
一
日
）

　
と
あ
る
の
に
対
し
、
二
日
後
の
壬
戌
条
に

　
　
劉
二
金
長
戸
等
於
朝
堂
h
詔
、
來
朝
之
期
、
許
以
二
三
年
一
度
↓
宴
詑
、
賜
二
新

　
　
羅
王
丼
使
人
等
緑
一
各
有
レ
差
、

　
と
み
え
る
。

⑫
莚
謝
謝
』
治
薯
蕃
客
入
朝
条
に
は
異
食
二
人
、
麟
藷
鶏
・
」
と
あ
る
。

㊥
　

『
本
朝
法
家
文
書
目
録
』
（
『
続
々
群
書
類
従
』
一
六
所
収
）
に
み
え
る
『
弘
仁

　
儀
式
』
・
『
延
段
儀
式
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
に
疑
問
を
示
す
見
解
（
石
塚
一

　
石
「
三
代
儀
式
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
『
目
本
上
古
史
研
究
』
七
…
二
　
｝
九
六
二

　
年
）
も
あ
る
の
で
、
こ
の
儀
式
麻
幹
に
絶
対
的
な
信
頼
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
　
『
延
喜
儀
式
』
は
一
応
完
成
し
奉
進
さ
れ
た
ら
し
く
（
所
功
「
『
延
喜

　
式
』
と
『
儀
式
』
と
の
関
係
」
　
『
目
本
歴
史
』
三
五
五
　
一
九
七
七
年
）
、
『
延
喜

　
式
』
の
太
政
官
・
式
都
省
・
治
部
省
式
の
関
連
規
定
か
ら
み
て
、
少
く
と
も
『
延

　
喜
儀
式
』
に
は
二
つ
の
宴
会
の
儀
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
な
お
、
　
『
弘

　
仁
式
』
・
『
延
喜
式
』
の
式
部
省
式
に
は
「
賜
二
蕃
國
使
宴
こ
の
規
定
が
み
え
る
。
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（
五
日
）

⑭
　
正
史
で
は
『
続
後
備
』
承
和
九
年
四
月
己
巳
条
が
例
外
的
に
「
饗
」
と
し
て
い

　
る
が
、
他
は
全
て
「
宴
」
で
あ
る
。
但
し
、
正
史
以
外
の
史
料
で
は
、
『
扶
桑
略

　
記
』
。
『
貞
信
公
記
無
調
が
「
宴
」
で
あ
る
が
、
『
爲
本
紀
略
』
は
「
饗
」
と
あ
り
、

　
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
第
三
表
備
考
欄
の
3
8
も
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
呂
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
日
）

㊨
　
『
続
後
紀
』
承
和
九
年
四
月
癸
二
条
・
嘉
祥
二
年
五
月
癸
亥
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
日
）

⑯
　
　
『
続
後
紀
』
承
和
九
年
四
月
丙
子
条
・
嘉
祥
二
年
五
月
乙
上
土
、
　
『
三
実
』
貞

　
観
十
四
年
五
月
二
十
五
日
甲
午
条
・
元
慶
七
年
五
月
十
二
β
立
志
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
露
日
）

⑰
　
　
『
続
紀
』
神
亀
三
年
七
月
戊
子
条
に
み
え
る
「
璽
書
」
の
冒
頭
の
文
言
は
コ
勅
」

表
賜
勅
書
使
と
賜
太
政
官
牒
使

　
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
新
羅
の
重
隠
金
順
貞
の
死
を
悼
ん
で
出
さ
れ
た
弔

　
田
文
的
な
も
の
で
、
新
羅
王
に
宛
て
た
慰
労
詔
書
で
は
な
く
、
唐
の
論
霧
勅
書
に

　
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
第
一
章
譲
⑳
中
村
前
掲
論
文
参
照
）
。
こ
の
他
は

　
全
て
慰
労
詔
書
で
あ
る
（
第
5
衷
参
照
）
。

⑱
　
　
『
瓢
一
実
』
占
卜
観
＝
　
体
†
五
月
二
十
一
日
田
一
午
条
・
二
十
山
ハ
朧
口
無
亥
条
、
　
兀
慶
一
兀
年

　
六
月
二
十
五
欝
甲
午
条
、
『
都
氏
文
集
』
　
（
『
群
書
類
従
』
九
所
収
）
巻
四
所
載
元

　
慶
元
年
六
月
十
八
日
付
太
政
官
牒
。

⑲
　
賜
勅
書
使
と
賜
太
政
官
牒
使
に
つ
い
て
は
左
表
を
参
照
。

番号1234

暦

日本
年号

月／日

849

嘉祥
2年
5／12

　
観
年

72
8
貞
1
4

　
三
年

83

8
元
7

　
喜
年

08

9
延
8

賜
　
　
勅
　
　
書
　
　
山

本
　
官

参
議

右
馬
頭

兼
　
　
官

5／25

中右王
将近
　衛議

阿讃三

舞岐大

守華華

5／125／15

参
　
議

左
近
衛

少
将参

議

内
蔵
頭

右
衛
門
督

近
江
権
守

近
江
権
介

位
　
階

子
上
上

従
上
下

従
四
上

従
上
上

十二
四四
下下

氏
　
　
名

小
野
　
篁

藤
原
春
津

藤
原
家
宗

源
　
　
興

藤
原
諸
葛

藤
原
遠
経

藤
原
菅
根

高
階
茂
範

内

記

本
　
官

少
内
記

大
内
記

少
内
記

位
　
階

従
七
下

襲
六
下

正
六
上

昇
　
　
名

安
野
豊
道

大
江
公
轄

多
治
彦
輔

賜
太
政
官
牒
使

本
　
　
官

少
納
言

右
少
弁

少
納
言

右
中
弁

宮太少
　白
権美納

玉子言

少
納
言

右
中
弁

兼
官

侍
従

侍
従

位
　
階

従
五
下

従
上
下

三
五
上

正
五
下

従
上
上

正
五
下

氏
　
　
名

藤
原
春
岡

橘
海
雄

和
気
心
範

藤
原
良
近

藤
原
諸
房

平
　
塗
装

藤
原
清
貫

藤
原
玄
上

史

冊
　
官

左
少
史

左
大
史

右
少
史

位
　
階

正
六
上

正
六
上

二
六
上

氏
　
　
名

大
窪
門
門

大
春
日

　
　
安
守

秦
　
安
兄

出
典

続
後
紀

三
実

tr

扶
桑略

記

⑩
　
　
『
令
集
解
』
公
式
令
詔
書
式
条
の
「
明
神
御
宇
臼
木
天
皇
詔
旨
」
に
関
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
義
解
は
「
以
一
天
事
［
宜
二
於
蕃
昌
使
一
之
辞
」
、
令
釈
は
「
宣
二
蕃
圃
大
事
榊
辞
」
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
記
は
「
覇
二
隣
國
二
陣
國
一
而
詔
之
辞
」
、
朱
説
は
「
宣
二
蕃
國
固
辞
、
謂
我
化
内
来

　
時
本
辞
耳
、
非
レ
宜
調
遣
霊
園
こ
と
注
釈
し
、
同
条
の
「
明
神
御
宇
天
皇
詔
旨
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
に
つ
い
て
、
義
解
は
「
山
際
次
纂
榊
宣
二
於
蕃
國
使
一
之
辞
」
、
令
釈
は
「
宣
二
蕃
國
次

　
窺
一
石
」
と
注
釈
し
て
い
る
。

⑪
　
詔
轡
の
発
給
手
続
に
つ
い
て
は
、
　
『
日
本
思
想
大
系
3
律
令
』
（
｛
九
七
六
年
）

　
の
「
補
註
　
公
式
令
1
」
　
（
早
川
庄
八
旋
執
筆
）
に
よ
っ
た
。

⑫
　
慰
労
詔
書
も
内
記
が
起
草
し
て
い
た
実
例
と
し
て
は
、
　
『
菅
家
葎
草
』
巻
八
所

　
収
貞
観
十
四
年
五
月
付
「
答
鳥
影
海
王
噛
勅
書
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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⑬
　
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』
（
一
九
七
一
年
）
、
佐
藤
宗
諄
「
律
令
太
政
官

　
縦
と
天
皇
」
　
（
『
大
系
巳
本
国
家
譜
1
古
代
』
　
　
九
七
五
年
）
。

⑭
　
こ
の
薬
実
に
つ
い
て
は
近
年
の
主
な
古
文
書
学
の
概
説
書
に
も
指
摘
が
な
い
。

　
管
見
で
は
、
『
延
喜
式
』
中
務
省
奉
詔
書
条
を
論
拠
に
、
日
本
の
律
令
国
家
の
慰

　
（
補
註
2
）

　
労
詔
書
の
発
給
手
続
に
制
度
上
は
太
政
官
が
関
与
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
で
い
る

　
の
は
、
東
洋
史
家
の
中
村
裕
…
氏
が
第
一
章
註
⑳
前
掲
「
唐
代
の
勅
に
就
い
て
」

　
⑪
で
言
及
さ
れ
た
の
が
恐
ら
く
は
初
め
て
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

　
か
か
る
重
要
な
指
摘
も
唐
公
式
令
の
論
窮
勅
書
式
の
復
元
過
程
で
な
さ
れ
た
た
め

　
か
、
日
本
史
の
研
究
者
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

⑮
中
村
前
掲
「
唐
代
の
璽
書
に
就
い
て
」
的
参
照
。

⑳
　
石
母
田
前
掲
『
日
本
の
古
代
国
家
』
。

⑰
慰
労
認
書
と
そ
れ
に
准
じ
る
国
際
文
書
と
し
て
の
太
政
官
牒
と
の
関
係
は
、
古

　
文
書
学
的
に
は
通
常
の
詔
書
と
謄
詔
官
符
と
の
猛
暑
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ

　
る
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
　
天
長
五
年
正
月
二
千
官
符
、
『
類
聚
国
史
』
巻
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
日
）

　
九
四
　
天
長
五
年
二
月
過
丑
条
参
照
。
こ
の
時
、
返
牒
の
太
政
官
牒
が
出
さ
れ
な

　
が
ら
、
『
後
瀬
』
の
散
逸
の
た
め
史
料
に
み
え
な
い
可
能
性
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。

82　（416）

む
す
び
に
か
え
て
i
日
本
の
律
令
国
家
の
外
交
権
と
「
賓
礼
」
一

　
日
本
の
律
令
国
家
の
対
外
交
渉
に
関
連
し
て
、
そ
の
外
交
権
（
対
外
的
交
渉
権
）
の
所
在
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
律
令
国
家
の
性
格
や
権
力

構
造
を
規
定
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
石
母
田
砥
が
、
天
皇
固
有
の
大
権
事
項
の
一
つ
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

外
交
権
が
存
在
し
た
こ
と
と
そ
の
意
義
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
外
交
権
の
所
在
を
示
す
指
標
や
そ
の
検
討
は
充
分

と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
律
令
国
家
の
外
交
権
を
設
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
私
は
、
石
母
田
氏
を
始
め
先
学
の
論
考
や
史
料
に
み
え

る
外
交
関
係
記
事
・
規
定
よ
り
想
定
し
て
、
平
和
時
に
お
い
て
は
次
の
三
点
に
外
交
権
の
所
在
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
①
　
　
「
王
事
」
と
し
て
の
外
国
へ
の
遣
使
（
発
遣
に
際
し
て
の
使
者
へ
の
権
限
の
委
譲
や
発
遣
・
帰
朝
の
儀
式
）
。

　
②
　
来
朝
す
る
外
国
使
節
の
迎
接
・
外
交
儀
礼
。

　
③
　
来
朝
す
る
外
国
使
節
ま
た
は
外
国
に
派
遣
す
る
使
者
に
付
与
す
る
外
交
文
書
の
書
式
・
発
給
手
続
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
稿
で
は
②
・
③
に
関
連
し
て
日
本
の
律
令
国
家
が
行
う
「
賓
礼
」
の
実
態
と
そ
の
変
化
を
あ
る
程
度
解
明
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。
以
下
、
　
「
賓
礼
」
の
各
行
事
・
儀
式
の
主
催
や
関
与
の
あ
り
方
に
外
交
権
の
所
在
が
示
さ
れ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
本
稿
で
考
察
し
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て
き
た
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
実
態
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
纒
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
欝
本
の
律
令
国
家
は
唐
よ
り
外
交
儀
礼
や
国
書
の
書
式
・
発
給
手
続
を
継
受
し
、
そ
の
初
期
か
ら
九
世
紀
初
め
頃
ま
で
は
、
唐
の
制
度
に
准

博
し
た
「
賓
礼
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
e
天
皇
が
元
日
朝
賀
の
儀
に
お
い
て
、
太
政
宮
の
議
政
官
以
下
の
臣
下
が
居
並
ぶ
中
で
使
者

か
ら
も
賀
を
受
け
て
い
た
点
、
⇔
国
書
（
王
　
＝
口
）
の
奏
上
や
畑
物
（
調
物
）
の
貢
上
に
際
し
、
事
前
に
太
政
官
を
通
す
の
で
は
な
く
、
天
皇
が

大
極
殿
に
出
御
し
て
直
接
そ
れ
ら
の
受
納
を
行
っ
て
い
た
点
、
⇔
外
国
使
節
へ
の
宴
会
に
お
い
て
も
、
天
皇
の
出
御
の
も
と
に
酒
食
の
も
て
な

し
・
授
位
・
「
賓
礼
」
と
し
て
の
賜
禄
を
行
っ
て
い
た
点
、
㈱
国
書
の
発
給
で
は
、
太
政
官
は
慰
労
詔
書
の
発
給
手
続
に
制
度
上
は
関
与
せ
ず
、

天
皇
と
中
務
だ
け
で
も
発
給
し
得
た
点
、
の
四
点
に
表
わ
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
日
本
の
律
令
国
家
の
外
交
権
は
、
石
母
田
氏
の
指
摘
の
如

く
天
墨
固
有
の
大
権
事
項
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
　
「
賓
礼
」
の
各
行
事
・
儀
式
の
主
催
や
関
与
の
あ
り
方
に
お
け
る
制
度
上
の
天
皇
の
太
政
官
に
対
す
る
圧
倒
的
優
位
は
九
世
紀
前

期
～
中
期
を
境
に
崩
れ
始
め
る
。
　
具
体
的
に
言
え
ば
、
e
外
国
使
節
が
参
加
し
た
元
日
朝
賀
の
儀
が
行
わ
れ
な
く
な
る
点
、
口
律
令
国
家
の

「
大
儀
」
た
る
国
書
・
根
物
受
納
の
儀
へ
の
天
皇
の
臨
御
が
な
く
な
り
、
代
っ
て
太
政
官
が
実
際
の
国
書
・
信
物
の
受
納
を
行
う
よ
う
に
な
る

点
、
⇔
宴
会
で
は
、
天
皇
が
出
御
し
て
行
う
宴
会
（
「
賜
宴
」
）
の
他
に
、
太
政
官
の
議
政
官
が
中
心
に
な
っ
て
行
う
宴
会
（
「
賜
饗
」
）
が
催
さ

れ
、
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
の
一
儀
式
と
し
て
の
役
割
を
果
す
点
、
㈲
国
書
の
発
給
で
は
、
天
皇
の
慰
労
詔
書
の
他
に
、
そ
れ
に
准
じ
る
国
際

文
書
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
太
政
官
牒
が
発
給
さ
れ
、
国
家
意
志
伝
達
の
一
翼
を
担
う
よ
う
に
な
る
点
、
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
う

　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ

ち
、
e
・
⇔
は
天
皇
が
「
賓
礼
」
の
儀
場
に
出
御
す
る
機
会
が
減
少
す
る
傾
向
、
⇔
～
⑳
は
「
賓
礼
」
の
行
事
を
太
政
官
が
代
行
し
た
り
新
た

に
関
与
す
る
機
会
が
次
第
に
増
大
す
る
傾
向
、
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
具
体
的
な
変
化
に
示
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
律
令
国
家
の
外
交
権

は
、
九
世
紀
中
頃
以
降
は
必
ず
し
も
天
皇
固
有
の
専
権
事
項
と
は
一
概
に
言
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
対
外
交
渉
に
太
政
官
が
大
幅
に
関
与
し
て

い
る
傾
向
が
窺
え
る
。

83　（417）



　
最
後
に
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
結
論
と
し
て
指
摘
し
得
た
点
に
関
連
す
る
問
題
を
二
つ
ほ
ど
挙
げ
て
今
後
の
課
題
と
す
る
。

　
ま
ず
、
先
に
外
交
権
の
所
在
が
表
わ
れ
る
と
指
摘
し
た
指
標
の
う
ち
言
及
で
き
な
か
っ
た
ω
「
王
事
」
と
し
て
の
遣
使
に
関
す
る
傾
向
を
簡

単
に
述
べ
て
お
く
。
先
学
に
よ
れ
ば
、
文
武
朝
以
降
の
遣
唐
使
は
律
令
園
家
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
強
化
に
つ
な
が
る
専
権
事
項
の
発
動
で
あ

　
　
　
　
②

つ
た
と
い
う
。
か
か
る
意
味
を
有
す
る
遣
唐
使
は
九
世
紀
末
に
停
止
さ
れ
、
実
質
的
に
は
承
和
年
間
の
仁
明
天
皇
に
よ
る
遣
使
が
最
後
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
。
ま
た
、
遣
渤
海
使
は
弘
仁
年
間
、
遣
新
羅
使
は
承
和
年
間
が
最
後
で
あ
っ
た
。
外
国
へ
の
遣
使
が
行
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
は
、
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
国
際
関
係
の
変
化
や
支
配
者
層
の
国
際
意
識
の
希
薄
化
と
い
っ
た
要
素
に
影
響
さ
れ
た
側
面
に
加
え
て
、
外
国
へ
の
遣
戸
が
天

皇
専
権
事
項
の
発
揚
の
場
た
る
「
王
事
」
で
あ
っ
た
側
面
に
も
注
目
す
る
と
、
こ
れ
は
既
述
の
「
賓
礼
」
へ
の
か
か
わ
り
と
同
じ
よ
う
に
天
皇

権
力
の
対
外
交
渉
へ
の
関
与
の
後
退
を
予
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
次
に
示
す
よ
う
に
「
王
事
」
と
し
て
の
遣
使
の
最
後
と
な
っ
た
承
和
年
間
の
遣

唐
使
が
「
八
省
院
」
で
行
っ
た
霊
亀
・
帰
朝
の
「
朝
拝
」
の
儀
に
は
、
天
皇
は
出
御
せ
ず
、
大
臣
以
下
が
事
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
日
）

　
　
〔
発
遣
〕
　
『
続
後
紀
』
承
和
三
年
四
月
戊
寅
条

　
　
遣
唐
使
於
二
八
省
院
一
朝
拝
、
天
皇
不
レ
御
、
立
町
、
但
大
臣
已
下
参
議
以
上
各
第
二
其
位
（
一
如
下
天
皇
硯
二
告
朔
一
之
儀
h

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
日
）

　
　
〔
帰
朝
〕
　
『
続
後
紀
』
承
和
六
年
十
月
甲
寅
条

　
　
遣
唐
大
使
已
下
朝
爵
鐸
於
八
省
院
ハ
無
レ
有
二
　
天
臨
ハ
唯
大
臣
行
レ
事
、
例
也
、

　
発
遣
・
帰
朝
の
「
朝
拝
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
以
外
の
事
例
は
記
述
が
簡
単
な
た
め
に
そ
の
変
化
を
明
確
に
追
え
な
い
が
、
右
に
示
し
た
記

事
は
、
少
く
と
も
承
和
年
間
に
行
わ
れ
た
「
王
事
」
と
し
て
の
遣
使
の
発
遣
・
帰
朝
の
儀
式
に
際
し
て
、
太
政
官
の
関
与
が
か
な
り
み
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
⑤

と
を
示
し
て
お
り
、
既
述
の
「
賓
礼
」
へ
の
か
か
わ
り
と
同
様
の
傾
向
が
想
定
さ
れ
る
。
今
後
、
外
交
権
の
所
在
が
示
さ
れ
る
と
考
え
た
ω
に

つ
い
て
も
「
賓
礼
」
と
同
様
な
視
角
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
本
稿
で
指
摘
し
た
九
世
紀
前
期
～
中
期
を
境
と
す
る
「
賓
礼
」
の
変
化
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
　
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
の
変
質
に
伴
う

対
外
的
契
機
や
支
配
者
層
の
国
際
意
識
の
弱
ま
り
も
当
然
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
事
が
日
本
の
律
令
国
家
の
外
交
権
の
所
在
に
及
ぶ
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だ
け
に
、
そ
れ
に
加
え
て
律
令
国
家
の
権
力
構
成
に
関
す
る
他
の
研
究
分
野
の
成
果
と
か
か
わ
ら
せ
て
位
置
付
け
て
ゆ
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
、
例
え
ば
「
任
官
」
儀
の
分
析
を
通
し
て
、
九
世
紀
に
お
け
る
儀
式
の
変
化
か
ら
律
令
国
家
の
権
力
構
成
の
変
容
に
関
係
が
深

い
と
思
わ
れ
る
朝
儀
・
政
務
一
般
の
傾
向
や
「
公
卿
」
の
地
位
の
成
立
に
関
す
る
重
要
な
指
摘
を
行
わ
れ
た
早
川
庄
八
氏
の
研
究
が
注
目
さ
れ

⑥る
。
指
摘
し
た
よ
う
な
「
賓
礼
」
に
対
す
る
太
政
官
の
関
与
の
増
大
も
、
　
「
九
世
紀
に
、
政
務
一
般
が
太
政
官
に
吸
収
あ
る
い
は
集
中
さ
れ
た

と
い
う
趨
勢
を
反
映
す
る
事
象
」
と
の
早
川
氏
の
指
摘
に
或
は
関
連
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
「
賓
礼
」
の
各
行
事
全
て
に
太
政
官
の
関
与
が
顕

著
と
な
る
町
着
年
間
後
半
以
降
は
、
政
治
史
で
言
え
ば
、
承
和
の
変
を
画
期
と
し
て
藤
原
各
家
を
中
心
に
所
謂
前
期
摂
関
政
治
へ
と
向
か
っ
た

時
期
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
　
「
賓
礼
」
の
あ
り
方
を
対
外
的
な
要
因
と
と
も
に
、
律
令
国
家
の
支
配
者
害
意
の
権
力
構
成
の
変
化
や
天
皇
の
位

置
付
け
と
よ
り
一
層
か
か
わ
ら
せ
て
総
合
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
註
3
）

　
そ
の
他
に
も
課
題
は
多
々
存
在
す
る
が
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
欄
き
、
博
雅
の
忌
潭
な
き
御
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

日本の律令国家の「賓礼」（田島）

①
　
石
母
田
前
掲
『
日
本
の
古
代
国
家
』
。

②
　
山
尾
幸
久
「
遣
唐
使
」
　
（
『
煉
ア
勘
磁
世
課
日
本
古
代
史
粂
三
6
　
日
本
律
令
国

　
家
と
東
ア
ジ
ア
』
　
一
九
八
二
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
七
日
）
　
　
　
　
　
（
二
十
二
日
）

③
『
後
紀
』
弘
仁
二
年
四
月
庚
寅
条
・
同
六
年
正
月
甲
午
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
日
）
　
　
　
　
（
三
日
）

④
『
続
後
紀
』
承
和
三
年
閏
五
月
辛
巳
条
・
十
二
月
隠
里
条
。

⑤
出
発
に
際
し
て
難
波
津
で
行
わ
れ
た
儀
式
で
も
、
『
続
皇
紀
』
承
和
三
年
五
月

　
（
十
二
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
日
）

　
質
置
条
（
天
皇
の
慰
労
の
「
宣
命
」
）
と
辛
発
条
（
「
太
政
官
宣
」
）
に
み
え
る
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
日
）

　
告
内
容
の
相
違
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
庚
戌
の
天
皇
の
「
宣
命
」
で
は
遣
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
目
）

　
使
に
対
し
て
単
な
る
慰
労
を
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
辛
亥
の
「
太
政
官
宣
」

　
で
は
大
使
ら
へ
の
刑
罰
権
の
付
与
に
言
及
し
て
お
り
、
遣
使
の
発
遣
に
際
し
て
の

　
太
政
官
の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
。

⑥
早
川
庄
八
「
八
世
紀
の
任
官
関
係
文
書
と
任
官
儀
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』

　
九
〇
－
山
鵯
　
　
一
九
・
八
一
年
）
。

　
（
補
註
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も

（
1
）
　
私
は
、
平
安
宮
に
お
け
る
大
極
殿
三
門
の
撤
去
、
龍
尾
道
の
形
成
の
直
接
の

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
要
因
は
、
既
に
先
学
の
指
…
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
平
安
宮
の
大
極
殿
は
唐
長
安
域

　
　
大
明
宮
の
含
元
殿
を
模
倣
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
臆
測
し
て
い
る
。
伝
存
す

　
　
る
両
者
の
平
醸
図
か
ら
知
ら
れ
る
類
似
点
（
「
龍
尾
道
」
・
左
右
の
「
楼
」
・
大

　
　
極
殿
か
ら
左
右
に
伸
び
る
軒
廊
）
の
他
に
、
次
の
史
料
も
注
口
さ
れ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
九
六
）

　
　
は
、
　
『
中
右
記
隔
永
長
元
年
十
月
十
一
日
条
（
増
補
史
料
大
成
本
）
に
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
左
大
臣
源
俊
房
）

　
　
「
出
二
二
芳
養
一
之
間
相
待
之
程
、
上
卿
暫
乍
二
本
座
一
言
談
之
次
量
目
、
　
『
大
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
常
事
）

　
　
殿
者
是
大
唐
大
明
宮
竃
元
医
欝
膿
也
、
遣
唐
使
常
副
（
嗣
力
）
申
也
、
｝
誹
不
レ

　
　
違
二
彼
宮
「
』
露
払
二
有
レ
興
事
一
所
二
記
付
目
也
、
」
と
の
記
述
で
あ
る
。
仁
明
天
皇

　
　
が
派
遣
し
た
承
和
の
遣
唐
使
の
大
使
藤
原
常
嗣
は
、
平
安
宮
の
大
極
殿
が
唐
大

　
　
明
宮
の
足
元
殿
と
類
似
し
て
い
た
様
子
を
帰
国
後
に
伝
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら

　
　
れ
る
。
そ
れ
か
ら
約
二
世
紀
半
あ
ま
り
後
の
伝
聞
で
は
あ
る
が
、
初
期
平
安
宮
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の
大
極
殿
の
形
態
が
大
明
宮
の
含
元
殿
と
似
て
い
た
こ
と
が
文
献
史
料
か
ら
も

　
知
ら
れ
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
平
安
宮
大
極
殿
に
お
け
る
大
極
殿
閤
門
の
撤
教

　
　
に
関
し
て
は
、
投
稿
後
、
橋
本
義
理
平
寄
草
劉
の
豊
楽
院
」
（
癬
醐
鰍

　
　
捻
編
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
中
　
一
九
八
四
年
十
月
）
が
発
表
き
れ
た
。

　
　
ノ
ェ

　
　
大
極
殿
閤
門
の
も
つ
機
能
の
う
ち
、
饗
要
の
際
の
天
皇
難
業
の
場
と
し
て
の
機

　
　
能
が
豊
楽
院
の
造
営
で
豊
楽
殿
へ
と
形
態
的
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ

　
　
れ
、
平
安
宮
朝
堂
院
に
お
け
る
大
極
殿
県
門
の
撤
去
に
至
っ
た
事
由
を
推
定
さ

　
　
れ
て
い
る
。
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。
か
か
る
橋
本
氏
の
指
摘
も
ふ
ま
え
、
平
安

　
　
宮
大
極
澱
闇
門
の
撤
ま
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
2
）
　
慰
労
詔
書
に
関
し
て
、
投
稿
後
、
中
野
高
行
「
慰
労
詔
書
に
関
す
る
基
礎
的

　
　
考
察
」
　
（
『
古
文
鶏
学
研
究
』
一
瓢
二
　
一
九
八
四
年
十
二
月
）
が
発
表
さ
れ
た
。

　
外
交
意
思
伝
達
手
段
の
変
遷
と
い
う
視
角
か
ら
、
九
世
紀
初
頭
の
儀
式
整
備
以

　
　
降
、
　
「
対
世
使
麹
…
」
が
儀
式
的
色
彩
を
強
め
る
中
で
具
体
的
な
外
交
意
志
伝
達

　
機
能
を
消
失
し
、
慰
労
認
母
国
が
外
交
意
思
伝
達
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
確

　
　
立
さ
れ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
中
野
氏
は
慰

　
　
労
詔
欝
の
発
給
手
続
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
特
に
雷
及
さ
れ
て
い
な

　
　
い
。

（
3
）
購
器
警
護
『
講
座
県
歴
史
2
古
代
2
』
（
一
九
入
四
年
＋
万
）

　
　
と
西
嶋
定
生
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』
　
（
一
九
八
五
年
一
月
）
に
は
木
稿
に

　
　
関
連
す
る
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
投
稿
後
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
成
果
を
生
か

　
　
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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〔
付
記
〕
　
本
稿
で
引
用
し
た
史
料
の
う
ち
注
記
し
た
以
外
で
は
、
　
『
開
元
礼
』
は
『
大
唐
開
元
礼
天
敵
蜘
』
（
一
九
七
二
年
）
、
　
『
六
典
』
は
広
池
千
九

郎
訓
点
・
内
田
智
雄
補
訂
『
大
唐
六
典
』
　
（
一
九
七
三
年
）
、
　
『
唐
律
疏
議
』
は
『
訳
註
日
本
律
令
』
3
（
一
九
七
五
年
）
、
　
『
冊
府
元
亀
』
・
『
新
封
書
』
等

は
中
華
書
局
番
を
、
そ
の
他
の
国
史
・
律
令
格
式
等
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
を
用
い
、
引
用
に
際
し
て
は
原
則
と
し
て
、
そ
の
表
記
を
尊
重
し
た
。
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On　the　Formation　of　the　Hara　Cabinet

　　　　and　the　Total　Warfare　Policy

　　　　　　the　expeditionary　force　to　Siberia

by

Hidenao　Takahashi

　　In　this　paper　we　try　for　a　political－hlstorical　research　on　the　formation

of　the　total　warfare　policy　in　Japan　at　the　end　of　the　World　War　1，

when　the　plan　of　“the　expeditionary　force　to　Siberia”　was　decided　and

the　change　of　the　cabinet　form，　from　the　supra－party　govemment　to　the

party　one，　went　on．

　　So　we　must　throw　light　on　the　variety　of　that　plan　；　wartime　pattern

or　piecetime，　conciliatory　lines　or　autonomic，　and　on　the　scramble　for

political　power　about　the　next　Adminstration，　through　the　analysis　of

the　political　dissensions　on　that　plan　among　Prime　Minister　Terauchi，

the　President　of　the　Seiyu－ka1　Hara，　the　military　circles，　and　the　Triple

Alliance．

　　It　may　be　given　as　a　conc1usion　that　the　formation　of　the　Party

Cabinet　under　Premier　Hara　established　the　tota1　warfare　policy　on

peacetime－concillatory　lines．

The　Hinrei賓礼of　the　Ritsuryo律’令Institution　of　Japan

　　　　the　Tenno　and　the　Dajokan太政官in　the　diplomatic　ceremony

by

Isao　Tajima

　　The　subject　of　this　paper　is　Hinrei　of　the　Ritsuryo　periods．　ln　East

Asia　under　the　influence　of　the　Tang　Dynasty，　Hinrei　played　an　impor－

tant　part　in　diplomatic　relations　in　peace　time．　So，　Hinrei　symbolizes

foreign　policy　and　the　concerns　of　the　ruiing　class　in　foreign　diplomacy．

　　This　paper　examines　rites　and　the　credentials　related　to　diplomacy　of

the　Tang　Dynasty，　and　the　content　and　development　of　Hinrei，　which
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were　modeled　after　the　practices　of　the　Tang　Dynasty．

　　An　examination　of　the　Hinrei，　・especially　of　their　excution，　ciearly

reveals　that　the　Tenno　conducted　the　main　ceremony　in　the　Tang

manner　until　the　beginning　of　the　ninth　century，　but　from　the　first

haif　ef　the　ninth　century　the　Dajokan　gradually　re！ieved　the　Tenno

ln　this　duty．

　　This　change　ls　also　found　in　the　dispatch　of　envoys，　so　this　matter　is

important　for　the　study　of　the　diplomatic　aspect　and　primacy　of　the

Ritsuryo　institution　of　Japan．

The　Corn　Trade　of　the　Low　Countries

　　　　　　　in　the　Late　Middle　Ages

　　　　　　　by

Takashi一　ekunishi

　　The　corn　trade　from　easteyn　Europe　to　western　Europe　is　one　of　the

economic　phenomena　concerned　with　the　economical　change　in　the　late

middle　ages．　But　in　the　corn　trade　of　western　Europe，　there　are　many

unknown　things．　So　1　studied　the　corn　trade　of　the　Low　Countries

which　was　one　of　the　most　important　areas　for　the　import　of　corn．

　　1　analized　this　with　tariff　and　price　documents．　For　price　documents，

1　used　statistic　methods，　for　example，　correlation　of　series　of　．　price．

The　area　which　1　studied　is　the　southern　Low　Countries　and　north

France．

　　With　these　analyses，　I　indicated　that　cities　of　the　Low　Counrties　had

stronge　correlations　among　each　others，　that　there　were　some　routes

of　corn　trade　in　the　Low　Countries，　that　the　re1ation　between　price

and　harvest　changed　in　the　first　half　of　the　15　th　century，　and　that

the　role　of　Antwerp　in　the　trade　of　oats　was　more　important．
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